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～ 巻頭言 ～ 

カンボジア・ベトナム訪問記 
 

法務総合研究所長      
松 永 榮 治     

 
平成１９年８月下旬に，カンボジア及びベトナムに出張しました。法務総合研究所の国際協

力部が独立行政法人国際協力機構（以下「JICA」といいます。）のプロジェクトに協力し，両

国に対する法整備支援の活動を行っていることから，その現場視察と関係先に対する表敬訪問

を行うためでした。 

まずはカンボジアです。カンボジアに対しては，法務総合研究所において平成８年に司法省

関係者に対する本邦研修を開始し，その後１１年から JICA の技術協力の枠組みで，民法・民

事訴訟法起草支援のプロジェクトが始まり，民事訴訟法は１８年７月に成立・公布され，１９

年７月から適用になりました。民法は同年１０月国民議会（下院），１１月上院でそれぞれ可

決され，まもなく成立・公布される見込みになっています。現在の，プロジェクトとしては，

民事訴訟法，民法草案の普及や，王立司法官職養成校（裁判官・検察官の養成機関）における

支援などを行っており，法務総合研究所においては，国際協力部教官の柴田検事を JICA の長

期専門家として派遣しています。 

プノンペンで宿泊したホテルの名は「HIMAWARI（ひまわり）」で，トンレ・サップ川とメコ

ン川の合流する岸辺にあり，早朝に向こう岸の雲間から昇る太陽を見ることから一日が始まり

ました。出張者は私と国際協力部の田中教官，西村統括専門官であり，現地で迎えてくれたの

は，柴田専門家，神木専門家（弁護士），坂野専門家，森田専門家などでした。 

最初の訪問先の王立司法学院・王立司法官職養成校では，まず，柴田専門家や森田専門家の

執務するオフィスに立ち寄りました。王立司法学院の建物を間借りしており，多少狭い感じは

しましたが，コンクリート造りの立派な建物の一室であることに安心しました。現地のスタッ

フ３人もまじめそうに働いていました。 

テップ・ダロン学院長のオフィスも同じ建物内にありました。学院長は，俳優の橋詰功に似

た実直そうな人で，柴田専門家の働きに大変感謝し，同専門家が指導している教官候補生(裁

判官)の人事異動に際し，プノンペンから異動させないように配慮することを検討しているこ

とに触れ，「柴田さんに失望してもらいたくないので，その要望をかなえるようにしたい。」と

言っていました。そして，同席していた書記官養成校のカン・チュオン校長とともに，書記官

養成校への今後の日本の支援を熱心に要望されました。校長は，カンボジアの裁判所書記官で

したが，それを隠してポルポト時代を生き延びたそうです。知識人の多くが殺されたカンボジ

アには，法律ができてもそれを教えることのできる人材が不足しています。民事訴訟法，民法

などの起草に日本が協力してきたことから，人材養成も日本の支援に頼るしかないというせっ

ぱ詰まった心情は十分に理解できました。しかし要請の内容が法務省や法務総合研究所の守備
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範囲を越えるものであることから，関係機関と協議

しましょうと答えるにとどめました。これにきちん

と応対し，責任ある返答をするためには，日本国内

の国家機関全体をカバーし，国策としてどう協力す

るかを決める統一的意思決定機関が必要であると思

いました。 

なお，日本の援助で，同じ敷地内に司法官職養成校

の建物が建築中で，１階から３階までが司法官職養

成校の事務室と教室，４階が弁護士養成校の教室に

なるとのことでした。 

 

次にプノンペン市裁判所を訪問しました。裁判所の敷地内に「閻魔さま」を祭った祠があり

ましたが，証人はこの前で嘘をつかないという宣誓を行うそうです。「良心」に誓う日本のや

り方よりも心理的には効果があるのではないか思いました。 

チウ・ケイン裁判所長に，民事訴訟法の施行状況を聞いたところ，「新しい法律なので裁判

官にもわからないことがある。わからない時には坂野専門家に問い合わせて教えてもらい，大

変助かっている。」ということでした。同席した坂野専門家に聞くと，そのとおりで，すぐに

答えられない場合には，日本の起草作業部会の先生方に問い合わせて回答しているそうです。

法律が施行になったからといってそれで支援が終わるわけではなく，実施に当たってこのよう

なきめ細やかなアフターケアが行われていることに感心しました。 

民事裁判を傍聴しましたが，通常の離婚訴訟に検察官が立ち会っていました。適用されるよ

うになった新しい民事訴訟法では「公益上必要があると認めるときは」検察官が立ち会うこと

ができるとなっていますが，公益性が強い事案とも思えなかったことから，多分に従前からの

慣行で立ち会っているように思えました。民事事件も国家が後見すべきという意識があるので

しょうが，新法の趣旨が浸透していけば検察官の立会は少なくなっていくものと思います。 

カンボジア司法省では，本年１月に来日されたアン・ヴォンワッタナ司法大臣と再会しまし

た。民事訴訟法が７月から適用になったのに加えて，フランスの支援でできた刑事訴訟法も８

月から施行・適用になり，しかも民法などの国会審議を控えているのに，その担当であった次

官の一人が急死されたことなどから，司法省は超多忙であるとのことでした。それでも「訪日

の際に受けたみなさんの温かいもてなしに報いるた

めに出張先から戻ってきた。」そうです。 

司法大臣と一緒に来日したヒー・ソピア次官は大

臣以上に忙しくて時間が取れず，土曜日に出勤して

いるというので訪ねていきました。カンボジアの政

府高官が，超勤したり，土曜日に出勤するというの

は大変珍しいことで，司法省がいかに忙しいかがわ

かります。この点ではすっかり日本人化した感じな

カンボジア王立司法学院にて（中央：学院長）

カンボジア司法省にて（右：司法大臣） 
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ので，無理して過労死しないようにと注意とお願いをしておきました。国を背負った責任ある

立場の人たちは本当に大変だと思いました。 

なお，神木専門家と坂野専門家のオフィスは司法省の１階にあり，天井の高い良い部屋であ

り，民事法関係の資料で埋まっていました。 

 

アン・ヴォンワッタナ司法大臣とは，翌日，篠原在カンボジア日本大使主催の公邸での夕食

会でも一緒になりました。大臣は，カンボジアの司法や法曹の将来について，冷静な長期にわ

たる展望と判断を披露されました。そのとき話題がアンコールワットに及ぶと，元々雄弁で話

好きの大臣の蘊蓄がほとばしり出て，止まらなくなりました。大臣は「忙しくなければ自分が

案内したい。」と言われましたが，日曜日には日本人だけでアンコールワットに行ってきまし

た。まことに壮大，見事な景観であり，アンコールの歴史やクメール文明についてよく知らな

い者でも十分に感動を覚えるものでした。 

カンボジア弁護士会事務所も訪問しました。キー・テック弁護士会長は，JICA，日弁連，特

に矢吹弁護士らの協力に感謝する旨のあいさつをされ，カンボジア弁護士会の英文ハンドブッ

クを下さいました。カンボジアの弁護士４人も国際協力部の本邦研修に参加していたので，そ

の消息を聞くと，会長は「研修は大変良かった。４人には弁護士養成校で民訴法の講師を依頼

している。」とのことで，研修が役に立っていることを確認しました。 

カンボジアでは民事訴訟法も刑事訴訟法も全く新しくなり，十分に内容を理解している人が

少ない状況において，一番大変な思いをしているのは弁護士たちのようです。これから法曹と

なる若い人たちの養成も大切ですが，既に法曹として働いている若くない人たちに新しい法律

知識を基礎から学んでもらわなければならないというのは，かなり深刻な問題です。日弁連が，

JICA のプロジェクトとして，弁護士養成校に対する支援を行っておられるところですが，カン

ボジアの弁護士会，弁護士養成校の健闘に期待したいと思います。 

 

  
カンボジア弁護士会事務所にて 

 

次はベトナムです。 

ベトナムに対しては，平成６年から法務総合研究所がベトナム司法省関係者に対する本邦研

修を開始し，８年からは JICA の枠組みでの法整備支援プロジェクトが始まり，１５年から民
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事法令の起草支援が行われ，１６年に改正破産法と民事訴訟法が成立し，１７年に改正民法が

成立しました。現在は，国家賠償法及び不動産登記法の起草支援，刑事訴訟法の改正支援，パ

イロット地区における裁判実務改善支援などが実施中ないし実施予定であり，JICA の長期専門

家として，法曹資格者からは，国際協力部教官の伊藤検事のほか，中島裁判官，石那田弁護士

が派遣されています。伊藤検事は日本にいたときよりもスマートになっていましたし，中島裁

判官もすっかりベトナムにとけ込んでいる様子でした。ベトナムはカンボジアと異なり，人材

不足に悩むという事態にはなく，全体として余裕が感じられました。 

ハノイに着いてまず驚いたのは，オートバイの洪水です。道路一面にオートバイがすさまじ

い排気音と警笛を鳴らして走っており，ほとんど車間の隙間がありません。信号の青に従って

横断するにも，オートバイは信号を守りません。それでも青信号を信じて歩道を横断すると，

不思議に歩行者の直前で停車し，衝突することはありません。宿泊先の日航ハノイホテル周辺

を歩き回り，１時間ほどで横断のコツを飲み込みました。 

最初に，JICA ベトナム事務所及び在ベトナム日本大使館にあいさつに行きました。服部大使

は，ベトナムへの法整備支援プロジェクトについてはよく理解しておられ，ベトナムの今後の

司法制度改革のこと，杉良太郎ベトナム親善大使の

ことなどを話題にされました。日本大使館と大使公

邸は広くて立派なもので，ベトナムにおける日本の

地位の重要性を認識させるものでした。 

司法省訪問の後，長期専門家が勤務する JICA プロ

ジェクトオフィスを訪問すると，なかなか立派なビ

ル内にある事務所で，３人の長期専門家，勝俣調整

員，スタッフ４人の席も余裕があり，十分恵まれた

環境にありました。 

 

ベトナムにおけるプロジェクトはカンボジアのそれに比べて，緊急性を要するせっぱ詰まっ

たというものはなく，ものごとがゆるやかに進行している感じでした。 

最高人民裁判所ではダン・クアン・フォン副長官を表敬訪問しました。ベトナムに対する法

整備支援プロジェクトのフェーズ３（平成１５年７月から１９年３月）の内容に判決書標準化

支援があり，日本の助言などで判決書マニュアル案ができ，１７年１２月に副長官に提出され

ましたが，１年半以上経っても決裁が下りないまま

になっており，次のプロジェクトの進行にも影響す

るおそれがあるため，決裁を催促しているという状

況にありました。 

フォン副長官は，判決書マニュアルの問題につい

て，自ら話題にし，遅れている理由等について説明

した後，「今後はスピードアップし，問題が起きない

ようにしたい」旨話されました。田中教官が，ベト

JICA ベトナム事務所内 

ベトナム最高人民裁判所前にて 
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ナムへの法整備支援についての日本側の事情と予定どおりプロジェクトが進行しないと協力

者を得ることが難しくなることを説明すると，フォン副長官は「判決書マニュアルについては，

時間を要してでも少しでも良いマニュアルを発行したいと思うが，日本の事情も十分理解でき

る。分冊発行や改訂を見越しての発行も検討して早期に発行できるようにする。」と言われま

した。何とか進展があることを期待したいと思います。 

 

最高人民検察院では法整備支援の開始当初から次長検事をしているクアッ・ヴァン・ガー氏

に会いました。次長検事は，歴代の法務総合研究所長や専門家のすべてと知り合いで，何度も

来日しており，「おおきに」と関西弁で迎えてくれました。エネルギーに満ちあふれた愉快な

人で，あいさつと説明が終わると，すぐに，「今回は所長のベトナム滞在日数が少ないので，

１１月でも来年１月でもいいからまた来て下さい。招待状を送ります。」と切り出されました。

本当に招待状を渡されそうな雰囲気なので，「いつ人事異動になるか分かりませんから。」と言

ってやんわり断りました。すると，今度は「ベトナムの土産物を買うんだったらいい店がある。

ここにいる検事に案内させる。」と言われます。次々に親切な提案と決断をされる人です。こ

れは断る理由もないので応じると，本年６月に日本に招へいしお会いしたホア検事とクイ専門

官（いずれも女性）がデパートに案内してくれました。翌日午後のハノイ市内視察もガー次長

の即決の判断と指示で最高人民検察院がワゴン車を

出して案内してくれることになりました。 

ガー次長検事からは，刺繍絵を土産にもらいまし

た。法務総合研究所長室に飾ってある数枚の刺繍絵

を見るといずれもハノイ市内にあるホアンキエム湖

の風景であることから，これらはすべて歴代の所長

がガー次長から土産にもらったものだと推測しまし

た。私も刺繍絵を所長室に飾りました。 

 

ハノイの地方裁判所では刑事裁判を傍聴しました。女性からネックレスを奪おうとしたとこ

ろ抵抗されたため，ナイフで女性の胸部を数回突き刺したが，殺害には至らなかったという事

件で，被告人は事実を認めているものでした。裁判官２名と人民参審員３名が正面に座り，そ

の右側に女性の検察官，左側に女性の書記官の席があり，弁護人（国選，女性）と被告人の席

は一段低い位置にありました。傍聴席との仕切はありません。検察官の論告，弁護人の弁論，

検察官の反論，被害者の意見陳述，被告人の意見陳述などがあって休廷になりました。裁判官

たちが判決を合議するためですが，捜査記録が公判開始前に裁判所に提出されているので，判

決書はほとんどできあがっているはずだということでした。この間，被告人は法廷に一人残さ

れ，看守は入り口付近で雑談をしていました。被害者の女性が，賠償を受けているので刑を軽

くしてくれという意見を述べたり，誰も被告人が逃亡する心配をしないなどの法廷の情景を見

ると，ベトナムはやさしい社会かもしれないと思いました。ところが，約１０分後に公判が再

開されると，裁判長は懲役１８年を言い渡し，刑事司法の世界はやはり厳しいものであると認

ベトナム最高人民検察院にて（右：ガー次長）



6 

識しました。 

ベトナムでは刑事訴訟法の改正が検討されていますが，国情や国民性に適合し，国民に受け

入れられるものであることを期待したいと思います。 

とりあえず駆け足でカンボジア及びベトナムの都市の一部を回りました。どこでも食事はお

いしく，果物が豊富で，大変楽しい思いをしました。法整備支援の現場を見たことで多少は理

解が深まったと思います。多くの人たちの献身的な努力によって日本の援助・協力が成り立っ

ていることが分かりました。出張中にお世話になった皆さまにはお礼と感謝を申し上げます。 
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～ 特  集 ～  

 

ラオス法制度整備プロジェクト ―民事判決書マニュアル― 

 

国際協力部教官 

  田 中 嘉寿子 

 

この特集は，本誌 30 号で紹介した JICA ラオス法制度整備プロジェクト（２００３年５月

～２００７年５月）のうちの民事判決書マニュアル作成支援について紹介するものである。 

 本特集の構成は，以下のとおりである。 

１ ラオス民事判決書マニュアル作成支援について  

井関 正裕 氏（元大阪高等裁判所部総括判事，関西大学大学院法務研究科特別任用教授，

弁護士） 

２ ラオス民事判決書マニュアル及び附属判決例１－４（仮訳）1 

判決書マニュアル作成に至る経緯，井関先生の現地短期専門家派遣状況等については，本誌30

号を参照されたい。 

ラオス民事判決書マニュアルの構成は 

第１章 判決に関する一般概念 

第２章 質の高い判決起案に寄与する民事訴訟手続 

第３章 民事判決の構成及び起案 

モデル判決書１－４ 

判決起案演習問題（訴状，答弁書，書証１１種類） 

である。 

裁判官が参照すべき執務マニュアルがなく，統一的な資格試験や修習制度がまだないラオスに

おいて，判決とはどうあるべきものでどういう機能を有するものか（第１章），訴訟運営をどう

すべきか（第２章）及び判決の具体的な書き方（第３章）ラオスの全裁判官約600名に配布する

ため，JICAラオス事務所において，２００５年に600部（第１章・第３章のみ）印刷され，２０

０６年に第２章完成後，再度600部（全１－３章）印刷され，それぞれ全ラオス裁判官に配布さ

れた。 

２００６年３月，毎年最高人民法院で全国の裁判所長を集めて開催されている裁判所長協議会

において，判決書マニュアルについて協議がなされ，以後普及活動が開始された。 

完成版発行後，２００７年１月から，各地で普及ワークショップが順次開催された。 

執筆者であるラオス最高人民法院判事らが講師となり，北部・中部・南部各２回と首都ヴ

                                                 
1 判決書マニュアルの仮訳は，ラオス側がラオ語から英訳したものを和訳し，英訳自体の質が必ずしも高くはなかったため，

多少意味の取りにくい部分や誤訳のおそれがあることを御理解いただきたい。なお，原文には演習事例も含まれているが，

本誌では省略している。 
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ィエンチャン地区１回の計７回にわたり，各地の裁判官らに同マニュアルの概要を説明し，

使用方法を周知する活動を継続しており，JICAラオス事務所においてその状況をモニタリン

グしている（２００７年１２月でモニタリングも終了予定）。 

ワークショップの開催状況は，以下のとおりである。 

2007年1月15－19日 ルアン・ナムター州 参加者55名 

2007年1月22－26日 ルアンパバーン州  参加者55名 

2007年2月12－16日 アタプー州     参加者46名 

2007年2月19－23日 チャンパサック州  参加者45名 

2007年3月12－16日 カムアン州     参加者69名 

2007年3月19－23日 ヴィエンチャン州  参加者70名 

2007年12月（予定） 首都ヴィエンチャン 参加者40名（予定） 

 

判決書を適切に書くことが裁判官にとっていかに大切であるか，ラオスの裁判官らも，井

関先生の御指導の中で感じ取ってくれたと思われる。当職が初めて２００１年にラオスの判

決書の英訳を読んだ際，理由も記載されず，適用法条も書かれず，当事者の主張と認定事実

が混在し，どの証拠をどう評価したのか全く不明であるのを見て，一緒に読んだドイツ人の

裁判官（UNDP コンサルタント）と SIDA のスウェーデン人のコンサルタントとともに嘆息し，

何とかしないといけないと協議したのが，本プロジェクトで判決書マニュアル作成支援に至

ったきっかけである。今回，改めて判決書マニュアルを読み返し，あのラオス人がこのマニ

ュアルを作成したのかと驚きに耐えない。この間の井関先生の御指導がいかに彼らにとって

重要かつ貴重であったか計り知れないといえよう。 

また，人材に乏しいため執筆の遅れがちなラオス側の事情を御理解いただきつつ，根気強

く本プロジェクトに関わり，懇篤な御指導を継続してくださった井関先生はもちろん，ラオ

ス現地派遣長期専門家としてタイ語ができることから類似したラオ語を学習しつつ井関先

生の指導をラオス人に伝え執筆を促進し，プロジェクト運営に尽力された小宮由美氏（現関

東地方更生保護委員会保護観察官）と国際協力部教官として井関先生を補佐された関根澄子

氏（現東京地方裁判所判事）に対し，紙面を借りて厚く御礼申し上げたい。 

さらに，執筆の遅れた第２章を完成させたのは，名古屋大学への留学から帰国された最高

人民法院の裁判官であり，彼がその後の普及セミナーを主導しているのを聞き，留学その他

の機会を活用して人材が育っていく過程を実感できたことも嬉しいことであった。 

ラオスの民事訴訟制度が今後発展していく上で，この判決書マニュアルが果たす役割は非

常に大きい。もちろん，適切な判決書の書き方は一朝一夕で身に付くものではなく，彼ら自

身が今後精進する必要があるが，参照すべき文献資料や判例集のないラオスの裁判官にとっ

て唯一無二の執務上の資料となるものである。 

 

ラオスのプロジェクトはいったん終了するが，ラオスの司法制度が今後自立的に発展すること

を祈念している。 
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ラオス判決書マニュアル作成支援 

 

関西大学法科大学院特任教授・弁護士     

井 関 正 裕    

 

第１ 判決書作成支援の目的と機能 

適切に作成された判決書は，次のような目的と機能を有している。 

１ 当事者に対し，裁判が法と証拠に基づく正当なものであることについて説得する。 

２ 国民や他の国家機関に対し，裁判の正当性，つまり裁判が法と証拠に基づいて正し

くされていることを説明する。 

３ 判決書を作ることにより，判決が法と証拠以外のものに影響されることを防ぐこと

ができる。 

４ 裁判官が法と証拠に基づき慎重に思索してなされることになる。これにより判決の

レベルが向上する。 

５ 裁判官が既にされた判決書を参考とすることにより，法が統一的に適用されること

になる。少なくとも裁判の質が向上する。 

これらは発展途上国には極めて重要である。法は裁判により強制されるものであるか

ら，判決書を良くすることは法の支配につながる。特に発展途上国では，裁判が法と証

拠に基づいていないのではないかとの疑いを持たれやすいから，説得力のある判決書を

作成することは極めて重要である。 

良い判決書は，マニュアルに従うだけで書けるものではない。主張を適切に整理して，

争点を確定する能力，法律知識，証拠評価の能力，表現能力などが必要である。日本で

も一応のレベルの判決書を書けるためには数年の裁判官経験を必要としている。しかし，

判決書として最低限度従うべき基本的なルールは存在するから，それを取り上げてマニ

ュアルを作成することは有益である。ラオスにおける判決書の現状は第２のとおりであ

るし，裁判官の中には法学教育を受けていない者もあり，また，近年中に裁判官を大幅

に増員する必要があるから，裁判官のための判決書マニュアルを作成することは大いに

有益である。 

 

日本は判決書につき長い歴史を持っている。日本の判決書スタイルは江戸時代にまで

遡り，断絶なく変化発展してきた。英米法系とは異なり，日本の判決書では事実認定に

ついても判断を示している。しかも，日本の判決は法と証拠以外のものからの圧力を全

て拒否しており，判決書自体で説得をしている。これらの点からすると，日本が判決書

作成の支援を担当するのは極めて適切である。 

 

第２ 従前のラオス判決書の特徴 

ラオスの従前の判決書を検討すると，次の点もあることに気が付く。 
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１ 主張欄で当事者の請求が明確に記載されないことがある。 

２ 主張欄の記載では，争点がどこに有ったのかが明らかでない。 

３ 主張欄でも理由欄でも，事実関係の経過が長々と述べられ，重要な事実（日本的に

言えば要件事実）に焦点を合わせていない。 

４ 主張欄では，訴状又は答弁書において当事者が主張した事項が記載されるが，公判

で主張した事項が記載されない。 

５ 争点についての判断につき具体的な理由が示されない。争点が事実認定の点にある場

合でも，事実経過が物語風に平板に記載され，争点につきそれ以上の記載がされない。 

６ 事実認定に証拠が引用されない。 

７ 記載された事実経過が，当事者の主張なのか，証人の供述内容なのか，裁判所がし

た事実認定なのかが明らかでないような記載方法である。 

８ どのような法が適用されたかが記載されないことがある。 

９ 文章が明確でない。 

10 判決書には法に定める手続きを経たことが詳しく記載される。 

11 判決書は個人差が強く，様式も統一されていない。 

本支援では，上記の１ないし８の点を改善するように努力した。 

 

第３ ラオスの裁判所制度と民事訴訟法 

判決書に関係するところに限り，ラオスの裁判所制度，民事訴訟とその実務を簡単に

説明しておく。 

 

裁判所は，日本と同様に，最高裁判所（１），控訴裁判所（１），県裁判所（18），郡裁

判所（141, 現実に設置されているのは 41）の４級の裁判所があり（ほかに軍事裁判所，

2003 年憲法 79 条），一審管轄を持つのは下位の２つの裁判所である（2004 年民事訴訟法

62 条）。 

裁判官は，独立で法に従ってのみ行動しなければならないとされている（憲法 82 条）。 

他方，憲法 56 条は，国会常任委員会は，憲法及び法律の規定を解釈説明する権限及び

責務を負うとしている。他方，裁判所法５条は，法の定めがない事項については，裁判

所は法の原則と判例に従って裁判すべきとしている。 

公判と判決はどの裁判所でも３人の裁判官の合議体によりされる（憲法 82 条，民事訴

訟法７条）。 

 

民事訴訟では，申立主義が採られている（民訴法３条，４条）。明確な規定はないが，

主張のないことは考慮されていない。職権証拠調べも許される（民訴法 20 条）が，現実

には少ないらしい。自白の規定はないが，当事者が関与した事実については自白があれ

ば，そのとおりの認定がされている。自由心証主義が採られている（民訴法 22 条）。事

実認定では，書証が重視されている。 
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訴え提起後公判までの間に，裁判官による事前調査があり，証拠が収集される（民訴

法７３条以降）。こうして収集された証拠は判決の資料となる。その後に当事者出頭の上，

公開法廷で公判が開かれ（民訴法 82 条，83 条），主として当事者本人に対する質問と当

事者の弁論がされる。公判は原則として一回で終了する。公判終了後，裁判官３名は，法

廷裏にある合議室で合議し，合議が終わると法廷に戻り，判決書が読み上げられる。公判

当日に判決書読み上げが出来ないときは，７日以内に判決書読み上げを行う（民訴法 84

条，85 条）。 

 

判決書の記載事項に関する法規定はない。実務での判決書は，導入部分（事件番号，

当事者名，裁判官名，手続きの遵守など），事件内容欄（日本の事実欄に相当する），認定

欄（日本の理由欄に相当する），裁決欄（日本の主文欄に相当する）に分かれているが，

各欄の記載事項は，判決書によって異なっている。 

 

第４ 支援の始まり 

本プロジェクトの相手は最高人民裁判所（SPC）であり，ワーキング・グループ（WG）

は 

- Mr. Somsack TAYBOUNLACK（SPC 判事） 

- Mr. Bounkhouang TAVISACK（裁判官研修所長） 

- Mr. Phomsouvanh PHILACHANH（SPC 管理監査統計部副部長） 

- Mr. Senkeo VIRAPHONDETH（SPC 判事） 

- Ms. Souksavath BOUNMASENG（SPC 統計課長） 

であった。 

いずれも 30 歳台の優秀な裁判官である。なお，Mr. Phomsouvanh PHILACHANH は名古

屋大学に留学したことがあるし，Mr.Bounkhouang TAVISACK はその後名古屋大学に留学

し，Mr.Somsack TAYBOUNLACK はその後九州大学に留学した。この方達とは支援を通じて

良い関係を結ぶことができたから，日本留学の経験も加えると，日本とラオスとの強い

絆を結んでくれることになろう。ただ，この方達は優秀であるだけに，ラオスが他の国

から受ける法支援のＷＧともなっており，この判決書マニュアル支援だけに専念するこ

とができなかった点が問題であった。人材の層が薄い国ではやむを得ないのであろうが，

対応が難しい。 

 

第５ 実情の把握 

支援でまず行うべき重要なことは，被支援国の実情把握である。法支援は，支援国の

ものをそのまま持ち込めば良いのではい。被支援国の実情を理解し，それに応じた説明

と助言を行うべきである。 

私と関根澄子法総研国際協力部教官（当時。現東京地方裁判所判事）は，約 20 件の判



12 

決書を読んで問題点を抽出した。その問題点は前記第２のとおりであった。２００４年

７月のヴィエンチャンでのセミナーの前に，訴訟審理の実情を把握するために一審法廷

審理を傍聴し，裁判官に聞き取りを行った。 

２００４年１０月大阪でのセミナーの際には，参加者から，詳しくラオス民事訴訟と

判決書の実情を聴取した。民事訴訟法の条文を読んだだけでは分からない実情を把握す

ることができた。例えば，民訴法の条文を読んだ以上に，当事者主義が行われているこ

とが解った。また，公判審理の直後に外部と遮断された密室で合議を行い，法廷に戻っ

てすぐ判決を言い渡す制度（民訴法 83－85 条）は，外部からの裁判官への働きかけを防

ぐ目的を持っていることがわかった。 

これらの実情把握は大変に役に立った。 

 

第６ ２００４年７月ヴィエンチャンでのセミナー 

関根教官，小宮由美 JICA 長期専門家と私とで，ラオスの裁判官 15 人とＷＧ５人とと

もに，５日間のセミナーを行った。判決書の役割とラオス判決書の問題点，日本判決書

の紹介の講義を行った。また，実際のラオス判決書２件とそれを日本側が書き換えたも

のとを対比して説明した。この部分は参加者の興味をひき，より適切な改善事項につい

ての質問がされた。 

ほかに，記録に基づき判決理由部分だけを起案する演習を行った。 

抽象的な講義よりも，具体的な事例を用いた受講者参加型のセミナーの方が，参加者

の興味をひきやすく，効果的である。 

 

第７ ２００４年１０月大阪でのセミナー 

ラオス側より判決書マニュアル目次が提出されたので，関根教官と私とが問題点を検

討した。助言をしたところは多くの点に及ぶ。例を挙げると，貸金，離婚，売買代金事

件など代表的な事件類型につき，事実欄に記載すべき事案の例を掲載すること，事実確

定で証拠の引用の仕方を示すこと，書証の取り扱いで注意すべき事項を記載すること，

反訴があるときの記載方法，マニュアルにモデル判決書を添付することなどである。 

このセミナーでは，ラオスにおける民事訴訟の実情も詳しく把握することができた。 
参加者がＷＧの５人だけであったので，一般の裁判官も参加する現地セミナーとは異な

り，高いレベルの議論と意見交換をすることができた。 

 

第８ ２００５年２－３月ヴィエンチャンでのセミナー 

Mr. Bounkhouang TAVISACK が主筆で作成した判決書マニュアル案が２００５年１月

に提出された。良くできたものであった。関根教官と私とはこれを熟読し，17 頁のコメ

ントを作成した。コメントは多岐にわたるが，特にマニュアルに具体的記載例を含める

ことと，モデル判決書を改善することとが中心的なところであった。 

ヴィエンチャンで２００５年２月２８日から，小宮長期専門家と私が担当して，ＷＧ
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５人を含む 20 人とマニュアル案を検討するセミナーを行った。参加した裁判官より実務

家らしい意見が述べられて，有益であった。ＷＧ５人とは今後の予定について協議を行

い，マニュアル案と特にモデル判決の更なる改訂を行うこととした。 

 

第９ ２００５年８月のヴィエンチャンでのセミナー 

前回のセミナー以降に私は文書で判決書案にコメントを行い，ラオス側でモデル判決

書案の改訂を行ったので，小宮長期専門家と私が担当して，判決書案をセミナーで検討

した。参加者には上級の裁判官が多く，その意見は実務的で具体的で有益であったが，

改善の方向についての提案は少なかった。 

セミナーの成果をも考慮して私がマニュアル案のうち更に加えるべき点，モデル判決書の

改善すべき点を指摘するメモを作成した。ラオス語のできる小宮長期専門家が熱心にラオス

側ＷＧと協議してくれたので，マニュアルとモデル判決書案を完成させることができた。 

 

ＷＧが作成した判決書マニュアル案は最高裁判所上層部に提出され，審査がされた。

これにはある程度の時間がかかった。完成したマニュアルとＷＧ作成の案とを比較する

と，改訂が加えられた部分も多い。 

 

第 10 完成したマニュアル 

完成したマニュアルは，本文のほかに，４件のモデル判決書と演習のための参考記録

が付されている。 

本文は比較的短いが，必要な事項は全て含まれ，前記第２の問題の全てについて説明

がされた。 

４件のモデル判決書は，実際にあった判決書を基に変更を加えて作成したものである。 

本文とモデル判決書では，ラオス判決書が持っていた上記第２の１ないし８の問題点

をほぼ解決することができた。判決書において最も重要なことは，争点を明らかにした

上，争点につき丁寧な判断を証拠と法に従い示すことにあると考えているが，その点は

マニュアル本文でも，モデル判決書でも充分に示された。 

モデル判決書は，本文に示された原則を具体化し示すものであり，作成に力を入れた。

モデル判決書の数は４件であるが，この程度の数が適切である。数が多いと丁寧な検討

ができないし，本文の記載と矛盾するところが出てくる危険がある。モデル判決書の完

成度は相当に高いと考えている。 

演習用の記録は，記録により判決書を作成するためのものである。この記録は実際に

あったものである。争点は貸金契約において貸金が交付されたかどうかの１点にあり，

興味深い証拠関係であり，事実認定とその判決書への記載の演習に適切である。この事

件については，指導者の参考とするために参考判決書が作成された。 

完成したマニュアルは，600 部印刷され，ラオスの全裁判官に配布された。 
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第 11 全国所長等協議会 

ラオス最高裁判所は，２００６年３月にヴィエンチャンで，完成した判決書マニュア

ルについて，全国の控訴裁判所長官，地方裁判所所長，副所長協議会を開いた。マニュ

アルの説明と質疑応答の後，ダヴォン副長官は，「今後は全国この新しい方式で統一す

る。」と答えられた。 

添付の判決書について検討された。最高裁判所ダヴォン副長官は，非常に良くできた

内容であると評された。しかし，形式的な事項，例えば，国章，数字の表記など形式的

な事項につき本文の記載と一致しない部分があることが参加者より指摘され，これらは

将来改訂することとされた。この点は上層部で本文を改めたが，判決書は従前のままに

なっていたことに原因がある。 

最高裁判所カミー長官は，閉会式で，JICA や関係者への感謝を述べられ，「これまで

ラオスの判決書は形式も統一されておらず，内容も明確でないなど質の面でも問題があ

った。判決書マニュアルができた以上，各庁の所長，副所長は，今後はこれに沿って職

員の判決書の指導を厳しく行ってほしい。」と訓辞された。 

 

第 12 普及セミナー 

２００６年３月に，ラオス最高裁判所ダヴォン副長官とＷＧによって，判決書マニュ

アル普及活動が行われた。マニュアルの説明，質疑応答，判決書事例についての討論，

参考記録による起案と討論が４日の日程で行われた。 

引き続き，２００７年にはラオス WG が中心となって７回の普及セミナーを行い，ラオ

スの全裁判官 360 人がこれに参加した。 

最高裁判所幹部とＷＧは上手に参加者の熱意を引き出して，普及の目的を達したと聞

いている。 

 

第 13 幾分の感想 

完成したマニュアルとモデル判決書は，日本人の目からすると当たり前のもののよう

に見えるかも知れないが，ラオスの従前の実務を大きく改善するものと考えている。 

しかし，ここに至るまでは長い道のりであった。 

ラオス側は，判決書マニュアルとは判決書の書式を整えることと考えていて，判決書

冒頭部の記載，例えば，國章を入れるかとか，数は数字で書くか，文字で書くかとかを

議論したがった。日本側は，それらの形式的記載事項よりも，特に理由欄，次いで事実

欄の記載の充実に力を入れた。しかし，従前からの実務を改めることになるため，一つ

ずつ地道な説明と説得が必要であった。 

一例を挙げると，事実欄の冒頭に，従前は「原告の主張は，訴状の記載によれば，次

のとおり」と記載してきたのを，「原告の主張は，訴状の記載と公判での供述によれば，

次のとおり」と改めること，事実認定に証拠を引用することも，簡単に受け入れたもの
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ではない。 

ＷＧが５人という少数精鋭であった。このことは意思疎通を容易にし，責任を負って

いる者が明らかである点で良かった。 

判決書マニュアルは，ラオスでは単なる教材ではなく，最高裁判所のお墨付きを得た

指導書的な性格を有するらしく，その正式な完成には最高裁判所上層部の承認が必要で

あり，承認のために相当な期間が必要となり，普及活動を行う時間がなくなってしまっ

た。 

ＷＧが重要な点については上層部と随時に相談をしながら案を作成するようにするの

が望ましかった。 

演習記録も作成された。普及活動においては，受講者が単に講義を受けるだけではな

く，演習記録により判決書を作成することができるので，普及の効果が上がりやすいで

あろう。 

東南アジアの他の国と比較すると，ラオスは人口も富も少ないが，判決書マニュアル

の点では良い成果を，しかも早く挙げることができた。 

今後，このマニュアルの趣旨が裁判官に理解され，ラオス裁判官の手で更に発展され

て，ラオス判決書の質が向上することを願っている。 
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ラオス民事判決書マニュアル（仮訳） 
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第１章 
判決に関する一般概念 

 
第１節 

判決及びその重要性 
 
第１ 判決に関する一般的概念 

１ 定義 
判決（judgment）とは，原告の請求及び被告の抗弁の対象である紛争，又は，被告人

が犯した犯罪について，人民裁判所が，法律に基づいて審理し，和解させ，判断した裁

決（ruling）である。  

このような裁判所の裁決（ruling）には，決定（decision），判決（judgment），命令（order）

及び宣告（sentence）と呼ばれるものがある。 

裁判所の命令とは，財産の差押え，逮捕状，罪状認否召喚命令，捜索令状など，裁判

手続の過程で裁判所が各種事項について下した決定（decision）である。 

政府当局に関する最高人民裁判所長の裁決，死刑判決，財産に関する裁決など，裁判

手続の過程で発生した事項について，裁判所は裁決を下す。 

決定（decision）は，第一審裁判所が下す裁決である。 

判決（judgment）は，控訴裁判所及び破棄裁判所が下す裁決である。 

 
２ 判決の重要性 

判決は，ラオス人民民主共和国を代表して作成され，言い渡される（人民裁判所法第

５条）。 
判決は，訴訟当事者及び訴訟手続参加者，すなわち，原告，被告及び第三者の正当な

権利，利益，及び自由を保護する司法手続において最も重要な法律行為の一つである。 
要するに，判決は，党組織，政府，社会組織，公務員，軍隊，警察官及び全国民によ

る法の適切かつ公平な執行を保障するために，司法手続を通じて起案される。 
例えば，シーがポンのバイクを盗み，警察に逮捕され，公判で，シーは，１年間の懲

役，500,000 キップの罰金に処せられ，ポンへのバイクの弁償を命じられたとする。こ

の場合，裁判所の判決は，シーに対して法律及び判決の厳正な履行を強制する命令であ

り，それを回避することは不可能である。 
判決は，特に裁判所の宣告を待つ訴訟当事者にとって非常に重要である。さらに，判

決は，懲役や無期懲役を決定する刑事事件，国家当局と個人間の民事事件，及びその他

の事件に関連して，裁判制度に対する社会の信頼を高める。裁判制度に対する非難を避

け，裁判制度に対する社会的信頼を高めるために，争点に関する分析及び裁決は，正確

で，完全で，合理的理由のあるものでなければならない。 

1
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判決は，社会に奉仕し，国民の権利，利益，自由に関連する重要な社会的事項を統制

する裁判官の功績及び資質を証明するものであるため，社会の利益に関わっており，社

会によって監視されている。 
よく起案された判決は，学者，学生，知識人，次世代の裁判官の参考となり，社会の

法意識向上に寄与するものであり，裁判官の誇りである。 
 
第２ 判決の種類 

判決には，民事判決及び刑事判決がある。 
民事判決には，商事，家事及び少年事件に関する判決を含む。 

 
１ 民事判決 

民事判決は，所有権，財産，相続，契約及び法に定めるその他の事項に関する民事紛

争の解決に当たり，裁判所が下した裁決である。 
商事，家事及び少年事件は，通常，民事事件の一種であるが，それらの判決の内容は，

通常の民事事件のものと多少異なる。 
 民事判決は，以下の項目で構成される。 
－ 国家紋章 
－ 国家標語 
－ 裁判所，裁判官合議体構成員，廷吏の氏名，事件簿参照番号，判決の参照番号，作

成日及び作成場所 
－ 訴訟当事者の氏名，年齢，国籍，職業，住所，及び代理人がいる場合は代理人 
－ 争点 
－ 裁判所 
－ 事件の詳細 
－ 裁判所の分析（争点，裁判費用及び法律の適用条項に関する裁判所の意見） 
－ 判決 
－ 裁判長及び廷吏の署名 

 
２ 刑事判決 

刑事判決は，法律に基づく裁判所の審理，判決のため，検察官が行った訴追に関して

裁判所が下した裁決である。 
刑事判決は，以下の項目で構成される。 
－ 国家紋章 
－ 国家標語 
－ 裁判所，裁判官合議体構成員，廷吏，検察官の氏名 
－ 事件及び判決の参照番号並びに日付 
－ 公判期日，判決言渡し期日及び場所 

2
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－ 民事原告（いる場合），被告人，弁護人又は他の被告人（いる場合）の氏名，年齢，

国籍，職業及び住所 
－ 罪名，勾留又は仮釈放の日付，場所 
－ 裁判所 
－ 事件の詳細 
－ 被告人の行為に関する評決及び宣告 
－ 証拠品に関する評決 
－ 民事賠償及び裁判費用に関する評決 
－ 犯罪に適用される法律の条項 
－ 裁判所の判決  
－ 裁判長及び廷吏の署名 
 

民事判決及び刑事判決の構成及び主要項目には，共通点及び差異がある。各事件には

一定の特徴があるものの，民事判決及び刑事判決の内容・構成の共通点は，以下のとお

りである。 
－ 判決の構成が類似している。 
－ 訴訟当事者の氏名，原告，被告の身上，紛争事項又は罪名 
－ 事件の対象物 
－ 裁判所の導入部分 
－ 裁判所の評決（事実及び被告人の行為，刑事責任，民事責任（存在する場合），裁判

費用及び法律条項に関する裁判所の意見） 
－ 判決並びに裁判長及び廷吏の署名。 

 
第３ 判決起案の基本的条件 

判決が公平かつ適正で，社会に受け入れられ，支持され，信頼されることを保障する

ために，判決は，以下の基本的条件を満たさなければならない。 
１ 裁判官の技術，能力 

裁判官の技術は，正確かつ公平で，適切に構成された判決を起案する上で重要な要因

である。裁判官は，法令に従って，事件の事実を特定し，判決を起案する。 
裁判官に必要とされる知識，技術は，以下のとおりである。 

－ 法律に関する知識 
－ 真実を特定する経験 
－ 事実に基づいた認定を表す表現力・文章作成能力 
－ 争点などに関する完全な，広範囲にわたる，かつ包括的な分析能力 
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２ 事件簿の証拠 
裁判所は，事件簿に編てつされた証拠に基づいて事実を分析する必要があるため，事

件簿の証拠は，効果的かつ効率的に判決を起案するために役立つ。したがって，証拠は，

その分析が容易に行え，適切かつ公平な判決を保障するために，正確かつ完全で，信頼

性の高いものでなければならない。証拠があいまい，不明確かつ不正確なために判決を

下すことが困難な場合，事件担当の裁判官は，事件の事実を分析し，争点を特定するた

めに情報を収集し，関連性のある，完全かつ客観的な証拠を提供しなければならない。 
さらに，事件の当事者は，裁判所が追加情報を必要とするときには証拠を提出し，協

力することが求められている。 
 

３ 判決の起案方法 
事件の審理は，人民裁判所法第７条に定めるとおり合議で行う。裁判官合議体は，協

力し合い，判決がすべての面において法律を遵守していることを保障する。 
さらに，合議体及び裁判長は，判決を印刷し，訴訟当事者に配布して公開する前に，

主任裁判官が起案した判決案につき合議して完成する。判決案を検討するに当たり，分

析部分及び判決部分を調和させ，それにより適切で正確かつ理解しやすい判決を起案す

るため，裁判長は，事実の分析部分の言葉遣い，表現及び文章をよりすぐり，法の適用

を検討する。 
さらに，廷吏は，印刷技術の監視，印刷，文法的間違い，押印の見直し，校正及び担

当業務内の他の事項について責任を負う。 
 

４ その他の条件 
上記の条件に加え，判決の起案は，「適用条項が完全で，適用時に施行されているもの

でなければならない」，「裁判官が法律，特に改正法を適時に参照できるよう，適切な職

場環境を保障しなければならない」などの条件も満たさなければならない。 
また，参考になる情報源及びマニュアルは，裁判官の判決起案に役立つ。 
いずれの場合も，判決の起案は，十分な合議と検討をしないまま拙速に判決すること

を避けるため，適切かつ十分な時間を要する。 
 

第２節 
民事判決起案において留意すべき主な目標 

 
民事判決は，一般的事項として，司法当局である裁判所の役割について国民の理解を高め

るために起案するが1，判決起案に当たり留意すべき主な目的は，次のとおりである。 
 

                                                 
1 憲法第 79 条 
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１ 訴訟当事者 
判決の主な目的は，訴訟当事者の権利及び利益を保護することである。訴訟当事者が裁

判所の判決に含まれる事項を理解するために，判決は，訴訟当事者の見解について詳しく

述べ，裏付け証拠及び法律にのみ基づいた理由を説明しなければならない。これにより，

訴訟当事者は，裁判所の判決が法律に基づいていることを認識でき，判決に対する（不要

な）控訴を避けることができる。 
 
２ 上級裁判所 

判決は，上級裁判所が，下級裁判所の下した判決の適正さを理解し，その判決を支持で

きるように起案しなければならない2。控訴又は判決破棄の申立てがあった場合は，上級裁

判所は，下級裁判所が判決を下すに当たり参考にした証拠，理由及び法律を検討し，さら

に，下級裁判所が訴訟当事者及び第三者の申立てを適切に，完全に，徹底的に，かつ客観

的に審理したか否かを検討する必要がある。 
 
３ 判決の執行 

判決の起案は，適切さ，明確さ及び効率性に加え，判決執行官が容易に理解でき，執行

できるように考慮しなければならない。 
 
４ 裁判官 

判決の起案に当たり，裁判官は，その判決が他の裁判官及び将来の裁判官の教訓，見本

となるよう，判決の適正さを検討しなければならない。裁判官は，判決に不備がないよう，

判決案を十分に吟味して是正し，改善しなければならない。 
 
５ 国民 

判決起案のもう一つの重要な目的は，判決の正確性，合理性，及び社会的容認に関して

国民の理解を促進し，公正さを保障し，国民の法意識を高め，判決執行において国民の協

力を得ることである3。 

                                                 
2 人民裁判所法第 14 条 
3 人民裁判所法第８条 
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第２章 
質の高い判決起案に寄与する民事訴訟手続 

 
判決は，情報，証拠及び事件簿に綴じられた全記録の検討，公判における審理及び合議体

が下した決定の結果であり，口頭弁論終結時の担当裁判官の知識及び能力を証明するもので

ある。判決を起案することにより，事件に関する理解，情報及び証拠の収集，情報及び証拠

の包括的な評価が明らかになり，網羅的かつ客観的な判決の起案により，訴訟当事者及び第

三者の判決に関する理解が促進される。 
明確な判決を下すためには，幾つかの条件を満たしながら完全かつ網羅的で客観的な情報

及び証拠を収集し，整理し，適切な手順を踏まなければならない。 
 

第１節 
訴状提出 

 
第１ 概説 

訴状の提出とは，自らの権利が侵害された者，又は他人の正当な権利及び利益を保護する

者が，法律に基づいた裁判所の審理及び判決を求めて訴状及び証拠を提出することである。 
 
第２ 訴状とは 

訴状は，個人，組織又は企業が裁判所に訴えるために提出する書類及び証拠であり，権

利及び利益を侵害された被害者について記述する。訴状の目的は，以下のとおりである。 
 

１ 請求の訴え 
被告との紛争解決を裁判所に請求するために原告が提出する申立てである。 
例えば，ソムサクシが，消費貸借契約に違反したという理由でソマニーに対し 2,500

万キップの貸金返済，その他の紛争事項の解決を請求するために訴えを提起する。 

 
２ 形成の訴え 

被告に対し，土地を保有し使用する権利を主張する訴え，又は父親に親権及びその他

を求める訴えなど，裁判所に，所有権，認知などの認定を求める訴えである。 
 

３ 確認の訴え 
文書の真正性，又は土地権利書への損害，個人の失そう，死亡などの確認・証明を裁

判所に請求する申立てである。 
改正民事訴訟法第 66 条は，訴状の主な内容を以下のように定めている。 

－ 訴状の提出先である裁判所名 
－ 原告，被告の氏名及び住所。原告又は被告が法人の場合は，その登録された所在地
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及び代表者の氏名が必要である。 
－ 申立ての原因となった出来事及び裁判所が審理すべき証拠 
－ 請求額 
－ 事件に関係するその他の文書及び訴状添付書類 

訴状は，原告又はその代理人が，署名又は親指で指印し，裁判所が捺印し，事件に応

じて裁判費用法に定める金額を支払わなければならない。 
代理人がいる場合は，適切な委任状も提出しなければならない。 

 
第２節 

答弁及び反訴 
 
第１ 答弁とは 

答弁とは，被告が裁判所に提出する文書であり，原告の請求が真実でない，又は原告

が不当な損害賠償又は資産を請求しており，又は事実が不完全で裁判所が適切に事件の

審理を行えないと認められる場合に原告の請求に対する答弁を提示するものである。 
被告は，証拠及び証人をもって十分に正当化できる答弁を提出すべきである。 

 
第２ 反訴とは 

反訴は，原告が契約に違反し，又は，被告に対して未払の負債があると認める場合に，

被告が自らの権利及び利益を守り，裁判所に審理を請求するために書面で反訴の申立を

行うことをいう。 
例 原告がバイクの返還を求めて被告を訴えた場合に，被告は，原告に対し，バイク

の維持費 300 万キップの支払を求める反訴を提起し，裁判所に同時審理を求めるこ

とができる。 
 
第３ 答弁及び反訴の内容 

訴訟当事者が提出する訴状，答弁書及び反訴の目的及び内容は，裁判所が事件を審理

するに足りるものでなければならない。 
 

１ 目的 
(1) 答弁の目的は，原告の請求を被告がすべて若しくは部分的に認めるか否か，又は，

原告の主張を否認するか否かを回答することである。 
例 トンケンは，その車両の車両修理代としてマイケンに 1,000 万キップの損害賠償

を請求する。マイケンは，トンケンの車に損害を与えたことを認める。 
－ 損害賠償には同意するが，その賠償額を一括払いすることは不可能である。 
－ 車に損害を与えたことを認め，責任の一部を負うことに同意するが，損害額につい

ては争う。 
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－ 車が損害を受けたことは認めるが，その損害に対して責任があることは否認する。 
(2) 反訴の目的は，原告に対して被告の権利又は利益を認めること，又は，被告に対す

る義務を履行することを裁判所が命令するように請求する被告の意図を反映している

（上記第２の反訴例を参照）。 
訴訟当事者の目的は，明確，正確，簡潔で，合議体が争点のすべてを審理するに十

分でなければならない。 
 
２ 原因 

答弁及び反訴の根拠は，原告の訴えである。したがって，被告は，原告の債務不履行等のた

めに侵害された自らの権利及び利益を守るために，答弁又は反訴の形で返答する権限を有する。 
例 カムディーは，ボンミーに対し，賃貸契約の満了日に土地及び家屋を明け渡すこと

を請求する。しかしボンミーは，カムディーの妻が既に賃貸料を前もって受領したと

答弁し（答弁の理由），さらに，カムディーが主な修理（新しい屋根）を請け負うと言

ったにもかかわらず修理代を支払っていないと主張した。したがって，明渡しに応じ

るには，カムディーがまず修理代を支払う必要がある（反訴の理由）。 
＊ 注意点（第１節，第２節について） 

裁判所は，訴状，答弁書，反訴及び訴訟当事者が提出する書類が裁判所の定める書

式，内容と一致しているか否かを確認しなければならない。訴状，答弁書及び反訴は，

裁判所の定める書式4でなければならないため，書類の受付担当者は，訴状，答弁書，

反訴が裁判所の規定と一致しているか否かをチェックしなければならない。 
訴状が裁判所の定める書式でない場合，裁判所は，訴訟当事者に裁判所で定められ

た書式を入手し，必要とされる情報を訴状に記入することを指示する。 
訴状が裁判所の定める書式で作成された場合，訴状を受け取った職員は，提出され

た書類が法律の規定に従って不備がないか否かをチェックし，裁判所の事件登録簿に

受理記載をする。その後，民事，商事，家事又は少年合議体など，どの合議体が紛争

事項を審理する権限があるかを検討するために訴状を裁判所長に提出する。裁判所長

は，担当書記官に事件簿を交付し，書記官は，民事合議体が被告の答弁又は反訴を審

理できるよう5被告を召喚する。書記官は，被告を召喚して令状を渡し，答弁又は反訴

のための期間を定める。答弁書又は反訴を受領した後，民事合議体の裁判長は，審理

及び証拠収集のため事件を担当する裁判官又は判事補を任命する。 
 
第４ 請求の認諾，自白6 

これは，被告が原告の請求をすべて又は部分的に認める場合である。例えば，原告が

被告に対して貸金 500,000 キップの返済を請求する。被告は貸金の受領を認め，原告に返

                                                 
4 訴状，答弁書及び反訴はその使用，内容を統一するため，最高人民裁判所がその書式を定める。 
5 審理に移るとは，紛争が訴訟事件になったことを意味する。 
6 訳注：ラオスでは，「請求の認諾」と「自白」との区別がない。 
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済することに同意する。この場合，裁判所は，被告が原告の主張を認めて自白していると

して，証拠調べを行うことなく判決を出すことができる。したがって，裁判所は，調査を

行い，追加証拠を収集する必要がなく，紛争事項に該当する法令を適用するのみである。 
被告が 300,000 キップのみの債務を認めた場合は，裁判所は，被告が認めた部分につ

いては審理する必要がなく，原告は，裁判所の審理のために自己の請求を裏付ける証拠

を提出しなければならない。 
 
第５ 訴えの取下 

原告は，裁判所に提出した訴えの全体，又は，一部を取り下げることができる。原告

が訴えを部分的に取下げした場合，裁判所は，取下げされていない部分のみを審理する。 
例 カムがカオに対し，土地一区画及びバイクの所有権に関する請求を提起するが，

手続中に，カムは，バイクに関する請求を取り下げる。この場合，裁判所は，土地

の所有権に関してのみ審理し，判決を出す。 
原告が請求全体を取り下げた場合，離婚事件の場合を除き，事件は終了する。 
原告が訴えをすべて取り下げた場合，裁判所は，原告が再度変更しないように訴えを

消滅させる命令を発しなければならない。この命令が発せられると，事件は終了したも

のとみなされる。 
離婚事件の場合は，原告が訴状を取り下げ，裁判所が事件を消滅させる命令を発した

場合でも，原告は新しい訴状を再度提出することができる。裁判所は，婚姻関係を確立

させ，終了させる権利を制限する権限がないため，法律に基づきその訴状を受理し，審

理し，決定を下す義務がある。さらに，この問題に関する個人の権利は強制することが

できず，一方の配偶者が共同生活を継続する意思がない場合，裁判所は，社会秩序の維

持のため婚姻関係の解消を検討しなければならない。 
被告が裁判所に反訴を提出した場合，原告の場合と同様にそれをすべて又は部分的に

取り下げることができ，裁判所は，上記の原則を厳密に適用しなければならない。 
 

第３節 
訴状受理，審査 

 
原告が裁判所に提出した訴状は，改正民事訴訟法第 66 条の規定を遵守していない場合を除

き，受理しなければならない。 
訴状審査で不備があるとして受理されなかった場合，原告にその旨通知し，是正のための

期間を与えなければならない。原告が期限内に訴状を是正しなかった場合，裁判所は，訴状

を原告に返却する。 
訴状を受理したとき，裁判所は，事件に対する管轄を有するか否かを確認しなければならない。 
管轄を有すると認められ，訴状が法律に従って提出された場合，被告が答弁又は反訴を準

備できるよう，訴状を被告に送達する。 
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裁判所の調停を通じて紛争が解決しない場合，裁判所は，改正民事訴訟法第 70 条に定める

期限内に手続を進め，調査を実施し，証拠を収集して審理し，公判で判決を下す。 
 

第４節 
裁判官の権利及び義務 

 
事件簿を受領した後，裁判官は，当事者が提出した訴状，答弁書又は反訴状がある場合は，そ

れらを審査し，争点を特定しなければならない。担当裁判官は，両当事者に対し，各争点に関す

る自己の主張を裏付ける証拠を提供するよう指示し，更に調査が必要な争点を特定しなければな

らない。明確にする必要がある点については，当事者及び証人を召喚し，対質及び調停を行う。 
 
第１ 調査方法 

担当裁判官は，訴状を精査し，訴状に含まれる各争点を特定し，それらに優先順位を

つけ，被告が認める事項及び争う事項を識別しなければならない。被告が争う点に関し

ては，原告は，裏付け証拠を提出しなければならない。 
原告が証拠を提出した場合，被告は，自己の主張を裏付ける証拠を提出しなければな

らない。 
当事者が証拠を提出したとき，事件審理の担当裁判官は，紛争の解決のために追加情

報及び証拠を求める義務を負う。 
例 カム（原告）は，セング（被告）に対し，自動車修理代として 1,000 万キップの

賠償金を請求する訴えを提起した。審理すべき争点は，以下のとおりである。 
－ 原告が請求する権限を有するか否か。 
－ 当事者間でどのような契約が結ばれたか。 
－ 支払に関してどのような合意がなされたか。 
－ 被告は原告の請求をどの程度認めているか。 

被告が原告の請求を認諾した場合，追加証拠は必要でない。 
反対に，被告が原告の請求すべてについて争う場合，原告は，自動車修理代金請求権

の存在を裏付ける証拠を提供する必要がある。 
被告が，請求の一部についてのみ争う場合は，審理担当裁判官は，被告に対し，請求

書，債務返済記録などの裏付け証拠を提出することを指示する。 
 
第２ 紛争事項の特定 

紛争事項を特定した後，証明が必要な争点及び証拠を特定しなければならない。 
事件の審理担当裁判官は，明確な計画に基づき，必要な証拠，証言，各当事者への尋

問事項の一覧表を作成しなければならない。 
例 カム（原告）は，センに対し，遺産の一部（水田）を請求する訴えを提起した。

センは，水田は相続したものではなく，購入したものであると主張した。この場合，
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当事者に以下の点を質問しなければならない。 
原告に対する質問事項： 
－ 争われている土地区画の元の所有者。 
－ その土地の取得方法，その証拠。 
－ 土地に含まれているもの。 
－ 両親の死亡日。 
－ 何名の兄弟が相続権を有するか。 
－ その土地を以前に相続人の間で分割したか否か。 
被告に対する質問事項： 
－ その土地の取得方法，その証拠。 
－ 土地を購入した場合，売手はだれか。 
－ 販売契約があるか否か，など。 

 
第５節 

尋問及び証拠収集 
 
第１ 尋問 

１ 尋問方法 
尋問は，適切で完全かつ客観的な証拠を収集するため，原告，被告，証人，第三者及

びその他の訴訟関係者に対して行う。 
裁判所長が審理担当裁判官に事件簿を渡したとき，審理担当裁判官は，事件の審理，

判決前に，尋問及び証拠収集の準備を行う。 
尋問は，当事者，証人及びその他の事件関係者から供述を取り，又は対質を行わせて

実施する。供述を取るに当たり，裁判官が質問し，廷吏が記録する7。 
尋問に当たり，裁判官は，供述者と審理中の紛争との関係を確定するため，供述者の

身上についてまず尋問しなければならない。 
質問は，主に事件の事実に関係する内容で，中立的，建設的かつ公正に，また被尋問

者の信頼が得られるようにしなければならない。 
証人尋問では，紛争又は事件の事実に無関係な事項は考慮せず，記録すべきではない。

証言が訴訟物と無関係である場合，裁判官は，訴訟物と関係のある回答が得られるよう

に質問をしなければならない。裁判手続上の当事者，証人又は手続関係者への尋問は，

訴訟物の範囲内で，必要に応じた完全なものであることを保障するため，あらかじめ決

められた事項に基づいて十分に準備しなければならない。 
審理担当裁判官は，紛争の主要事項及び争点を把握し，質問を順序立てて行わなけれ

ばならない。 

                                                 
7 民事訴訟法第 73 条 

11



 

30 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

例 カム（原告）は，カオ（被告）に対し，土地使用権を請求する訴えを提起する。

この時点で，原告に尋ねるべき主な尋問事項は，原告の土地使用権が何であるか，

そして原告が土地使用権を請求する権利を有するか否かを確認することを目的とす

る。土地使用権をいかにして，いつ獲得したか，そしてその証拠の有無・内容につ

いて質問をすることができる。つまり，尋問は，法的権利についてのみ集中して行

わなければならない。 
 

２ 供述書 
供述書は，裁判所内外で裁判官が当事者に質問し，廷吏が事件の審理及び判決の証拠

として供述を記録して作成した文書である。 
供述書は，事件簿に編綴される重要な証拠であり，裁判所の適切かつ合法的な判決の

基礎である。したがって，裁判官は，当事者からの異議を避けるため，法律に定める供

述記録手続を必ず遵守しなければならない。 
記録するべき主な情報は，裁判所名，日時，裁判官及び廷吏の氏名，供述者の氏名及

び身上であり，所定の印刷された用紙に記入する。 
供述を記録した後，裁判官は，供述者に供述書を読み上げ，又は供述者に供述書の閲

覧を許可しなければならない。その後，手続参加者全員がその供述書の各ページに署名

し，親指で指印する。 
18 歳未満の児童，ろう唖者，又は精神障害者から供述を得た場合，供述者を証明する

ためにその保護者の署名及び親指の指印が必要である。 
供述書の表現を訂正し又は追加した場合は，裁判官，廷吏及び供述者は，訂正箇所又は

追加箇所の横に署名し，親指で指印しなければならない。 
供述者が署名，捺印を拒否した場合，裁判官は，供述書の最後にその旨を追記する。 

 
第２ 証拠 

１ 証拠とは（改正民事訴訟法第 16 条） 
証拠とは，裁判所が，訴状，答弁書又は反訴の根拠となった事実及び事件の適切な判

決を下す重大な根拠となる他の事実を特定するための情報である。 
証拠は，裁判官の心証に基づいて正当な事実を認定するために使用する。 
例 供述書，契約書，支払記録，領収書，土地権利書，遺言書，譲渡契約書，所有権

譲渡契約書，不動産分割覚書など 
 

２ 証拠の重要性 
証拠は，当事者にとって最も重要である。一方の当事者に義務の履行を請求する当事

者は，自らの請求を裏付ける完全かつ確固たる法的証拠が必要である。したがって，法

律文書による証拠又は争われている権利を発生させた事実を裏付ける証拠を裁判所に提

出した場合のみ，裁判所は，当該権利を認定できる。 
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反対に，完全な証拠がなく，債権者が債務者に（十分な反証がないことに）依存して

いる場合は，債務者が権利保有者の請求を認めない限り，裁判所は，権利を認めること

ができない。 
 

３ 証拠の種類 
改正民事訴訟法第 17 条は，民事，商事，家事及び少年訴訟の証拠として，物証，書証

及び人証があると規定している。 
物証は，車両，柵，収穫物など，紛争に関連した物である。 
書証は，権利書，契約書，写真，財産目録，その他紛争に関連する書類である。 
人証は，当事者の供述，証人の供述及び証言，事件に関連した手続関係者の供述である。 
宣誓は，それを重視する社会的風潮により，かつては紛争解決で重要な役割を果たし

ていたが，証拠とは見なされない。手続の過程で，両当事者が宣誓することを提案した

場合，裁判官はそれを妨害せず，当事者に宣誓させるべきであるが，改正民事訴訟法第

68 条に定める場合は，訴えを取り下げることを当事者に指示しなければならない。 
 
第３ 証拠提出の目的及び義務 

証拠提出の目的及び義務は，密接に関係してはいるが，異なる事項である。 
証拠提出の目的は，「何を証明しなければならないか。」という問いへの答えであり，

証拠の提出義務は，「だれが立証責任を負うか。」という問への答えである。 
 

１ 証拠の目的 
証拠の目的は，紛争事実，事件に関連した事実であり，事実のみが，証拠の本質である。 
訴訟を審理するに当たり，裁判官は，事実及び適用法条の構成要素を特定し，当事者

が主張する事実に該当する法令を適用する。 
実務上，一方の当事者が訴えの中で法的根拠を示し，もう一方の当事者が法的根拠を

示さない場合，これは単に意見の提示であり，それを審理の重要な根拠とみなしてはな

らず，原告又は被告の方がもう一方の当事者より確固たる証拠を有しているとみなして

はならない。さらに，裁判官は，法律条項を適用し，事実を適切に評価する義務を負う。 
例 カムは，ソンに対し，濃縮ミルク 20 カートンの支払 300 万キップを請求する訴

えを提起した。この紛争は，ソンがカムに対して当該支払をしなかったため発生し

た。したがって，販売契約などの取引を証明する証拠が必要である。 
 

２ 直接証拠及び間接証拠 
(1) 直接証拠 

直接証拠とは，証拠の証明対象が，当事者の主張する法律上の権利の存否に関する

事実を直接証明する証拠である。 
例 ある当事者による口頭又は書面による契約上の誓約は，書類上の当事者の署名
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により直接証明しなければならない。 
(2) 間接証拠 

間接証拠とは，証拠の証明対象が，当事者の主張する法律上の権利の存否に関する

事実ではないが，これを推認させる事実を証明する証拠である。すなわち，証明すべ

き事実の直接証拠は提示されていないが，同様の，又は，関連事実が推論によって認

定できるものをいう。 
例 カムは，カオから土地を賃借りしていると主張する。しかし，カオは，カムとの土

地賃貸契約は存在しないと主張する。賃貸借契約を証明する賃貸借契約書は存在しな

いが，調査の結果，カムから計 500 万キップの 10 年間分の領収書が発見された。事

実，カムは，既に標準的な店舗を建設しており，３か月前より営業してきた。つまり，

領収書の存在及びカオから何ら抗議されることなくこの土地で建設工事が行われた

事実が間接証拠であり，両当事者間で賃貸契約が結ばれたと認定できる。 
 

３ 証拠提出義務 
改正民事訴訟法第 20 条は，当事者は，訴訟で証拠を提出する義務を負うと定めている。 
原告は，その請求の根拠となる事実を裏付ける証拠すべてを提出する義務を負う。 
被告は，その答弁又は反訴の根拠となる事実を裏付ける証拠すべてを提出する義務を負う。 
裁判所は，原告の訴えを審理する前に，原告が，十分で，確固たる証拠を有しているか

否かを審査しなければならない。訴えに十分な裏付けがない場合，裁判所は，原告に証拠

提出を指示する。その請求を裏付ける証拠がない場合は，裁判所は，訴えを審理しない。 
原告又は被告が提出した証拠が不十分である場合，裁判所は，追加証拠の提出を指示

し，又は，職権で若しくは当事者の請求により，証拠を自ら収集することができる。 
原告は，訴状でその請求の根拠となる事実に言及する。被告が反訴を提起し，又は請

求を否認した場合，原告は，立証責任を負う。原告が自らの請求を裏付ける証拠を提出

した場合，被告は，原告の請求を否認する権利を有するが，その場合，その否認を裏付

ける証拠を提示しなければならない。この段階で両当事者は立証責任を負う。 
例 原告は，被告に対し 1,000 万キップの貸金返済を請求する訴えを提起する。被告

は，500 万キップのみを借りたことを認める。貸金契約書は作成されていなかった。

この場合，原告は，請求金額を実際に被告に貸した事実の立証責任を負う。反対に，

原告が契約書を提出し，被告が原告から借金をしたことを否認した場合，後者は，

その主張を裏付け，原告の証拠を却下する立証責任を負う。 
 
第４ 証拠の優先順位 

事件担当の裁判官は，原告の請求，被告の答弁及び反訴の内容を事項別に区別しなけ

ればならない。両当事者が共通に認めた事実については，証拠調べをしてはならない。 
争いのある請求については，裁判官は，裏付け証拠を提出するように当事者に指示す

るほか，当事者への追加尋問が必要な争点のリストを作成する。追加尋問が必要な事項
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とは，争点，紛争の事実に関する事項であり，審理にとって非常に重要な事実の証拠で

ある。紛争と無関係な事項に関する尋問は必要ない。 
例 カム（借家人）及びカオ（家主）間の賃貸契約の違反に関する紛争の中で，証拠

が提出された場合，カオの所有家屋数，その財政状況又は人格に関する事項は，賃

貸契約の締結において法的に必要な事項でなく重要でないため，質問しない。 
 

第 6 節 
証拠調べ及び評価 

 
第１ 証拠調べ 

裁判官は，適切，完全でかつ客観的な審理及び判決を保障するため，当事者又は第三

者（組織の場合もある）にその所有する証拠の提出を指示する権限を有する。 
当事者は，裁判官から指示がない場合でも，その主張する事実を証明する証拠を提出

する権限を有する。 
最も重要なことは，裁判所に提出された証拠は，事件の事実に直接関連し，提出者の

請求に有利なものでなければならない。 
証拠を請求するに当たり，事件担当の裁判官は，紛争の種類に基づき，事件に直接関

係し，法的重要性を有する証拠を求めなければならない。事件の事実と無関係の証拠の

提出を求めてはならない。 
例 原告及び被告は，各紛争における重要な証拠として下記の証拠を提出しなければ

ならない。 
－ 契約違反に関する紛争：契約書，請求書，領収書，支払記録 
－ 相続紛争：遺言書，譲渡契約，相続証明及び不動産分割記録など 
－ 損害賠償：治療費，車両修理費の請求書など，被告が原告に損害を及ぼした事

件を証明する文書 
－ 土地紛争：土地権利書，土地使用権証明書，所有権譲渡証明書 
－ 不動産の所有権に関する紛争：当該不動産の権利書 
－ 離婚紛争：婚姻日，子供，子供の年齢，共有財産，個別財産及び債務の有無に

関する情報 
 
第２ 各紛争に必要な証拠請求 

各紛争の種類に応じて下記の証拠を収集しなければならない。 
① 貸金契約 

－ 契約書（担保付又は担保無し） 
－ 請求書 
－ 約束手形又は支払記録 
－ 同意に基づく立会人 
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－ 行政機関の契約証明書 
－ 公証人による契約の公正証書など 

② 販売契約 
－ 契約書 
－ 商品配達記録 
－ 商品配達証明 
－ 支払記録など 

③ 相続 
－ 不動産の所有者 
－ 不動産の構成，所在地及び過去の分割 
－ 不動産に関する夫婦間の個別資産，共有資産 
－ 相続人数 
－ 不動産所有者の死亡日 
－ 不動産の管理など 

④ 損害賠償 
－ 損害の原因となった事件 
－ 確定罪 
－ 適切に証明された実際の被害 
－ 当事者及びその他の者との和解 

⑤ 婚姻関係 
－ 婚姻 
－ 離婚原因 
－ 個別資産 
－ 共有資産 
－ 子供 
－ 債権，債務など 

上記の例は，必要な予備情報及び証拠である。紛争が発生した場合，上記の必要不可

欠な証拠を入手しなければならない。しかし，事件の正確かつ明確な把握のために，追

加の証拠が必要な場合もある。上記は，単に一般的な紛争における証拠の例であり，実

際の訴訟では，多くの事実及び争点を特定しなければならず，そのために完全かつ明確

な証拠が必要である。最も重要なことは，証拠を請求するに当たり，事件の明確な把握

が目的であることを常に重視することである。 
＊ 調査手段 

通常，主張する当事者が，自己の請求を裏付ける証拠を提出する義務を負う。 
対審主義8に基づき，当事者は，自ら証拠を収集する義務を負う。確固たる証拠がな

                                                 
8 訳注：ここは，「弁論主義」の概念に近いが，対審の原則を特に重視するフランスの影響が強いせいか，ラオス

ではこれを「対審主義」と呼ぶようである。 
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ければ，その当事者は敗訴するであろう。ただし，改正民事訴訟法第 20 条第５項は，

原告又は被告が提出した証拠が不十分である場合，裁判所は，追加の証拠提出を当

事者に求め，又は，職権で若しくは当事者の請求により証拠を自ら収集することが

できると定めている。 
＊ 争点 

対審主義は，裁判官が事件を審理し，判決を下すに当たり，非常に便利である。

当事者が裁判所に提出した証拠以外に，裁判官は，判決の根拠となる他の証拠を採

用し，又は，自らの意見に基づいて判決を下す権限を有しない。さらに，裁判官は

公平性を保たなければならない。 
例 カムは，「2005 年 11 月２日付けの販売契約に基づき，カオがカムからバイク

を購入したが，未払のままである。」と主張する。 
カオは，「既に支払済みであり，適切な領収書が発行された。」と主張して争う。 
裁判官は，両当事者が提出した証拠のみを審理し，証拠の適切な評価に基づ

いて分析し，証拠に基づいて判決を下さなければならない。 
 
第３ 証拠評価 

＊ 証拠評価の概念 
証拠評価は，当事者が提出した事実の真実性を確認する裁判官の知的作業である。た

だし，事実は事件ごとに異なるため，事実認定のために証拠を評価するには注意が必要

である。 
証拠評価は，当事者の主張を裏付けるものとして提出された各種の証拠を法的原則に

照らし合わせて分析・検討した結果に基づく裁判官の判断であり，その限度で裁判官に

一定の裁量があるといえる。 
証拠評価に基づき，事件の事実を認定する。つまり，当事者が自らの訴え，答弁又は

反訴を裏付けるために提出した書証の真の意味を特定するために，事実の法的根拠及び

提出された書証の趣旨を分析検討する。 
例 原告及び被告の間で不動産の担保付き貸金契約が結ばれた。しかし，両当事者は，

土地及び家屋の委託販売契約を結び，被告は，利子を原告に支払った。この場合，

被告がその不動産を原告に売却したとする原告の主張は，貸金の取引が両者間にあ

ったので間違っている。このように，裁判官は，事件の真実を特定するために，詳

細に，徹底的に，かつ客観的に事件の事実を分析しなければならない。 
 
第４ 証拠評価における裁判官の権利 

改正民事訴訟法第 78 条に基づき，当事者，証人及び関係者から証拠を収集した後，裁

判官は，適切に事実を把握し，該当する法律条項を適用するため，証拠を分類し，比較

し，評価しなければならない。 
改正民事訴訟法第 31 条に定めるとおり，法律が，技術的問題について証明するために
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鑑定人の任命を認める場合でも，鑑定書及びその結論は裁判官を拘束せず，裁判官のみ

が証拠を評価することができる。 
裁判官の任務は，当事者に対して適切かつ公正な判決を下すことであり，証拠評価は

裁判官の重要な任務の一つである。 
例 交通事故において，シンの車がカムの車と衝突した。現場検証により，シンが交

通規則に違反したため衝突した，と結論付けられた。しかし，事件簿の情報及び証

拠を検証した後，裁判官は，カムが交通規則に違反したと判断し，その評価に基づ

いて判決を下すことができる。 
 

第７節 
第一審における事件の審理 

 
第１ 意義及び審理における一般規則 

裁判所による事件の審理及び判決は，民事訴訟において重要な手続である。この手続

では，証拠調べ，証拠の評価，事実認定，当事者の権利及び義務の告知並びに事件の真

実及び法律に基づいた判決の言渡しが含まれる。第一審の審理では，直接，口頭弁論を

行い，事件に応じて公開又は非公開にし，継続的に，そして合議体の構成裁判官を変更

することなく実施しなければならない（改正民事訴訟法第 82 条）。 
－ 直接主義 

「直接」とは，審理は，当事者の立会いの下，裁判長１名を含む３名の裁判官で構

成される定数の合議体（改正民事訴訟法第７条）が，公判で直接実施しなければなら

ないという意味である。 
当事者が公判に出頭しない場合においても，裁判所は，判決を下すことができる場

合があり，その判決は，欠席判決とみなされ（改正民事訴訟法第 89 条３項），直接審

理とみなすことができる。通常，直接審理は，公判における当事者の参加が必要であ

り，欠席判決を除き，電話，ビデオテープなどによる審理は許可されない。 
－ 口頭主義 

審理は口頭で行わなければならない。当事者及び公判の参加者は口頭で尋問されな

ければならない。しかし，当事者，又は他の参加者が口頭で供述できない場合は，通

訳人を介する（改正民事訴訟法第９条）。 
－ 公開審理 

通常， 公開審理とは，いかなる者がいかなる時でも審理を傍聴することができる，

という意味である。しかし，事件によって，訴えが，性犯罪，名誉毀損等，個人の秘

密及び治安，社会秩序に関係した政府機密，軍事機密など国家機密に関係している場

合は，裁判所は，一般人が審理を傍聴することを許可せず，非公開で審理しなければ

ならない。合議体は，審理を公開するか非公開にするかを決定する。当該機密事項が

適切に審理されたとき，事件の他の非機密事項は，公開して審理することができる。 
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いずれの場合も，判決言渡しは，法廷で公開しなければならない。 
－ 定期的かつ継続的審理 

各期日の翌日に，同じ合議体による審理を再開することができる。合議体の構成は

変更できない。合議体の構成を変更せざるを得ない場合は，審理は最初から行わなけ

ればならない（改正民事訴訟法第 82 条第６項）。 
 
第２ 裁判所の事件審理規則 

民事訴訟の審理及び判決過程は，次の４段階に分類される 
－ 公判の準備 
－ 公判における審理 
－ 公判における口頭弁論及び検察官の陳述（出席している場合） 
－ 裁判所による判決言渡し 

 
１ 公判の準備 

(1) 第１回公判前の準備 
準備段階は，合議体が裁判官席に着く前の段階である。この段階では，裁判官は，

公判の途中で問題が起こらないよう手続の順序を監督する義務を負う（seat taking）。 

この段階で，裁判所は，次の点を重視しなければならない。 
－ 合議体が事件を審理する管轄を有するか否か。 
－ 公判参加者の立会いの下，訴訟対象について審理することができるか否か。 
－ 利用可能な証拠に基づいて判決を下すことができるか否か。 
任命された裁判官は，上記の問題を審理し，報告しなければならない。その報告の

中で，公判中に当事者に提起する問題を準備する参考として，認諾の有無，争点，自

白事実，争われている事実及び疑わしい証拠を明白に特定しなければならない。 
公判準備段階で重要な事項の一つは，当事者又はその代理人が出頭しなかった場合

に，準備手続を行えるか否かである。 
裁判所の召喚状が適切に受理されたか否か未確認のとき，又は，病気や旅行で事件の

当事者及びその代理人が公判に出頭しなかった場合，公判は延期しなければならない。 
関係当事者の欠席が十分に正当化できないと裁判所が判断する場合，又は，欠席者

がその欠席中に手続を進行させるよう裁判所に請求していた場合は，当事者が出席し

ていた場合と同様に判決を言い渡すことができ，当事者はそれに対し異議を申し立て

ることはできない。控訴事由は，重大な事実誤認及び裁判所の管轄違いについてのみ

である（改正民事訴訟法第 89 条第２項）。 
(2) 公判準備 

予定されていた時刻に，民事合議体の裁判長は，公判を開始し，審理の対象である

事件について述べる。その後，合議体は，その構成員，検察官，代理人，鑑定人，通

訳人及び廷吏の身分について述べ，裁判官の忌避権，防御権，真実の証言義務，正確
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な通訳義務など，訴訟関係当事者の権利及び義務について説明する。 
各種権利の説明の後，合議体，廷吏及び検察官が忌避された場合，忌避事由の有無

を検討するために公判を一時中断しなければならない。審理される事件に直接又は間

接的に関係している者は忌避され，その訴訟手続に関与してはならない。忌避が正当

化できない場合は，忌避を請求された者は，引き続き手続に参加することができる。

しかし，忌避の請求があった場合は，その正当事由の有無にかかわらず，忌避を請求

された者を事件の担当から外すことが最善である。 
手続上の権利及び義務を説明した後，裁判所は，当事者及び他の関係者の請求を聴

取し（追加証拠請求，公判延期請求など），複雑な問題が生じた場合は，合議体は，

評議室に移動し，当該請求に関して公判でなすべき決定について検討する。 
 

２ 公判における審理 
最初に，裁判長又は受命裁判官は，審理参加者に対し，紛争及び請求について説明す

るため，原告の訴え及び被告の答弁，反訴の内容を要約して，事件の訴訟事項を提示し

なければならない。次に，裁判所は，原告が当初の訴えを維持するか否か，又は訴えを

修正し，又は，追加することを希望するか否か尋ねる。被告に対しても，原告の訴えを

すべて，又は，一部認めるか否か，及び項目を追加したいか否かを確認する。当事者に

対して調停により和解することを希望するか否かを尋ね，当事者が調停に同意した場合，

裁判所は，調停により達した和解は，裁判所が再審理することはできず，かつ調停は法

律を遵守しなければならないことを説明しなければならない。 
公判の手続は，以下のとおりである。 
－ 裁判長は，まず原告に対し，訴えの理由及び争点を要約して自らの請求及び証拠

を裁判所に提示するよう促す。この提示では，争点と解決案を強調しなければなら

ない。また，原告は，原告側の第三者がいる場合，事実を確認するためにその者の

供述を求める。 
－ その後，被告に対し，事実を報告し，原告の陳述を認めるか，争うかについて意

見を述べ，自己の主張を裏付ける証拠を提示するよう促す。さらに，被告は，この

段階で原告に対する反訴を提出する権限を有する。被告側の第三者がいる場合，そ

の者が陳述する。 
原告，被告が陳述をした後，裁判長は，自らが決めた順序で証人及びその他の関

係者を尋問する。 
事件の各関係者に対する尋問に加え，当事者は，裁判長の監視の下，その許可を得て，

争点を明確にするため，互いに質問することができる。 
 

３ 公判における口頭弁論及び検察官の供述（出席している場合） 
証人を尋問するに当たり，合議体は，真実に関する情報を得るために，共通尋問又は

個別尋問のどちらが適しているかを確認しなければならない。尋問を受けた証人は，法
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廷にとどまらなければならないが，廷吏の監視，指示の下で退廷することができる。 
(1) 証人尋問技術 

証人は，事実に関して知識があるため，民事訴訟において重要な証拠であるとみな

される。しかし証人の事実に関する記憶の正確性は，証人の誠意，記憶力，教育レベ

ルなど，証人固有の多くの要因に左右される。しかし，そういった要因の一部は，証

人から真実を導き出す裁判官の技術にも左右される。 
証人尋問は，裁判所が完全かつ包括的で客観的な情報及び証拠を収集する一助となる。 
当事者及び証人が誠実に証言することを保障するため，裁判官は，当事者又は証人

の尋問方法を重視しなければならない。そのために，裁判官は，紛争事項，争点及び

その証拠を特定し，優先順位の高い順に尋問する重要点の詳細なリストを作成する。

事件との関連性のない尋問をすることも，供述調書にそのような尋問結果を記録する

ことも，できるだけ避けるべきである。 
審理は，最初に裁判長の質問から始まり，次に合議体の他の構成員が質問する。 
場合によって，当事者同士も裁判長の許可を得て互いに質問することができる。質

問は繰り返し行うことができる。 
証人の尋問方法には，以下の三つの方法がある。 

ア 誘導尋問 
誘導尋問とは，回答をほのめかしており，証人に対し，質問への回答として「はい」

か「いいえ」を選択させる質問である。誘導尋問では詳細な情報を得ることはできず，

間違った情報につながることもある。ゆえに，公判では誘導尋問はできるだけ避けな

ければならない。 
例 質問 － 被告は契約書に署名しましたか。 

－ 被告は原告に返済しなかったですね，等。 
上記の例は，すべて被質問者から「はい」又は「いいえ」の回答を求める誘導尋問

である。したがって，上記の質問は，次のようにしなければならない。 
－ 被告は契約をどのように承認しましたか。 
－ 被告は幾ら返済しましたか，等。 

誘導尋問を避けるため，尋問を行う裁判官は，「なぜ，いつ，どこで，だれが，どの

ように」で始まる質問をし，「はい」又は「いいえ」で答えられる質問を避けるべき

である。 
イ 反対尋問 

反対尋問は，紛争事項の範囲を特定し，明らかにするため，紛争事項，又は回答か

ら争点を特定する方法である。 
例 証人が，主尋問において，「被告が原告の自宅で契約書に署名するのを見た」と

証言した後，反対尋問で，次のような質問をする場合：「契約が結ばれた日に，原

告は，契約書は被告の自宅で署名されたと主張するが，それは本当か」（反対尋問

においては誘導尋問を行ってもよい。）。 
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反対尋問は，回答を確認するためのもので，回答の信頼性を確認し，裁判官が疑わ

しい点を見つける助けとなる。 
ウ 再尋問 

再尋問は，証人が以前，例えば，捜査官にした供述を再確認することをいう。裁判

所は，供述された事実の信ぴょう性を再審理する。なお，再尋問では，誘導尋問をす

ることはできない。 
例 調査段階で，証人は，被告が原告の自宅で契約書に署名した，と証言した。公判

で裁判官は次のように尋ねる：証人は，どこで被告が契約書に署名するのを見たか。 
 
証人を尋問する前に，裁判長は，証人の身上，事件の関係当事者との関係について

尋ね，偽証の場合の責任について説明する。証人が証言を拒絶した場合，公判記録簿

に署名することが求められる。15 歳以下の証人は，偽証罪の罪に問われないため，上

記の警告は必要ない。 
16 歳未満の証人，ろう唖者，精神障害者に尋問するときは，その保護者，教師，両

親又は代理人が公判に立ち会わなければならない。法定年齢以下の証人を尋問すると

きは，他の当事者に退廷するよう求めることができるが，その供述内容は，当事者に

通知し，当事者は証人に尋問する権限がある。18 歳以下の証人は，引き続き法廷にと

どまることが必要であると裁判所が判断しない限り，証言後，退廷することができる。 
不明確な書証は，各当事者にそれについての見解を述べさせるため公判で取り調べる。 

技術的な事項に関しては，必要に応じて，鑑定人を公判に召喚し，その意見を聞き，

又は，追加調査のため，関係機関から証拠を送付させることができる。 
書証が偽造されたものである場合は，刑事責任を課す場合がある。 
物証は，合議体が審理し，当事者に提示しなければならない。必要である場合，裁

判所が公判前に追加鑑定のために関係機関に送付した記録を公判で提示する。その後，

関係当事者は，鑑定結果について自らの見解を述べることができる。 
鑑定結果は，公判で提示し，関係当事者は，鑑定人に追加質問をすることができる。裁

判所は，また別の鑑定を請求することもできる。証拠を審理し，かつ関係機関の代表者が

公判に出席し陳述をした場合は，裁判所及び当事者は，当該代表者に質問をすることがで

きる。 
さらに，当事者は互いに尋問し，事実を明らかにし，できるだけ多くの情報及び証

拠を収集するために，裁判長の指示の下で紛争事項又は証拠を提示することができる。

証拠調べの終了後，裁判長は，当事者に事件に関する追加意見を提示する権利を説明

し，弁護人及び検察官（出席している場合）に対し，事件に関する意見を述べるよう

促す。出席している者がいなければ，裁判長は口頭弁論の終結を宣言する。 
(2) 審理の延期（改正民事訴訟法第 88 条） 

公判における審理は，次の場合に延期することができる。 
－ 当事者が召喚状を受理せず，又は受理したが正当な理由で（病気，仕事等）出
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席できず公判に欠席した場合。 
－ 両当事者が正当な理由なく公判に出頭しなかった場合（欠席中に手続を進める

ことを裁判所に文書で請求していた場合を除く）。 
－ 事件の審理のために必要な当事者が公判に出頭しなかった場合。 
－ 証拠が不十分であり，追加の証拠が必要な場合。 
－ 事件の重要な証人から証言を得ることが必要な場合。 
－ 第三者を事件に参加させる必要がある場合。 
－ その他の理由。 
審理は，当事者の請求により，又は，合議体の裁量で，審理前に，又は審理中に延

期することができる。しかし，延期は，口頭弁論の終結前でなければならない。口頭

弁論期日が終了し，合議体が法廷から退室した後は，審理を延期することはできない。 

(3) 訴えの中止（改正民事訴訟法第 87 条） 

民事訴訟手続の中止は，手続の進行を妨げる事由による手続の一時的中断である。

裁判所は，以下の場合，当事者からの請求なしに手続の自動的中止を決定する。 

－ 紛争事項が権利の相続又は承継に関しており，当事者が死亡し又は法人が解散

した場合。 

－ 当事者が，訴状の提出後に行為能力を失った場合。 

－ 当該事件が刑事判決待ちの場合。 

しかし，上記の手続中止事由の存在は，正当かつ適切に証明されなければならない。

当事者の死亡は，村の行政機関によって，また，行為能力の喪失は，医師の証明書に

より証明しなければならない。当該事件の関連事項に関する刑事事件が係属中である

ことは，関係当局が証明しなければならない。その上で，中止の原因及びその必要性

は，裁判所が判断しなければならない。 

 
以下の場合で，当事者が請求した場合は，手続を中止することができる。 
－ 当事者が軍隊に入隊し，又は，政府の公的任務に任命され，又は，長期の仕事

のため，別の場所に移動した場合。 
－ 原告又は被告が入院し，又は，病気で裁判所に出頭できない場合。 
－ 被告の所在が不明である場合。 
－ 裁判所が証拠の鑑定を命じた場合。 
裁判所は，上記の場合の手続中止の正当性及び必要性を検討する。 
証拠がすべてそろっている場合，裁判所は，手続を中止せずに直接判決を下すこと

ができる。例えば，証拠がすべてそろっており，当事者から完全な供述が得られた場

合は，一方の当事者が欠席しても，判決言渡しの妨害事由とはみなされず，裁判所は，

欠席判決を下すことができる。 
中止の原因が存在しなくなったとき，当事者の請求により，又は，職権で，手続を

再開する。 
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(4) 欠席判決（改正民事訴訟法第 89 条） 
欠席判決は，迅速かつ公正な手続を保障するために，以下の理由に基づいて一方の

当事者の欠席中に言い渡す。 
－ 事件簿の完全な情報及び証拠に基づき，裁判所が，判決を宣告することができ，

また，事件に関する判決を下す必要がある場合。 
－ 被告が手続を回避し，連絡が取れない場合。 
－ 原告又は被告が，配達上の問題のために召喚状を受理しなかった場合。 
当事者は，判決の通知を受けてから 20 日以内に控訴する権利，又は，判決を受理し

た日から 15 日以内に，当事者の出席の下，同じ合議体に同じ事件を新しい裁判所に

おいて審理することを請求する権利を有しているため，欠席判決は，当事者の控訴及

び手続に影響を与える。 
 

４ 判決の作成，言渡し 
判決の作成・言渡しは，事件審理の最終段階である。公判での口頭弁論終結後，裁判長は，

合議体が密室の評議室で判決を審議し，作成する間，公判を一時的に中断する。合議体の３

名以外は，たとえ検察官又は廷吏であっても，その評議室に入ることは許されない。 
判決は，事件を審理した合議体のみが作成でき，密室の評議室内の決定に従い，入手

した情報及び証拠に基づいて作成する。当該決定は，多数決により下す。 
(1) 密室における評議の規則 

密室における評議は，判決を下すための最終的かつ決定的段階である。したがって，

外部に干渉されず適切で公正な判決を保障するため9，密室状態の評議室内での手続は，

厳格な規則に従わなければならず，裁判官は事件簿に含まれる情報及び証拠，並びに

審理の結果に基づき，争点の詳細かつ完全で客観的な審理を行わなければならない。

評議室は，法廷に隣接した部屋で，トイレ及び必要な設備を備えており，電話を除け

ば完璧な法律図書館でなければならない。評議室に電話を設置すると評議に外部者が

干渉して公平性が妨げられる可能性があるので，原則として評議室には電話を設置し

てはならない（裁判官の個人的電話を含む）。合議体がいったん評議室に入室すれば，

いかなる裁判官も正当な理由なく同室から退室してはならない。 
評議室における評議では，事件を審理した合議体が意見を反映させる。その手続は

以下のとおりである。 
合議体で勤続年数の最も少ない構成員が自らの意見を述べ，最初に投票する。すな

わち，裁判経験の最も少ない裁判官が，年齢や過去の裁判経験に依存することなく最

初に意見を述べる。この順番は，事件が審理されている裁判所における裁判官の実務

期間によって決定される。 
例えば，オウドムフォン判事は，50 歳であり，1997 年から地方裁判所の判事として

                                                 
9 民事訴訟法第 84 条 
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勤務し，2003 年にビアンチェン首都人民裁判所に異動した。シサモウト判事は，42

歳であり，1999 年からビアンチェン首都人民裁判所の判事として勤務した。この場合，

オウドムフォン判事の方が勤務年数が少ないとみなされるので，最初に意見を述べ，

投票しなければならない。 
勤続年数が同じ場合，裁判官の年齢が決定要因になる。例えば，ラットサミ判事及

びソムファヴォン判事は同じ日に裁判官として任命されており，この場合，若い方の

裁判官が最初に発言する。同じ年齢であれば，その経験が参考にされる。 
裁判長は最後に発言する。裁判官は同等の投票権を有し，決定は，投票の多数決で

決められる。２名の裁判官がそれぞれ原告又は被告に有利な投票をした場合，裁判長

が最後に投票をする。裁判長が原告に有利な投票をした場合，２対１の投票により原

告が勝訴する。 
しかし，原則に基づき，合議体の票及び意見はすべて同等の価値があり，適切であ

るとみなされる。したがって，高等裁判所が事件を更に審理するに当たり，検討及び

評価の参考にするため，少数意見及び反対裁判官の票も記録し，当該意見の詳細な理

由を付記して事件簿に添付する。 
(2) 証人及び証拠の比較，評価 

民事訴訟手続における証人及び証拠の評価は，証拠の信頼性を評価するものであり，

重要かつ決定的な手続である。関係機関が証明した朱印付きの原本を含め，裁判所に

提出された証拠は，真正であるかもしれないが紛争事項と関連性がないと裁判所が判

断し，証拠として承認しなかった場合は，採用されない10。 
民事訴訟では，当事者が直接裁判所に証拠を提出する義務を負う。当事者は，裁判

所の審理のために情報及び証拠を探し，提出しなければならない。必要である場合，

又は，証拠が不十分な場合は，裁判所が自ら職権で証拠を探すことができる11。 
民事訴訟において，証人及び証拠の評価は，被告が反証を提出しない限り，主に原告

が提出したもので行う。証拠に関して争いがない場合は，証拠調べをする必要はない。 
例 シー（原告）が，ぺ（被告）に対して土地の一区画からの立ち退きを請求する

訴えを提起する。裁判所の審理の結果，シーがその土地の使用権者12であること

を証明する証拠を有していないと認められる場合，裁判所は，被告の土地占有の

根拠を考慮せず，原告の訴えを却下する。 
反対に，原告が土地使用権に関する証拠を有している場合は，被告の反証の有

無を考慮しなければならない。被告も同様の証拠を有している場合は，両当事者

の証拠の信頼性を評価しなければならない。 
民事訴訟事件では，証拠の評価基準は，原告にのみ立証責任がある刑事訴訟ほど厳

格ではない。刑事事件では，原告及び検察官は，被告の有罪を証明する証拠を探す義

                                                 
10 改正民事訴訟法第 22 条 
11 改正民事訴訟法第 73 条 
12 訳者注：ラオスでは土地はすべて国家の所有であり，市民は「土地使用権」を有するのみである。 
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務を負い，被告は，希望しない限り無罪を証明する義務を負わない。 
民事事件における証拠の評価は，紛争事項に関する証拠の審理に基づかなければな

らない。つまり，より証明力の高い証拠を有している当事者が勝訴するといえる。証

拠は，裁判所が比較評価し，採用しなければならない（改正民事訴訟法第 22 条）。証

拠調べは，証拠の信用性に関する合理的な判断原則に基づいていなければならず，以

下のような要素に基づいて判断すべきである。 
－ 契約違反及び商業紛争に関する事件の場合，書証は証人よりも信頼性があると

考えられている。 
－ 証人は，書証がない場合に信頼し得る。 
－ 証人は，相続，家事，動物などの所有権に関する紛争の場合に重要になり得る。 
－ その他 
しかし，情報及び証拠の信頼性，重要性は適切な推論に基づいていなければならな

い。例えば，原告の証拠の信頼性が 45％，被告の証拠の信頼性が 55％であった場合，

被告が勝訴する。 
民事訴訟手続における証拠の比較評価は，以下のような基準に従って各当事者の証

拠を比較検討し，その信頼性を評価する。 
ア 民事訴訟では，書証は人証よりも重要性が高い。所有権及び契約違反に関する事

件では，書証は，行政機関により適切に証明され，又は公証された場合にのみ信頼

性があるとみなされる。 
供述書，紛争場所の検証記録など，裁判所職員による調査に関する書類は，信頼

性があるとみなされる。 
契約書，認可などの公文書の原本は適切であると想定されるが，信ぴょう性に疑問が

ある場合，その書証について争う当事者は反対の証拠を探す義務を負う。その証拠は，

書証の発行元を証明し，書類偽証罪の刑事責任を追及する根拠になる可能性がある。 
イ 民事訴訟では，紛争現場，事故現場の測量をした役人，法医学者などの証人は公

平であり事件の利害に無関係であるため，信頼性があるとみなされる。 
ウ 当事者と家族関係にある証人は，原則的に事件に利害関係を有する証人であると

みなされる。しかし，相続や家族関係に関する訴訟の審理では，親族の証人は，い

かなる者よりも紛争事項についてより詳しい知識を有しているため，信頼性がある

とみなされる。比較的，近親者である証人は，遠戚や外部の者よりも重要性が高い。 
エ 民事訴訟において当事者の自白は，争う書証がない場合は重要な証拠であるとみ

なされる。 
上記は，証拠の比較評価の一部にすぎない。最も重要なことは，証人及び証拠の信

頼性は，事件について判決を下す合議体が比較評価した事件簿に含まれる実際の証拠

に基づいて評価しなければならない，ということである。 
(3) 判決の言渡し 

証拠評価及び判決起案後，合議体は法廷に戻り，判決を言い渡す。判決は裁判長が
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読み上げる。それは合議体が評議室で作成した最初の判決であり，詳細でなく，当事

者には交付されない。 
その後，合議体の構成員は，更に判決を推敲した後，印刷し，裁判長が署名した後，

当事者に交付する。 
判決は評議室から法廷に戻ったときに読み上げなければならない。しかし，必要で

あれば，判決の言渡しは，評議室に移動した日から最長７日まで中止することが可能

である13。判決の言渡し日から 20 日以内に，裁判所は，判決を完成させ，印刷し，当

事者に交付しなければならない14。この期間内に，裁判官は，判決を推敲し，完成さ

せることができる。 
民事判決は，当事者の利益を保護する。つまり，原告が完全に勝訴した場合，原告

の権利及び利益が裁判所の判決により保護される。裁判所が訴え，又は，反訴を終了

した場合は，原告又は被告の権利及び利益が保護される。原告の訴え及び被告の反訴

が部分的に認められた場合，原告又は被告の権利及び利益が部分的に保護される。 
当事者の正当な権利及び利益を保護することは，国家の利益を保護することである。

国家は，民事事件の判決が法律を遵守し，当事者の正当な権利と利益を保護する責務

を有するからである。 
当事者の権利は，原告がその権利の保護を裁判所に請求したとき，及び裁判所が，

原告にその侵害された権利を行使することを支援したときの二段階に分けて保護さ

れる。裁判とは，組織，機関，役人及び国民全員による適切かつ公正な法の執行を保

障することである。 
 
第３ 審理規則 

公判における審理は，事件の事実を明らかにし，法律及び社会条件を遵守した判決を

下すため，証拠を検討し，比較し，評価する重要な段階である。したがって，公判にお

ける審理は，厳格な規則及び手続を遵守しなければならず，その各手続は，関係当事者

及び裁判所職員，すなわち裁判官合議体及び廷吏の責任の下で実施される。裁判官及び

廷吏は，完全かつ十分な証拠収集を実施するために，公判の秩序正しい適切な手続を手

配し，監視するに当たり重要な役割を果たす。さらに，当事者から情報及び証拠を得て，

手続中，当事者を公平に扱い，また民事訴訟法を遵守するため，公判の規則が定められ

ている。合議体及び廷吏は，各義務及び責任の範囲内で協調し，協力し合い，その任務

を適切に遂行しなければならない。 
 

１ 廷吏の義務 
廷吏は，以下のとおり，審理及び合議体の入廷を準備する裁判所の手続遂行職員とみ

なされる。 
                                                 
13 改正民事訴訟法第 85 条 
14 改正民事訴訟法第 93 条 
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－ 廷吏は，各出席当事者の名前を呼び上げ（別人による代理出席を避けるため，そ

の氏名を呼び上げる），全関係当事者が召喚どおり公判に出頭したか否かを確認する。 
代理人の場合は，廷吏は，その者に適切な代理権が与えられているか確認しなけ

ればならない。 
－ 全員の出席を確認した後，廷吏は，審理を秩序正しく進めるために，原告側，被

告側及びその他の関係者を別々に着席させる。 
－ 全員が着席したとき，廷吏は，通常以下のように定められている一般公判規則15を

説明する。 
・ 合議体が入廷又は退廷するときには，聴衆は，敬意を示すために起立しなければ

ならない。 
・ 法廷内では，帽子の着用，喫煙，ガムをかむこと，私語，足を組むこと，嫌がら

せ，手をたたくことは禁じられている。 
・ 発言，入廷，退廷には合議体の許可が必要である。 
・ 銃器，ナイフ，鉈等の武器は，関係役人を除き，法廷に持ち込んではならない。 
・ 法廷での携帯電話使用，写真撮影などは禁じられている。 
－ その後，廷吏は，合議体に入廷を促す。 
－ 合議体が入廷するとき，廷吏は起立し，聴衆に対し裁判所に敬意を示すよう命じる。 
－ 裁判長が聴衆に着席を促した後，廷吏は，法廷の状態及び召喚された者全員が出

席しているか否かを報告する。全当事者が出席している場合，廷吏は，「この公判で

は，全当事者が出頭しています。法律に従って手続を進められるよう裁判長にこの

事件簿を手渡します。」と簡単に述べる。そして事件簿を合議体に手渡す。同時に複

数の事件を審理する場合，廷吏は，審理される事件に応じて着席場所及び順序を定

め，各事件の当事者の出席を確認する。 
この時点で，公判における廷吏の最初の任務は終了したと見なされる。しかし，

廷吏は，合議体が審理を行う上で合議体を補佐し，陳述を記録し，公判で当事者が

提出した証拠を合議体に提示し，証人を監視するなどの任務を負う。 
 

２ 公判を指揮する合議体の義務16 
公判における合議体の任務は，当事者に対する陳述の許可から，当事者への質問，証

拠の提出，弁論，及び下記の事項に至るまで，裁判長が直接指揮し，監督する。 
－ 合議体の入廷後，裁判長が開廷宣言をする。 
－ その後，裁判長が審理する事件，参照番号，日付，及び原告，被告の身上につい

て言及する。複数の事件について審理する場合は，各事件について順番に同様の事

項を述べる。 
－ その後，裁判長は，「本件を審理する合議体は，裁判長である私ことドウアングタ，

                                                 
15 決まった公判の規則は存在せず，各裁判所は，各地方の条件に基づいて規則を定める。 
16 公判（hearing）は審理（trial）と同じ意味である。 
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私の右側にいるドウアングチャイ，左側にいるドウアングチットで構成され，廷吏の

ドウアングフォン，検察官のドウアングファンが出席している（出席している場合）」

など，事件を審理する合議体の構成員，廷吏，検察官の身分について言及する。 
－ 原告，被告及び事件関係者に，合議体の構成に満足しているか，合議体のいずれか

の構成員が事件に関係していないか，忌避の請求がないか尋ねる。これらの事項は，

当事者及び事件関係者に対して明確に聞かなければならない。忌避の請求がない場合

は，合議体は手続を進める。忌避の請求があった場合，当該請求の正当性を検討する

ために，公判の一時的中止を宣告する。請求が正当化された場合，忌避を請求された

合議体構成員は，交替しなければならない。正当化されない場合は，手続を再開する。

いずれにせよ，忌避を請求された者は交替しなければならない。 
－ 原告及び被告に対し，自らの請求を防御する公平な権利，つまり裁判所に陳述を

して，証拠，証人及び事件の関連資料を提出する権利を説明する17。その後，公判

で提出される追加情報及び証拠は，廷吏に手渡すよう当事者に通知した後，公判は

詳細な審理に進む。 
－ 事件を担当する裁判官は，事件の訴訟対象物に関する概要を報告して審理を開始

し，その次に原告及び被告の順にその請求の概略を提示する。その後，原告に，そ

の請求を確認し，追加し，又は削除することを希望するか否か尋ね，被告にも答弁

事項，認諾・自白事項の確認，追加，又は削除を希望するか否かを尋ねる。 
－ 新しい争点がない場合，裁判長は，まず原告の陳述を促し，その次に，原告側の

関係者18がいれば，その陳述も促す。 
－ 次に，被告及び被告側の関係者がその順番で陳述を促される。 
－ その後，他の当事者が，裁判長の許可を得て陳述を促される（公判が円滑に行わ

れ，事件との関連性が高い順に証拠が提出されるよう，その陳述の順番は，合議体

が定める）。 
－ 関係当事者全員が陳述した後，公判は，弁論段階に移る。この段階では，原告

及び被告は，紛争事項に関する事実又は争われている証拠を提出する。又は，合

議体は裁判長の管理の下で承認を得て，当事者の意見を順番に聞いてできるだけ

多くの真実を収集するために争点を提起する。各当事者は，弁論段階で何度も発

言することができる。 
検察官又は組織の代表者が出席している場合，弁論後，検察官又は組織の代表者は，

意見を述べることが許可される。 
－ 事件の事実に関する証拠が正確で明白であり，合議体がそれらを参考にして判決を

下すのに十分であると認められる場合，弁論を終結する。裁判長は，「判決起案のた

め，公判を中断する」と述べ，合議体が評議室に移動している間，一時的に公判を中

断することを宣言する。判決起案のために必要な時間は事前に決めることができない

                                                 
17 改正民事訴訟法第 6 条 
18 原告側の者に原告側の第三者，原告の代理人又は保護者を含むが，証人は含まれない。 

29



 

48 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ため，公判は 10 分間又は 20 分間中断する，など，時間に言及してはならない。 
評議室における手続は，上記のとおり厳格な規則によって統制されている。したがっ

て，合議体は，議論に集中すべきであり，喫煙や，当事者と話すために評議室から退室

してはならない。 
判決の審議及び起案後，合議体は，入廷し，判決を言い渡す。廷吏が法廷の状況につ

いて報告するときは，公判の開始時と同じ手続を経る。その後，裁判長が「公判を再開

する」と宣言して公判を再開する。 
合議体は，原告及び被告に合議体の前に起立し，判決の言渡しを受けるよう促す。その

後，裁判長は，しっかりとした強い調子で原告，被告，当事者に対し，判決を読み上げる。 
いったん判決が言い渡されれば，裁判長は公判を終了し，その後の手続を進行させる。

廷吏は，原告及び被告に対して公判記録に署名するよう促す。不満のある当事者が控訴

の意思を表明したときは，控訴申立書が手渡される。 
原告又は被告が，公判記録に署名することを拒否した場合，その旨記録を作成し，又

は，原告若しくは被告からの拒否に関して付記する。原告又は被告は，20 日後に判決を

受領するよう指示される。 
注意点 審理中，合議体の一構成員が個人的事情のために退廷しなければならない場合

は，裁判長の許可を得なければならない。構成員が退廷した場合は，その者が戻

ってくるまで一時的に公判を中止する。その者の不在中に審理を継続することは，

事件の合議の原則に違反するからである。 
 

第３章 
民事判決の構成及び起案 

 
民事判決書は，次の４つの内容で構成される。 
－ 導入 
－ 事件の提示 
－ 評決 
－ 判決 

 
第１節 
導入 

 
判決の導入部分は，事件の形式に関する基本情報を含む。 

１ 言語 
民事訴訟法第９条は，「手続は，ラオ語で行うこと」と定めている。したがって，判

決は，ラオ語で作成しなければならない。 
ただし，自動車，電気機器，その他の製品の製造会社など，ラオ語では正確に記載で
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きないが，例えば東芝コンピューター，型番 PS522L-VHKPJP のように外国語で記載

することができる固有名詞は除く。 
 

２ 日付 
判決日，契約日などの日付，時間などは，アラビア数字で記載する。 
月はラオ語で，年はアラビア数字で記載する。 

 
３ 数字 

数字は，200,000 キップなど，アラビア数字で記載する。 
回数，物の数量，人数，動物の数などは文字で記載する。 
例 子供二人，家屋三軒，敷地からの立ち退きを四回請求，自動車五台，水牛九頭 

 
４ 判決書１ページ目上部 

(1) ラオス国家紋章 
ラオスの国家紋章を，標語「ラオス人民民主共和国，平和，独立，民主主義，統一，

繁栄」の上部中心部に示さなければならない。 
(2) 裁判所の名称 

判決の左部に，裁判所の名称を３行に分けて記載する。 
１行目には，アタピュー省，サマキサイ地方など，省/省都又は地方/ 町を記載し，

２行目には，第一審人民裁判所など，人民裁判所の種類及びその審級を記載し，３行

目には，民事裁判所，商業裁判所，家庭裁判所，少年裁判所など，合議体の種類を記

載する（商業裁判所は，地方裁判所に含まれない）。 
裁判所の審級は，第一審，控訴審，破棄審に分けられる。 
地方裁判所の場合は，審級は一つしかないため，第一審裁判所と記載する必要がな

く，地方人民裁判所とのみ記載する。 
(3) 判決の参照番号及び日付 

判決の右部には，参照番号及び日付を２行に分けて記載する。１行目には判決の参

照番号を記載し（例：No.06・13/P.Civ（06 は 2006 年，13 は判決の参照番号，P.Civ
は民事第一審裁判所を表す）又は No.06・13/PC（地方人民裁判所の場合）），２行目

には判決の日付を記載する（例：2006 年１月５日）。 
参照番号及び判決日は，裁判所が審理した事件の連番である。事件によっては，そ

の複雑さによって，裁判所に先に提出されているにもかかわらず係属中のものや，後

日提起されたにもかかわらず先に判決が出される事件もあるため，参照番号は，事件

の提出日に基づいて付してはならない。 
 
５ 合議体 

(1) 合議体構成員，廷吏及び検察官（いる場合）の氏名 
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合議体の身上確認は，裁判所の決定が，合議により出されたことを認識し19，合議

体が，特定の地方/町，省/都市の第一審裁判所の合議体であることを示すことを目的

としている。さらに，この身上確認は，上級裁判所が，事件に関連した下級裁判所の

権限を検討する上で役に立つ。合議体の構成員は，最初に裁判長，２番目に勤続年数

の長い裁判官，そして最後に勤続年数の短い裁判官について記載する。 
(2) 公判の日時及び場所 

公判の日時及び場所の欄は，判決が言い渡された場所を示す。ここで記載される日

時は，裁判の進行に基づいており，数日間にわたることもあるため，定期的に記録し

なければならない。最も重要なことは，裁判は終了したが判決の言渡しは終了してい

ない場合があるため20，混乱が生じる可能性がある。したがって，この日付は，控訴

の参考にしてはならない。 
(3) 審理された事件の参照番号及び審理日 

審理された事件の参照番号及び日付は，第一審で起訴された事件の参照番号である。 
例 2006 年２月 14 日付け事件番号 No.10/P.Civ 

 
６ 訴訟当事者 

(1) 原告，被告の氏名 
原告とは，裁判所に訴えを提起する個人，組織又は会社であり，被告は，裁判所に

訴えが提起された対象となる個人，組織又は会社である21。原告は，その氏名及び被

告の氏名を訴状に記載しなければならない22。 
民事事件の訴訟当事者は，刑事事件と同様，原告及び被告である。しかし，民事事

件の原告及び被告は，訴えること，又は訴えられることが可能な個人，組織又は会社

であり，より広範囲であるのに対し，刑事事件では，原告は検察官のみで，被告は成

年者のみである。 
民事事件における原告及び被告の身上確認は，判決執行時の原告，被告の責任に関

連しているため，判決起案において非常に重要であり，適切に行わなければならない。 
従来は，訴訟当事者の身上確認を適切に行っておらず，「ボウンシー又はリー，ノ

ンカン又は母セウン」など，通称名しか記載していなかったため，混乱を引き起こし

ていた。このように，不正確な身上確認は，手続上混乱を引き起こし，判決の理解が

困難になるため，訴訟当事者の身上確認では，身上証明書又は戸籍簿に示される当事

者の本当の氏名を使用しなければならない。 
しかし，通称名を除外した場合，執行官が個人の自宅を探すときに混乱を引き起こ

す可能性があり，場合によっては，村長が，個人の本名を知らず，通称名のみを知っ

                                                 
19 民事訴訟法第 7 条 
20 民事訴訟法第 85 条第２項 
21 民事訴訟法第 24 条 
22 民事訴訟法第 66 条 
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ていることもある。したがって，原告又は被告が通常その通称名で呼ばれている場合

は，「導入部分」でその通称名を氏名の後に括弧書きで記載すべきである。ただし，

通称名は，事件の提示部分，評決及び判決の部分など，判決書の他の部分では使用す

べきではない。 
例えば，評決の部分で氏名の後に通称名を記載した場合，事件の事実について読者

に混乱を引き起こし，又は複数の者がいると誤解される可能性がある。 
例 ブーンリー・フォマチャン（通称名：リー） － 原告 

 
(2) 訴訟当事者の年齢，国籍，職業及び現住所 

原告及び被告の年齢及び生年月日は，その身上証明書又は戸籍簿に記載されている

とおりに記入しなければならない。 
国籍は，ラオ人，タイ人，アメリカ人のように記載しなければならない。 
職業は，「実業家，労働者，貿易業者，農業従事者，美容師」など，正確に記載す

べきであり，「民間人，失業中，老人」といった記載は避けるべきである。 
例 ブーンリー・フォマチャン （通称名:リー），50 歳（1956 年８月 12 日出生），

ラオ国籍，実業家，現住所：ビエンチャン，シクホッタボン区，バン・ドンナソ

ック・ヌア，第 13 番地第 10 ユニット － 原告 
(3) 代理人訴訟 

民事事件の訴訟当事者を提示する上でもう一つ重要な事項は，事件に関与する代理

人又は弁護人である。代理人は，法定代理人及び任意代理人の２種類に分類され23，

これらはそれぞれ異なった責任を負う。 
法定代理人は，訴訟当事者が未成年者又は精神障害者の場合に正式に任命されるこ

となく訴訟代理人となる。この種の代理は，必要性に基づいており，判決執行に影響

を及ぼすため，その者が代理人であると明記することを条件として判決で言及するこ

とができる。代理である旨明記されていない場合，代理人が，判決の執行中に自己又

は他人の名義で，財産譲渡などの機会を得るおそれがある。 
弁護人を含む任意代理人は，契約に記載された権利及び義務を履行する。当事者の

代理人が訴訟に参加する場合，当該代理人は，適切な代理権を有していなければなら

ない。原則的に，代理人は部分的に訴訟手続の責任を負うため，すなわち，陳述のた

めに公判に出頭し，又は，裁判所と連絡を取る場合に当事者と同じ権利及び義務を履

行するため24，判決書には代理人の氏名を記録しなければならない。 
従来，裁判所は，原告及び被告の氏名を記載しないまま，その代理人又は弁護人の

氏名を原告又は被告として代用することが頻繁にあり，この慣習のせいで判決執行が

困難になる場合があった。 
例えば，原告の土地使用権に関する判決の場合，原告の代理人が原告であるかのよ

                                                 
23 民事訴訟法第 34 条 
24 民事訴訟法第 36 条 
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うに記載され，又は，裁判所が被告に債務の履行を命じる裁判をしたときに，被告の

代理人又は弁護人を被告として記載することがあり，当事者本人の氏名が判決書に記

載されていないため，当事者に責任が生じず，この当事者の氏名の誤りが判決執行中

に議論の的になった。このように，裁判所の怠慢な態度が判決執行遅延の原因になっ

ている。したがって，代理人又は弁護人が関与する場合，原告又は被告の氏名を記載

し，その後に代理人又は弁護人の氏名を記載する。 
代理人が変更された場合には，新しい代理人の氏名を記載する。代理人が複数いる場

合は，代理人全員の氏名を判決に記載する。 
例 カン       原告 

カンフォン      原告の代理人 
(4) 法人訴訟 

原告又は被告が法人である場合，その種類により異なった法的責任を有するため，そ

の名前は，株式会社，国営会社，共同経営，民間会社など，会社の種類に従って，表示

しなければならない。例えば，国営会社の場合，取締役が異動し又は辞任した場合，責

任はその取締役に帰属しない。しかし，株式会社の場合は，責任は取締役に帰属する。 
したがって，訴訟当事者が法人の場合は，訴訟手続中の連絡をスムーズに行うため，

法人の名前を表示し，その後に法定代理人の氏名を記載する。会社の責任は，改正会社

法に定められている。 
例 トンカム建設株式会社 所在地：ビエンチャン，ハトサイフォン地区，バン・ソ

ムヴァン，第８ユニット，代表取締役 
トンカム・ボーンロット    原告 
カムラ・モントン     原告弁護人 

(5) 複数当事者訴訟 
複数の当事者が関わる訴訟では，すべての訴訟当事者を原告又は被告として記載しな

ければならない。当事者が，事件の処理のために代理人を任命した場合，代理人が原告，

被告のどちらを代理するのかを表示しなければならない25。 
例 カム       原告 

カオ       原告 
クアン       原告及び原告の代理人 
グエン      被告 
ダム       被告及び被告の代理人 

代理人以外の者も訴訟当事者であるが自ら事件を処理しないため，代理人について代

理人と記載せず，その氏名のみを表示することは禁じられている。 
(6) 第三者が関わる事件 

第三者には，次の２種類がある26。 
                                                 
25 民事訴訟法第 35 条 
26 民実訴訟法第 28 条 
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ア 自ら訴えを提起する第三者 
原告に加え，第三者も訴えを提起し，自らの権利，利益を保護するために，訴訟手

続に参加することができる。この種の第三者は，原告に類似した権利，義務を有し，

判決には，次のように記載しなければならない。 
例 カック      原告 

キオ      被告 
コーン      第三者 

イ 自ら訴えを提起しない第三者 
この種の第三者は，その利害関係に基づいて原告側又は被告側に立ち，訴訟手続に

参加することができる。第三者自らが訴えを裁判所に提起し，又は第三者に対して訴

えが提起されることはないが，第三者は，当事者，検察官又は裁判者の提案，意向に

より，手続に参加することができる。第三者が原告と同じ利益を有する場合は，原告

側の第三者として言及され，その詳細を原告の後に記載する。反対に，被告側の第三

者である場合は，その詳細を被告の後に記録する。 
例 キー      原告 

カム          原告側の第三者 
カン      被告 
グエン        被告側の第三者 

 
７ 紛争事項 

民事訴訟は，多岐の社会問題を取り扱い，その中には法律に規定されているものもあ

れば，規定されていないものもある。判決の表題選択は，契約，所有権及び相続という

種類に応じて裁判所の実務を統一的に行うための参考になるため，複雑ではあるが重要

である。 
よって，紛争事項は，例えば「金銭賃借」，「債務」又は「契約不履行」ではなく「貸

金契約」，「賠償金要求（demand of compensation）」又は「治療費要求」ではなく，「賠

償請求（claim for compensation）」と記載しなければならない。 
－ 契約に関連する事項は，契約法に定める契約の種類に応じて記載しなければなら

ない。 
－ 所有権については，土地使用権，財産，動物などの所有権など，多数の訴訟対象

がある。したがって，訴訟対象は，次の例に従って，法律及び法律学に基づいて統

一的に記載しなければならない。 
－ 貸金契約 
－ 資産一時使用契約 
－ 販売契約 
－ 販売用供託金契約 
－ 賃貸契約 
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－ 提携契約 
－ 役務契約 
－ 建設契約 
－ 賠償請求 
－ 土地紛争 
－ 家畜所有に関する紛争 
－ 相続紛争 
－ 婚姻関係 
－ 婚前交渉 
－ 養子縁組 
－ その他 

 
８ 裁判所の詳細 

判決起案の導入部分でもう一つ重要なのは，裁判所の詳細に関する部分であり，ここ

では，裁判所が処理した訴訟，裁判手続，特に，民事訴訟法第 78 条，79 条，80 条，81

条，82 条及び 83 条で，「裁判官又は審理合議体は厳密な順序で実施しなければならな

い」と定めている手続を記載する。上記の条項に定める手続が適切に実施されない場合，

下級裁判所の判決は，民事訴訟法第 102 条に従って上級裁判所が取り下げることができ

る。したがって，上級裁判所が，下級裁判所の行った訴訟手続及び民事訴訟法の遵守に

ついて肯定的に検討するため，審理で実施された手続，すなわち裁判期日の合議体によ

る手続実施について記載する。以下は，この部分の要約である。 
① 「ラオ人民民主共和国に代わり」 
② 「改正人民裁判所法が裁判所に与えた権利及び権限に基づき」 

上記２項は，すべての判決に記載しなければならない。 
③ 「合議体構成員，廷吏，検察官の氏名，及び審理中の事件が，原告及び被告に提示

された。」 
公判の開始時に，裁判長は，事件の参照番号，日付，原告及び被告の身上，並びに紛

争事項に言及し，期日に審理する事件について説明する。裁判長は，裁判官合議体，検

察官及び廷吏の身上について当事者に告知し，当事者が民事訴訟法第 14 条及び 15 条に

定める忌避権を行使できるよう，その権利について当事者に説明する。 
したがって，判決には，合議体，検察官，廷吏の身上及び忌避権が当事者に言い渡さ

れた旨を記載しなければならない。 
④ 「合議体又は合議体の構成員，廷吏及び検察官に対する忌避権が原告，被告及び訴

訟参加者に告知された。」 
原告，被告，第三者及び訴訟参加者は，合議体，廷吏及び検察官同様，通訳人又は鑑

定人を忌避する権限を有する。しかし，通訳人及び鑑定人は，裁判所から任命されると

いう点において，合議体，廷吏及び検察官とは異なる。したがって，通訳人又は鑑定人
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の場合は，項目４の新しい段落に「原告，被告及び手続参加者に，通訳人又は鑑定人に

対する忌避権が告知された」と記載しなければならない。 
⑤ 「自己の防御権が，原告，被告及びその他の訴訟参加者に告知された。」 
⑥ 「公判で，原告，被告及び証人の供述を聴取した。」 

公判期日に，原告，被告の両者が出頭した場合，判決には，「原告及び被告の供述を

聴取した。」と記載しなければならない。 
一方の当事者のみが出頭した場合は，その旨を記載しなければならない。 
第三者が関与する場合は，その第三者は，原告及び被告と同じ権利を有する。したが

って，判決は，項目３，４，５，６で，「第三者」と言及しなければならない。 
証人が公判で証言をした場合，判決書には，「証人の証言を聴取した。」と記載しなけ

ればならない。証人がいない場合，又は，証人が出頭せず，公判で証言しなかった場合

は，証人について言及しない。 
鑑定人又は鑑定グループが公判で報告書を提示した場合は，判決書に，「鑑定人又は

鑑定グループの報告を聴取した。」と記載しなければならない。 
⑦ 「検察官の意見を考慮した。」 

弁護人が参加する公判では，口頭弁論手続の終結時に検察官が意見を述べる前に，原

告，被告それぞれの弁護人に，この順で陳述する許可を与えなければならない。したが

って，弁護人が陳述をした場合は，「裁判所は，原告又は被告の弁護人の陳述を聴取し

た。」と記載しなければならない。弁護人の陳述後，検察官が出席している場合，合議

体は，検察官に意見の提示を求める。その場合，判決には，「裁判所は，検察官の意見

を考慮した。」と記載する。 
項目３から７は，条件に応じて，追加し，削減し，又は削除することができる。 

 
第２節 

事件の提示 
 
第１ 事実に関する一般的概念 

１ 事実の重要性 
事実は，判決の重要な部分を占める。この部分では，原告，被告及び他の訴訟参加

者の請求，請求に対する答弁，反訴を提示する。さらに，訴訟当事者，公共機関，社

会機関又は集団組織の代表者が行った陳述もこの部分に含める。裁判所は，原告，被

告及びその他の者が提示した事実を要約する。 
公判中に，原告が請求を追加し，又は削除し，その一部分若しくは全体を取り下げ，

請求の目的若しくは根拠を修正した場合は，その旨を評決の部分に正確に記載しなけ

ればならない。 
すなわち，公判前に得られた供述及び証拠すべてを事件の事実に関する欄に記載し，

公判中に得られた供述及び証拠は，評決の欄に記載する。 
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２ 事実欄の構成 
事件の事実欄は，次の項目で構成する。  
－ 原告の請求              
－ 被告の答弁  
－ 被告の反訴（ある場合）                      
－ 答弁に対する原告の応訴（ある場合） 
－ 第三者の請求（ある場合） 
事件の訴訟対象物欄には，紛争対象物，原告が提起した請求及びその請求の根拠とし

て原告が提出した請求原因事実を記載しなければならない。 
その後，被告が原告の請求を認めたか否か，被告の答弁について記載する。被告が否

認した場合，請求に対する被告の答弁理由を詳細な弁護理由とともに記載しなければな

らない。 
被告が反訴を申し立てた場合，その事実，目的及び根拠を示し，原告が，応訴で反訴

を認めたか否認したかについて言及しなければならない。  
第三者に関係し，第三者が自ら訴えを提起した場合は，その請求を原告の請求と同様

に記録しなければならない。第三者が自ら訴えを提起せず，原告側に立った場合，その

見解を原告の請求の欄に記載し，被告側に立った場合は，その見解を被告の請求に対す

る答弁の欄に記載しなければならない。 
上記の各項目の内容に関連して，訴え，訴えに対する答弁書など，当事者が提出する

各種文書は基本的情報である。時には，これらの文書の内容が不明確又は不完全である

場合があるため，裁判官は，これらの文書から事件の関連事実を特定し，整理するが，

それに加え，当事者が裁判所で行った供述について質問をし，事実を明確にして追加事

実を記載しなければならない。 
 

３ 事件提示の一般規則 
(1) 口頭弁論記録範囲 

事件提示欄における口頭弁論の記録は，当事者が争う特定範囲内の重要な事項であ

る。争点整理は，事件担当裁判官の任務であり，裁判官は，更に調査が必要な争点，

提出された紛争を確定し，どのように訴えが取り下げられ，又は主張が変更され，そ

の結果，紛争が変更されたかを確認しなければならない。これは，公判の口頭弁論後

に紛争が特定されるためである。 
上記の理由により，事実の記録は，事件に関連のない事項を含んではならない。 
例（貸金契約） 

2004 年 11 月 10 日，トンケン（被告）は，原告から貸金を受け取る前，ギャン

ブルで金をすべて失い，友人に貸金を依頼した。その友人は彼に貸すお金を有し

ていなかったため，トンケンは電話で妻を呼び出し，Ｔ２道路上にあるレストラ

ンで昼食を取り，そこで，ボンマと出会い，ボンマは，彼らに原告を紹介し，貸

対

対
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金について話し合った。原告は，被告に 250 万キップの貸金を提供することに同

意したが，被告は，合意した期日までに貸金を返済できなかったため，原告は，

訴えを提起した。 
この例では，貸金契約に関連する法的事実及び紛争が原告及び被告の間に生じたの

であって，ギャンブル又はボンマが被告に原告を紹介したことは紛争に直接関連して

いないため，事件の事実欄に記載する必要はない。 
(2) 証拠 

ア 証拠の種類 
原則として，主張はすべて，物証，書証又は証人によって証明しなければならな

い。事実の欄は，次の事項を含まなければならない。 
－物証：車両，動物，家屋，店舗，及び紛争に関連するその他の物など 
－書証：権利書，出生証明書，死亡証明書，契約書，写真，財産目録など 
－人証：当事者，証人，及び紛争に関連する参加者の証言など。 

イ 証拠の記載 
以下のとおり，事実欄に証拠を記載する方法は，２とおりある。 

(ｱ) 主張を提示するときに，関連する証拠に言及しながら，主張とともに証拠を記

載する。 
例 原告の「モンが 2004 年３月２日に私から 100,000 キップを借りた。」という

供述は，2004 年３月２日付けの貸金契約書 No.01 で証明され，バン・シタン

のシー，バン・オオプモンのノイ，及びバン・シクハイのダムが証言をした。 
現在，この証拠提示方法が広く採用されている。 

(ｲ) 全主張の提示後に証拠を提示。 
例 2004 年３月２日，モンは，担保付き貸金契約を行使し，原告から 10,000

キップを借りた。したがって，原告は，未払の元本 50,000 キップの返済及び

30,000 キップの利子を請求するために，この訴えを提起する。この元本及び

利子は，2000 年 11 月９日付け土地名義証 No.08 の担保付 2004 年３月２日付

け貸金契約書 No.１，2004 年４月５日付賃金元本の第１回返済領収書，2004

年５月５日付の第２回返済領収書，2004 年６月６日付利子査定額などの文書

により証明される。 

この記載方法は，原告の各主張が列挙されているときに適用される。 
 
第２ 判決における事実の提示 

１ 原告の請求 
訴状とは，個人，組織又は会社が裁判所に提出した文書であり，そこには，その権利及

び利益の侵害により損害が生じたことが述べられている27。 原告の請求は，訴えの基礎で

                                                 
27 民事訴訟法第 66 条 
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あると見なされている。したがって，請求を判決に記載する前に，裁判所は，以下を検討

する必要がある。 
－ 原告は何を請求しているか，その請求はだれに対するものか。時として，訴状に訴

訟の期待される結果，希望の損害賠償金額及び支払者が要約されず，又は明記されて

いない場合がある。したがって，裁判官は，請求を慎重に記載しなければならない。

訴えが不明確であれば，公判中に原告に対し釈明を求めなければならない。 
－ 請求を裏付ける法的原因又は基本的な法的事実は何か。判決に記載する前に特定す

る必要がある訴えの争点。これらは，原告の権利に影響を与える法律論争の争点であ

り，言い換えれば，事実の欄に記載された争点は，訴えの基本的原因でなければなら

ない。 
－ 原告の権利に関係しない，又は，影響しない事項は，事実欄に記載しない。 

例 原告の「被告の常習的不品行」という供述は，事件の事実に関係しない。 
事実欄に記載する訴えは，次の項目で構成する。 

－ 導入文 
－ 事実及び訴えの原因 
－ 請求 

(1) 導入文 
訴えの内容を記載する前に，原告の各請求及び証拠を列挙しなければならない。通常，

原告の訴状，陳述から主張が選別され，「___ （原告）が ___日に提出した訴状の内容及

び公判中のその陳述を検討した。」と記載する。 
例 「サイサモン（原告）が提出した2003 年 10月 11日付けの訴状の内容及び公判に

おける原告の     という陳述を検討し」 
(2) 訴えの原因及び理由 

訴えの原因及び理由は，被告に，原告が請求する権限を有する行為を履行させるため

に，原告が訴えを裁判所に提出することになった法的根拠である。 
訴えの中には法的根拠を含んでいない場合がある。事実を記載するに当たり，提示さ

れた原因及び理由が訴えの十分な根拠であるか否かを確認しなければならない。 
例えば，原告が，被告に土地の返還を請求しているとする。確認しなければならない

主要な事実は，土地が原告所有のものであるか否か，という点であり，その次に，被告

が，不当な手段（賃借後，土地から立ち退きをしないなど）により土地を占有するよう

になったか否か，という点である。この両方を区別することができれば，それらを訴え

の理由及び原因とすることができる。 
例（貸金契約） 

2003 年３月 10 日，原告は，トンマイ（被告）に対し， 200 万キップの貸金を月

５％の利率で６か月間貸す契約を締結して被告に同金員を交付した。満期後，被告

は，貸金の返済を拒否した。2003 年８月 10 日から 2003 年 10 月 10 日までの度重な

る返済請求にもかかわらず，被告は，貸金元本と利子の返済を拒否した。 
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訴えに十分な根拠がある場合，訴えの原因を適切な順序で整理し，事実を簡潔に，合

理的に，かつすべてを網羅しながら要約する。これにより，被告が原告の主張を諾認し，

又は，否認できるよう，被告に対する訴えの根拠となる原因事実を漏れなく完全に提示

する。 
事実欄に記載すべき訴えの事実と原因は，事件の審理のために必要かつ重要である。

原告が提示した事実すべてを記録する必要はないが，訴状に記載された情報が不完全な

場合，裁判官は，更に調査をして，公判前，又は，公判中に，原告に追加情報及び証拠

の提供を求める必要がある。 
(3) 請求 

被告に請求の一部又は全請求の履行を強制するため，訴状には，裁判所に求める判決

に関する原告の意見を要約する。 
訴状には，各種事項を明確に区別しながら，被告に対する要求事項を明記しなければ

ならない。 
例えば，貸金契約に関する事件では，裁判所の審理のため以下の事項を明記しなけれ

ばならない。 
－ 貸金元本の金額。 
－ 一定期間に発生した利子額。 
－ 契約書に記載されている罰則。 
－ その他の事項。 
土地に関連する事件では，以下の事項を明記する。  
－ 原告が，被告の土地立ち退きを希望すること。 
－ 土地所有権の証明のみを裁判所に請求すること。 
－ どちらの当事者が土地立ち退き料を負担するか。 
－ 損害賠償金が請求されている場合，その金額。 
－ その他の事項 
原告の請求の内容及び範囲は，裁判官が修正することはできない。 

ただし，訴状が請求金額，被告の義務履行又は契約書の終了など，不明確な事項を含

んでいる場合は，原告を直接尋問し，その回答を事実欄に記載する。 

例 よって，原告は，被告に対し，貸金元本 200 万キップ及び一定期間に発生した

200,000 キップの利子の返済を請求する。 
(4) 保全処分請求 

事実を提示する上で重要な事項として原告の裁判所に対する保全処分請求があるが，

訴訟手続が公正に行われることを保障するため，当該請求の主要事項及び原因を適切に

特定する必要がある。 
(5) 裁判費用 

裁判費用に関する請求は，必要な事項でないが，そのような請求がある場合には，明

確な法律規定がある場合でも記載しなければならない。費用に関する請求は，事実に基
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づき，適切に審理しなければならない。 
例 手続における発生費用，前金，文書の複写費用，税金は，被告人の負担とするこ

とを提案する。 
 
２ 請求に対する被告の答弁 

請求に対する答弁書は，原告の請求に対して被告が裁判所に提出する文書である28。答

弁書には，被告が原告の請求を認諾するか又は否認するか，並びに，自白事実及び否認

事実を事実欄に明記し，それにより事件の争点を特定することができる。よって，請求

に対する被告の答弁を記載するに当たり，裁判官は，原告の各請求に対して被告が承認

した事項又は否認した事項を検討し，区別しなければならない。 
しかし，場合によっては，被告が，各必要事項に関し自らの意見を提示しない場合が

ある。その場合，裁判官は，被告が承認する事項及び否認する事項に関する供述，並び

にその原因と証拠を得るため，被告を直接尋問しなければならない。 
例 原告が貸金 1,000 万キップを３か月間，利息月５％で貸し出したが，極度に高額

な利率及び会社の破産により，原告に返済されなかった，という原告の請求。 
 

(1) 請求の否認 
被告が原告の請求を否認することも重要な事項であり，否認理由を記録しなければな

らない。原告の請求原因事実のうち，否認された各事項及びその理由については，分析

欄の争点特定で参照するため，別々に記載しなければならない。 
しかし，民事訴訟では，理論上，被告は，請求を否認する権利を有し，否認を裏付け

る証拠を提供する義務はなく，被告が否認した場合の請求原因事実の立証責任は，原告

にある29。被告が原告が提起しなかった請求又は反訴を提起した場合は，立証責任は，被

告にある。 
請求の否認では，事実的根拠又は法的根拠に言及することができる。 
例 原告の 100 万キップの損害賠償請求は，被告が 2006 年２月 10 日に発生した事故

を引きこしたのではなく，原告の不注意により引き起こされたことから考えて，認

められない。 
例 原告の土地に建てられた建造物の撤去請求は，1990 年 10 月１日付け賃貸契約書

No.04 によって証明されるとおり，原告と被告の間で 20 年間の賃貸契約が結ばれ，

被告の土地賃貸権が有効であるため，認められない。 
(2) 部分自白 （部分否認） 

実際には，被告が原告の提起した請求すべてを認諾し，又は，否認するケースはまれ

であり，ほとんどの場合，原告の請求の一部を認め，一部を否認する。  
請求の部分自白は，詳細に記録しなければならない。一般的事実が承認された場合は，

                                                 
28 民事訴訟法第 67 条 
29 民事訴訟法第 20 条 
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一般的な言及を行うことができる。事項別に承認された場合は，承認された事項別に記

載する。否認された事項は，その理由とともに記録しなければならない。 
例 原告が被告に対して貸金1,000万キップを土地権利証を担保にして貸した事案で，

原告が，被告に対し，月５％の利息及び被告の返済不履行の場合の土地権利書の原

告への譲渡を請求した場合，これらの条項が貸金契約に含まれておらず，原告が一

方的に後日追加してものであるため，認められない。 
－ 被告が，原告と貸金契約を結んだことは認めるが，貸金を全部又は一部返済したな

ど，訴状で提示されている事実を認める一方で原告の請求を拒否する場合，請求を

拒否する理由を詳細に記載しなければならない。 
例 原告が請求するとおり，貸金 1,000 万キップを原告から借りたが，貸金は，2004

年 10月３日付け領収証が証明するとおり，全額原告に返済したため，原告は，更に

貸金の返済を請求することはできない。 
例 合計 1,000 万キップを原告から受け取ったことは認めるが，それは，原告から被

告に贈与された（又は，債務の返済若しくは賃貸金として支払われた）ものである。 
 
３ 被告の反訴 

反訴は，被告が提起した一種の請求であるため，その記載は，訴えの記載と同じ一般的

規則に従う。 
 
４ 反訴に対する原告の応訴 

反訴に対する応訴は，被告の反訴に対する原告の一種の答弁であり，原則として，請求

に対する答弁の記載に類似している。 
請求に対する答弁及び反訴に対する応訴は，別の段落に個別に記載し，又は，次の例の

ように，請求及び反訴に関する記載に追加することができる。 
構成 １ 
段落１ 原告の請求 
段落２ 請求に対する被告の答弁 
段落３ 被告の反訴 
段落４ 反訴に対する原告の応訴 

構成２ 
段落１ 原告の請求及び反訴に対する応訴 
段落２ 被告の反訴及び請求に対する答弁 

 
第３節 
分析 

 
第１ 分析手続及び構成 

上記のとおり，事実欄では，当事者間の争点について記載する。事実欄の次に分析欄が

続き，分析欄では，事実欄に記載した当事者の請求について，裁判所が分析し，説明し，

意見を提示する。当事者の請求は，事実に基づいて原告及び被告に発生する権利及び義務

を分析するため，最終的に各争点に法律条項を適用する前に公判で正当化できるか否かを
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検証する。 
分析欄は，判決の中核と考えられている。裁判所は，分析により事件の事実を明らかに

し，それにより訴訟当事者及び読者が判決の正当性を明確に理解できるようにする。この

ために，詳細な方法及び手続を適用する必要がある。この欄には，裁判所が，原告及び被

告の提出した各事項について考慮した根拠となる基本的事実及び法律を記載する。裁判所

の意見は，正当性を分析し，合意に達し，原告，被告及び事件関係者の判決に対する信頼

と理解を得るための手段である。 
分析は，真実及び法律に基づき，正確に，明確に，矛盾なく理路整然と行わなければな

らない。分析欄は，二つの事項，つまり真実の検証及び法律条項の適用を区別して推敲す

る必要がある。 
例 シー（被告）は，2006 年１月５日付けの貸金契約に示すとおり，ケオ（原告）が提

起した請求の対象である貸金 500 万キップを受け取ったことは認めた。よって，裁判

所は，契約法第46条に定めるとおり，被告が原告に当該貸金を返済すべきであると判

断する。  
通常，分析欄は，次の項目で構成される。 
① 事実の分析及び法律適用 

－ 導入文 
－ 当事者が自白した事実 
－ 争点に関する分析 

・ 当事者の請求の分析 
・ 証拠の分析 
・ 証拠に基づく事実認定 

－ 法律の適用 
② 訴訟費用に関する判断 
③ 評決における法律条項の適用 

 
第２ 事実の分析及び法律適用 
１ 導入文 

分析欄は，導入として「事件簿にとじられている文書，情報，証拠を詳細に審理し，さ

らに，法廷における公判の進行を考慮し」と記載する 
 
２ 当事者が自白した事実 

分析欄で事実を提示するに当たり，当事者が共通に認めている事実については，それを

裏付ける証拠は必要ない場合がある。 
例 ミー（原告）は，ミーから 100 万キップの貸金を受け取ったシー（被告）に対して

請求を提起し，被告は，請求のとおり当該貸金を受け取ったことを認めた。 
被告が請求原因事実の一部のみを認め，原告が証拠を提示しない場合，事件及び事実は，
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被告が自白したとおり認定する。  
例 原告は，被告が 100 万キップの貸金を受け取ったが，貸金契約書は作成されなかっ

たと主張する。訴訟手続で，被告は，700,000 キップのみ貸金を受け取ったことを認め

た。このような場合，被告の自白した範囲で事実が認定される。 
原告及び被告間に争点があり，合意に達しない場合，事件及び事実は，裁判所の裁量で

信頼できる証人及び証拠に基づいて提示する。 
例 原告及び被告は，水牛の所有権について争う。訴訟手続中に，証人及び証拠により

当該水牛は元々原告が所有していたものであると判明したため，事件及び事実を証人

及び証拠に基づいて提示する。 
 
３ 争点に関する分析 
(1) 証拠の分析 

事実及び争点をより詳細に検証するため，裁判所は，訴訟当事者が提供し，又は，裁

判所が収集した証拠及び情報を徹底的かつ客観的に比較検討した結果に基づき，各争点

について意見を述べる。事実を明確にするため，裁判所は，各争点に関する証拠を収集

する必要がある。 
例 被告に対する原告の土地所有権請求は，2000年６月17日付け土地権利証No.２/TD
により原告が紛争中の土地を相続したものであると証明されたため，正当化される。 

(2) 分析の正当化 
上記の手続に従うことは重要であるが，手続を適切に行った場合でも，完全に，徹底

的に，かつ客観的に正当化されない分析は不明瞭である。完全かつ明確に正当化するた

め，原告又は被告が提起したすべての事項は，正当化できない場合も含め分析しなけれ

ばならない30。 
裁判所は，「ある当事者の請求が虚偽であるたため敗訴させる」とは認め難いので当該

当事者を敗訴させられない理由につき，完全に説明しなければならない。 
ア 争点が一つの場合 

争点が一つしかない事件は，分析が容易であり，分析を正当化することにより，よ

り明確な分析になる。 
例（不動産共有） 
原告 （死亡者の唯一の子息） は，不動産が元々原告の母親のものであり，した

がって，原告は，その不動産すべてを相続する権利を有する，と主張する。 
被告（死亡者の夫）は，当該不動産は，共同で取得したものであり，したがって，

原告は，不動産の半分のみを相続する権利を有する，と主張する。 
検証しなければならない真実は，不動産が元々原告の母親に帰属していたのか，又は，

共有財産であったのか否かであり，これは，土地権利書，所有権譲渡証明書，婚姻前後

                                                 
30 民事訴訟法第 78 条 
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に発生した所有権，証人及びその他の文書などの証拠により容易に確認できる。 
重要なことは，争点が一つしかない場合，原告又は被告の請求を裏付ける証拠が必要

であり，その証拠の信ぴょう性も検証しなければならない。そのような場合，原告，被

告の請求を別々に分析する必要はない。検証すべき争点は一つしかないため，請求は，

同時に分析することができる。 
イ 争点が複数の場合 

原告側に複数の争点がある場合，それらを明確にするために，事実を時系列的に記

載して分析検討しなければならない。当事者が自白する事実がある場合は，自白事実

が他の事実に対する影響を考慮しなければならない。 
例 マーは，ポムのバイクを借り，ソンに軽傷を負わせた。ソンは，医療費を請求

し，ポムは，修理代を請求している。 
共通に認められる事実は，バイクが借りられ（第１の事実），事故が発生した（第２

の事実）という点である。 
このような場合，各事実の正当化において注意を払わなければならないのは，考慮

すべき事項の順番である。 
複数事実の正当化を制約するもう一つの要因は，事実の否認である。例えば，マー

が発生した損害に対する責任を否認するとする。ソン及びポムのマーに対する賠償金

請求について，マーは，事故が起こったのは，ポムがマーに用事を頼んだためであり，

したがって，全責任はポムにある，と主張する。 
上記のような否認の場合，他の事実が認定できるか否かを検討する前に，否認に法的

根拠があるか否かを分析しなければならない。 
ウ 証拠に基づく事実認定 

争点事実の存在を裏付ける十分な証拠があるか疑わしい事実については，認定でき

るだけの証拠があるか否かを十分検討しなければならない。 
例えば，証人の証言に信ぴょう性があるか否か，十分に立証しなければならない。

このことは，供述又は他の証拠の信ぴょう性にも適用する。事実認定は，証拠の信用

性を比較検討し評価する裁判官の技術にも左右される。主張された事実は，完全な証

拠に基づいて認定されなければならない。 
このため裁判官は，事実を十分に把握する知識及び経験が必要である。間違った事

実認定は，不明瞭な分析又は過誤のある判決につながる可能性があるため，事実認定

を誤らないように証拠に基づいて判断しなければならない。  
(ｱ) 証拠の比較検討，検証 

過誤のない，証拠に基づいた事実認定を行う前に，最初に証拠の信用性を比較検

討して検証しなければならない。 
例えば，証拠１の信用性は40％，証拠２の信用性は80％という具合である。証拠

に基づく事実認定では，例えば，証人と書証，原本と写しなど，最も信用性の高い

証拠に基づかなければならない。信用性は，厳格な規則にのっとっているわけでは
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ない。原本の文書は，写しよりも確かに信用性が高いが，場合によっては，写しで

あっても，事実及び事実に関連した他の証拠と一致していれば，より信用性が高い

こともある。 
－ 契約紛争，商業紛争の場合，書証は主要な証拠であり，審理の基盤となる。 
－ 相続紛争の場合は，証人が重要な証拠であると考えられている。したがって，

証人及びその証言は，差異及び弱点がないか綿密に調べなければならない。時

には，証人が，事実に関して直接知っているわけではなく，伝聞の場合もある。

証人は，状況，環境に応じて，本質的にかつ常時変化する証拠であるため，証

人の証言に信用性があると認めるためには，その証言を徹底的に検証しなけれ

ばならない。したがって，裁判所は，証人の誠実さ，記憶力，事実の伝達能力，

証人に対する圧力の有無，証言時間などを検証し31，証言の信用性を十分検討を

しなければならない。 
(ｲ) 事実認定における理由の記載 

訴訟事件はそれぞれ内容が異なるため，裁判官は，証拠に基づいた事実認定をよ

り正確かつ明確に行うため，分析欄において，証拠の出所について説明しなければ

ならない。 
証言，証拠の正確さ，明確さに応じて，証拠の種類によっては，詳細な説明が必

要な場合もあれば，簡単な説明だけで十分な場合もある。 
事実認定の理由に関する説明は，重要な事項に集中しなければならない。 
例えば，被告が原告から受け取った 200 万キップの貸金の存在は，2006 年２月６

日付けの貸金契約書によって証明される。同契約書が正当に作成されたと認められ

れば，原告の請求を裏付ける証拠は信用性があると認められる。 

このような証拠と認定事実との関連性は，裁判所が，事実認定の理由として説明

すべき事項であり，それにより，裁判所の分析はより詳細かつ明確になるであろう。 
請求が否認された場合，その裏付け証拠が必要である。 
例えば， 被告が，貸金を受け取らなかったと陳述し，原告の請求を否認した場合，

被告が提出した証拠（の信用性）を考慮する。裁判官は，事実認定に当たり，事件

及び事実に一致した法律の条項を選択しなければならない。 
(3) 不当な請求の分析 

当事者が裁判所に提起した請求は重要であり，当該請求が正当であるか否かに関して

回答しなければならない。したがって，裁判所は，信用性があると評価できない当事者

の請求については，請求に理由がないと分析した結果を判決に記載し，当事者の理解が

得られるよう，判決の理由を説明しなければならない。 
当事者の不当な請求は詳細に分析しなければならない。裁判所に提起された請求は，

すべて，証拠及び法律に基づいて裁判所が正当化しなければならない。 

                                                 
31 詳細は，証拠比較検討技術指針に定められている。 
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例 原告の被告に対する修理代 200,000 キップの請求は，審理の結果，原告が，その

車に生じた損害は被告の行為によるものである，ということを証明する証拠を有し

ていないため，正当化できない。2003年８月27日付け請求書 No.23 の証拠は，車の

エンジン内のピストン交換のみを示しており，被告の行為により生じた損害は，事

故発生現場を検証した技術者の 2003 年７月 14 日付け報告書 No.76/TP が証明する

とおり外部のみであった。さらに，車は，被告の同意の下で原告が修理した。した

がって，請求は却下する。 
 
４ 法律の適用 

事件及び事実を提示した後，裁判官は，参考のために事件及び事実に該当する法律の条

項を選択しなければならない。  
例 原告は，被告が 100 万キップの貸金を受け取ったと主張する。審理の結果，裁判所

は，被告が2006年２月７日付けの貸金契約で証明されるとおり，原告から貸金を受け

取ったため，当該請求は正当化されると認める。したがって，裁判所は，契約法第 46

条に従い，被告に100万キップの貸金を返済することを命じる。 
 
第３ 訴訟費用に関する判断 

訴訟費用は，判決で言及する必要がある事項であるとされている。 
ラオスの裁判所は，裁判費用及び経費の裁判について誤解していることが多いが，それ

らは，以下で構成される。 
・ 税金 
・ 訴訟手続で発生する費用 
・ 文書の複写費用 

－ 税金は，敗訴した当事者が負担する。 
－ 訴訟手続の経費とは，裁判費用に関する法律第４条に基づき，ファイル費，召喚

状発送費，証人，鑑定人及び通訳人の旅費及び食費並びに裁判所職員の情報収集費

用など，裁判所が訴訟手続を行うために必要な費用を原告が事前に裁判所に支払っ

た前金である。前金は，裁判所が使用するが，判決が言い渡されたとき，敗訴した

当事者が当該費用全額を負担しなければならない。 
－ 訴訟手続において，裁判所は，事件ファイルに含まれる文書，すなわち，事件簿

の表紙，ファイル，用紙の複写費用を負担する。希望する当事者は，当該費用を負

担する。 
実際には，過去の判決の大部分は，前金，訴訟手続費用及び複写費用を正確に区別して

おらず，この習慣は判決執行時に混乱を引き起こしていた。 
よって，裁判費用は，詳細に検討しなければならず，請求額の２％で，100,000 キップを

超えない額と法律で定められている税金と明確に区別し，その費用は，敗訴した当事者が

負担しなければならない。実際，過去の判決で両当事者が敗訴する場合もあり，そのよう
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な場合，両当事者は，人民最高裁判所長の  日付の指示に基づいて裁判費用を支払う責

任を負う。 
例 原告は，被告に対し，5,000 万キップを請求するが，裁判所は，被告に対し，3,000

万キップのみの返済を命じる。つまり，原告の請求は，3,000万キップの範囲内でのみ

正当化されたということである。したがって，被告は，3,000万キップの２%で 100,000

キップを超えない金額の裁判費用を支払う義務を負う。原告の正当化されなかった請

求額2,000万キップについては，その２%で 100,000 キップを超えない額を裁判費用と

して，原告が支払う。 
費用を検討するに当たり，透明性を保障し，当該費用が目的に応じて発生したのかどう

かを検証するため，裁判所が前金を使用した目的及び裁判所の費用額を明記しなければな

らない。費用が不当である場合，訴訟当事者は，裁判費用の支払に関して控訴することが

できる（裁判費用に関する法律第16条）。 
複写費用及び法定費用は，廷吏が計算する。廷吏の任務は，文書複写費用を管理し，評

決言渡しのときに，合議体にそれを報告することである。 
 
 
第４ 評決における法律条項の選択 

裁判所の民事判決，刑事判決は，法律に基づいている。 
分析過程は，事実の分析，裁判費用の分析の区別なく，すべて法律に基づいている。し

たがって，すべての事項は，法律に基づいていなければならず，分析欄の最後に，関連す

る法律条項を示さなければならない。 

例えば，事実が貸金契約に関連しているとき，裁判所は，契約法第46条に基づき，第一

審の公判は，民事訴訟法の主に第82条，83条，84条及び85条に基づき，裁判費用に関す

る評決を下すときは，裁判費用に関する法律も参照する。 

選択された法律の条項は，事実の発生順に表示し，その次に，民事訴訟法の条項，そし

て裁判費用に関する法律の条項を，次のように数字の小さい順に記載する。  

契約法第36条及び第46条を参照し， 

民事訴訟法第82条，83条，84条及び85条を参照し， 

裁判費用に関する法律第５条，７条及び12条を参照する。 
 

第４節 
評決32欄 

 
評決は，判決の最も重要な部分であり，この部分で，合議体は，事件に関する最終評決を

下し，それは確定後に執行される。 
                                                 
32  訳注：「主文」に相当する部分であるが，合議体が評議の結果多数決で達する結論として敢えて「評決」と

原意のまま訳している。 

49



 

68 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

評決欄では，合議体の分析から結論が出され，訴訟当事者及び訴訟参加者の権利及び義務

に影響を与えるため，評決の欄の合議体の最終決定は，分析欄と調和し，一致していなけれ

ばならない。 
評決が分析と一致していない場合，判決は一貫性がないものになる。 
例えば，原告は，土地が原告所有のものであることを証明する確実な証拠を有すると分析

されたにもかかわらず，評決で，原告には十分な理由が欠けているとして訴訟を終了した場

合，明らかに，判決は，法律及び認定事実と一致しておらず，控訴及び異議が申し立てられ

る可能性がある。 
判決で合議体が下す評決は，簡潔，簡明で，かつ，正確でなければならない。これは，宣

告では合議体が執行を目的とする必要かつ重要な事項のみに言及するということを意味する。

認定事実の記載は，分析欄で既に行っているため，この欄では必要はない。 
評決は，以下の項目で構成される。 
－ 導入文 
－ 評決の種類 
－ 評決の詳細及び各当事者の義務 
－ 裁判費用 
－ 当事者の控訴権告知 

 
１ 導入文 

原則的に，合議体は，民事訴訟法第 85 条に定めるとおり，公判期日に評決を公開で言い

渡さなければならない。したがって，判決の部分は，「（人名）に対し，次の評決が下され

た。」と記載しなければならない。 
原則に従い，原告及び被告は，裁判所に対して自己の権利を守るため，法廷に出頭しな

ければならない。しかし，場合によっては，原告又は被告は，召喚状を受け取らなかった

ため，又は，他の事件で勾留されているために公判期日を欠席する場合がある。 
原告及び被告の両方が判決の言渡し日に出席した場合，評決は，「判決は，原告及び被告

の出席の下，言い渡された。」と示さなければならない。 
原告又は被告が，裁判所に召喚されたにもかかわらず，正当な理由なく判決言渡し期日

に欠席した場合，又は，当事者が，裁判所にその欠席中の判決言渡しを要求した場合も，

判決は，「判決は，原告又は被告の出席の下で言い渡された。」と記載しなければならない。 
原告又は被告が，何らかの理由で召喚状が届かなかったために召喚状を受け取ることが

できず出頭しなかった場合，判決は，「評決は，原告又は被告の欠席中に言い渡された。」

と表示する（民事訴訟法第 89 条）。 
 
２ 評決の種類及び内容  

評決欄で，裁判所は，民事訴訟法第 93 条に従って以下のとおり第一審判決を言い渡さな

ければならない。 
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・ 原告が申し立てた請求は十分に正当化されないとして，訴訟を終了する。 
・ 被告が提起した反訴は十分に正当化されないとして，被告の反訴を終了する。 
・ 原告の請求又は被告の反訴は十分に正当化されたため，裁判所は，次の評決を言い

渡す。 
－ 事件に応じて，被告は，賠償金，罰金又は損害賠償を原告に支払う。 

又は被告人の反訴が正当化された場合は，その逆である。 
－ 貸借事件の場合，被告は，車両又は動物など，財産を原告に返還する。 

被告の反訴が正当化された場合は，その逆である。 
－ 貸金事件の場合，被告は，貸金元本及び利子を原告に返還する。 

被告の反訴が正当化された場合は，その逆である。 
－ 賃貸事件の場合，被告は，原告が所有する土地又は家屋から立ち退くこと，若

しくはその他の決定。 
被告の反訴が正当化された場合は，その逆である。 

－ 被告は，債務及び民事責任の範囲内で，原告のために保全処分を実施すること，

又は，一定額の賠償金を支払うこと及びその他の場合の判決。 
 

被告が反訴を提起した場合，評決は，最初に原告の請求について言い渡す。 
原告の請求が認められた場合，被告の義務を記載する。 
次に，評決は，被告の反訴が正当化されたか否か，及び履行すべき義務について記載す

る。これは，また第三者に関しても適用する。 
評決は，最初に原告及び被告間の紛争事項について言及し，その次に，第三者が提起し

た請求に言及する。 
金額は，アラビア数字で表記する。 
例 50,000,000 キップの損害賠償を支払うこと。 

 
３ 裁判費用及び手続費用 

－ 税金 
－ 前金：残額は，すべて原告に返還する。 
－ 複写費用 

 
４ 訴訟当事者の控訴権の告知 

原告，被告及び事件の第三者は，民事訴訟法第 97 条及び 99 条に基づき，裁判所の評決

に対し控訴し，又は異議を申し立てる権利を有する。したがって，裁判所は，評決を読み

上げるときに，当事者に控訴権又は異議申立権を告知しなければならない。 
 

評決は，次のように構成する。 
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サンプル１: 
したがって 

ビエンチャン首都人民裁判所の民事合議体は，原告及び被告の出席の下，第一審の民事評

決を公開で言い渡した。 

よって， 原告が 2003 年６月 25 日付けで提起した請求は認容された。  

被告は，元本 4,888 万キップ及び利子 1,613 万 400 キップを原告に返済し，利子は，全額

が支払われるまで発生し続ける。ただし，利子の合計額は，元本を超えないこと。 

被告が原告に返済できない場合は，被告の担保を競売にかけ，その売上金を原告への返済

に使用すること。返済後の残額は，担保の所有者に返還すること。売上金が不十分である場

合，その不足分は，原告に全額を支払うため，他の財源を探すこと。 

被告は，100,000 キップの税金を支払うこと。 

被告は，原告が裁判所に前払した 10,000 キップを返金すること。 

被告は，8,000 キップの複写費用及び判決執行時に発生する全費用を負担すること。 

原告及び被告は，この判決に不服である場合，判決日から 20 日以内に控訴する権利が告知

された。 
 

裁判長 廷吏 
 
 
 

サンプル２ （被告の反訴を含む場合） 
 

したがって 
サバナケット省人民裁判所の民事合議体は，原告及び被告の出席の下，第一審の民事評決

を公開で言い渡した。 

よって，2002 年６月５日付けの原告の請求は認容された。  

原告及び被告間の 2001 年４月６日付けの合意は，破棄する。 

2002 年６月 19 日付けの反訴は，却下する。 

被告は，100,000 キップの税金を支払うこと。 

被告は，原告が裁判所に前払した 50,000 キップを返還し，判決執行のために発生した各種

費用を負担すること。 

原告及び被告は，この判決に不服である場合，判決日から 20 日以内に控訴する権利が告知

された。 
 

裁判長 廷吏 
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サンプル３ （第三者を含む事件） 
 

したがって， 
ビエンチャン首都人民裁判所の民事合議体は，原告，被告及び第三者の出席の下，第一審

の民事評決を公開で言い渡す。 
よって，2004 年３月 22 日付けの原告の請求は，一部認容された。 
被告及び第三者の間で 2003 年９月１日に結ばれた担保契約 No.14/NBT は，原告に属する

部分の半分に関して部分的に破棄する。この部分は被告が担保にする権限がなく，破棄しな

ければならない。 
第三者が 2004 年３月 30 日に提起した請求は，却下する。 

被告は，100,000 キップの税金を支払うこと。 

第三者は，100,000 キップの税金を支払うこと。 

被告及び第三者は，原告が前払した 10,000 キップを返済し，判決執行のために発生した各

種費用を負担すること。 

原告，被告及び第三者は，この判決に不服である場合，判決日から 20 日以内に控訴する権

利が告知された。 
 

裁判長 廷吏  
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民事事件１ 

ラオス人民民主共和国 

平和 独立 民主主義 統一 繁栄 

 
サバナケット省 第一審民事事件番号０５－１６ 

第一審裁判所 ２００５年３月２４日 

民事合議体 

 

 
民事判決 

 
サバナケット省第一審裁判所 

民事合議体は，以下のとおり構成される。 

 
裁判長 ................................................................................................. 

構成員 ................................................................................................. 

構成員 ................................................................................................. 

 
廷吏  ................................................................................................. 

検察官 ................................................................................................. 

 
２００４年１０月２１日付け第一審民事合議体民事事件番号４９を審理するため，２００５年

３月２４日午前９時にサバナケット省人民裁判所で公判を開廷する。 

 
内容：  婚姻後の取得資産分割請求 

 
原告   ソムセイ サットケウト，６８歳（生年月日：１９３７年２月１日），ラオ国籍， 

農業従事者，現住所：サバナケット省フィン地区バン・アモン２番地 

被告   バウンリー，５０歳（生年月日：１９５５年３月１２日），ラオ国籍， 

主婦，現住所：サバナケット省フィン地区バン・アモン６番地 

被告   マニチャン，４８歳（生年月日：１９５７年３月５日），ラオ国籍，主婦 

現住所：サバナケット省フィン地区バン・アモン１６番地 

被告   ター，４６歳（生年月日：１９５９年１月２３日），ラオ国籍，主婦 

現住所：サバナケット省フィン地区バン・アモン３２番地 

 
裁判所は 

 
ラオス人民民主共和国に代わり， 
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法律がラオス人民民主共和国人民裁判所に与えた義務及び権限に基づき， 

原告，被告に対し，合議体構成員，廷吏及び検察官の身上並びに審理する事件を提示し， 

原告，被告及び訴訟参加者に対し，合議体，合議体構成員，廷吏及び検察官を忌避する権利

を告知し， 

原告，被告及び訴訟参加者に対し，自己の訴えを主張する権利を告知し， 

公判で原告，被告の陳述を聴取し， 

検察官の意見を考慮した。 

 
事件の内容 

 

ソムセイ サットケウト（原告）が２００４年１０月８日に提出した訴状の内容及び公判にお

けるその陳述を審理した。陳述の内容は以下の通りである。 

「原告は，チェンと結婚し，バウンリー，マニチャン，ターという名の３名の子をもうけ，ま

た，チェンとともにサバナケット省フィン地区バン・フィンに所在する１．５ヘクタールの建築

用地１区画及び水田地１区画（コック・ムアン田）を取得した。チェンは１９６１年に死亡した。

１９６４年，彼はダラと再婚し，ンヤ，マー，ラーという名の３名の子をもうけ，コンマという

名の子を養子にし，ダラとともにサバナケット省カンタバウリー地区バン・ソンセイに所在する

水田地１区画（コック・バック田）及び家屋が建っている土地１区画を取得した。この土地及び

家屋は売却し，その売却代金は，７名の子の間で適切に分割された。 

その後，原告は，前妻チェンと共同で取得した建築用地及び水田地（コック・ムアン田）を原

告及び２番目の婚姻の子と分割することを被告バウンリー，マニチャン及びターに対して請求し，

かつ，被告３名が分割を拒否する場合は，被告らに対し，２００３年７月４日付けの調停記録に

基づき，原告が後妻ダラと共同で取得した財産の売却代金から被告らが受け取った計２９２２万

３０００キップを返金することを請求する。返金された場合，原告は，チェンと取得した資産の

分割を被告に請求しない。」 

被告バウンリーの２００４年１０月１４日付の答弁書及び公判におけるその陳述によると，原

告はチェンと結婚し，バウンリー，マニチャン及びターの３名の子をもうけた。チェンは１９６

１年に死亡した。建築用地及び水田地１区画（コック・ムアン田）の分割を請求する原告の訴え

に関しては，上記水田地及び建築用地は，元々チェンがその父ボウンフェン及び母デンから譲り

受けて所有していたものであり，原告とチェンが共同で取得したものではない。したがって，被

告は，他の親族とともに原告の請求を拒否する。１９６４年，原告ソムセイ サットケウト（被

告の父）がダラと再婚したとき，被告は，原告とともにサバナケット省カンタバウリー地区バン・

ソンセイに所在する土地及び家屋を共同で購入するために，チェンが所有していた６０，０００

キップを使用した。１９９６年，原告は，１９９６年８月２２日付けの所有権譲渡書が証明する

とおり，被告に土地と家屋を譲った。２００３年，原告は，バン・ソンセイに所在する土地と家

屋を１度目及び２度目の婚姻の子の間で分割することを要求した。この問題は，カンタバウリー

地区裁判所における調停で，当該土地及び家屋を計４０万バーツで売却する合意でもって解決し
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ており，この売上金は，９名の間で平等に分割され，各人に適切に分配された。したがって，原

告は，この問題を再度提起することはできない。 

 
分析 

 

事件簿に含まれる文書，情報及び証拠を徹底的に検討し，審理に基づき，以下のように分析し

た： 

原告ソムセイ サットケウトが，建築用地１区画及び水田地１区画（コック・ムアン田）を共

同で取得した財産であると主張し，それらを原告及びその２番目の婚姻の子と分割することを求

めて被告バウンリー，マニチャン及びターに対し提起した請求は，裁判所の審理の結果，以下の

理由により不当であると認められる： 

２００４年４月１日のバン・フィン行政当局の供述及び２００４年１１月７日の原告の陳述に

よれば，原告が請求するバン・フィン所在の建築用地及び水田地（コック・ムアン田）は，原告

が取得したものではなく，元々チェン（被告の母親）がその両親バウンフェン及びデンから相続

して所有していたものであることが認められた。したがって，これらの資産は，相続及び相続根

拠に関する法律第１６条及び１９条に基づき，チェンの死亡後，チェンの子であるバウンリー，

マニチャン及びターが相続すべきである。相続及び相続根拠に関する法律第１６条は，夫婦の一

方が死亡し，その配偶者及び子が生存している場合，子は，死者が元々所有していた財産を相続

する権利を有していると定めており，第１８条では，死者の先祖及び子孫が，死者の元々所有し

ていた財産すべてを血縁関係の親等に応じて平等に分割して受け取り，死者の生存している配偶

者は，死者が婚姻後取得した財産の死者の所有分のみを相続する権利があると規定している。さ

らに，第１９条は，いずれの場合も異母兄弟は，死者の取得資産の所有分のみを相続する権利を

有すると定めている。 

したがって，原告及びその２番目の婚姻の子は，本件の財産を相続する権利を有していない。

すなわち，原告はチェンの夫であり，原告の２番目の妻の子は継子と見なされ，これらの者は，

チェンが元々所有していた資産を相続する権利を有さない。 

裁判所は，原告の訴えはすべて却下すべきであり，被告バウンリー，マニチャン及びター（チ

ェンの子）は，紛争中の財産を相続する正当な権利を有していると考える。 

原告の請求は，以下のとおりである： 

被告が建築用地及び水田地（コック・ムアン田）を原告と分割することを拒否した場合，原告

は，原告及びダラが共同で取得したバン・ソンセイに所在していた家屋及び土地の売却売上金か

ら被告が受け取った計２９，２２３，０００キップを返金するよう要求する。 

裁判所は，カンタバウリー地区裁判所における２００３年７月４日付の調停記録に基づいて審

理し，当該財産は，原告及びダラが取得したものであり，原告は被告の父親であるため，当該請

求は不当であると考える。より重要なのは，上記金額は調停を通じて合意の上で決められ，原告

及び被告の間で分割され，適切に合意事項が遂行されたことである。 

したがって，この問題は時効になっており，裁判所はそれをさらに審理しない。 
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原告は敗訴し，税金１００，０００キップを支払い，判決の執行費用を負担すべきである。 

 
相続及び相続根拠に関する法律第１６条，１８条及び１９条を参照し， 

民事訴訟法第８２条，８４条，８５条及び９９条を参照し， 

裁判費用法第１条，５条，７条，９条，１０条及び１２条を参照し， 

 
サバナケット省人民裁判所民事合議体は，原告，被告の出席の下，第一審民事裁判の判決を下

す。 

原告の２００４年１０月８日付けの訴えは，すべて却下する。 

原告は，税金１００，０００キップを支払え。 

原告及び被告は，この判決に不服である場合，判決言渡し後２０日以内に控訴することができ

ることが告知された。 

 
裁判長 廷吏 
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民事事件２ 

ラオス人民民主共和国 

平和 独立 民主主義 統一 繁栄 

 
ビエンチャン首都 第一審民事事件番号０５－６１ 

第一審裁判所 ２００５年６月９日 

民事合議体 

 
判決 

 
ビアンチャン首都第一審裁判所 

民事裁判所 

 
裁判長 ................................................................................................. 

構成員 ................................................................................................. 

構成員 ................................................................................................. 

 
廷吏  ................................................................................................. 

検察官 ................................................................................................. 

 
２００５年３月６日付け第一審民事合議体民事事件番号６３を審理するため，２００５年６月

９日午前８時にビアンチャン首都人民裁判所で公判を開廷する。 

 
内容：  遺産分割 

 
原告   シファフォン レウアムセイ，４３歳（生年月日：１９６２年１月４日），ラオ国籍， 

公務員，現住所：ビアンチャン首都セイセッタ地区バン・ノンボン５番地 

原告   シファファン レウアムセイ，４１歳（生年月日：１９６２年２月１０日），ラオ国籍， 

商人，現住所：ビアンチャン首都シサッタナク地区バン・ドンパラン８番地 

原告   シリフォン レウアムセイ，３９歳（生年月日：１９６６年３月３０日），ラオ国籍， 

教師，現住所：ビアンチャン首都チャンタバウリー地区バン・シサバス１２番地 

原告   ソナリー レウアムセイ，３７歳（生年月日：１９６８年３月１４日），ラオ国籍， 

公務員，現住所：ビアンチャン首都セイセッタ地区バン・タット・ルアン２番地 

原告   シダラ レウアムセイ，３５歳（生年月日：１９７０年１月２日），ラオ国籍， 

商人，現住所：ビアンチャン首都シサッタナク地区バン・ノンチャン６番地 

原告   シソンフォン レウアムセイ，３３歳（生年月日：１９７２年２月４日），ラオ国籍， 

公務員，現住所：ビアンチャン首都セイセッタ地区バン・ノンボン５番地 

被告   オンシー レウアムセイ，６８歳（生年月日：１９４７年１月２０日），ラオ国籍， 
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主婦，現住所：ビアンチャン首都セイセッタ地区バン・ノンボン５番地 

第三者  ポウトン センディ，３５歳（生年月日：１９７０年２月２８日），ラオ国籍，商人 

現住所：ビアンチャン首都セイセッタ地区バン・ナサイ１４番地 

 
裁判所は 

 
ラオス人民民主共和国に代わり， 

法律がラオス人民民主共和国人民裁判所に与えた義務及び権限に基づき， 

原告，被告及び訴訟参加者に合議体，合議体構成員，廷吏及び検察官を忌避する権利を告知し， 

原告，被告，第三者及び訴訟参加者にその事件を処理する権利を告知し， 

原告，被告，第三者及び証人の証言を聴取し， 

検察官の意見を考慮した。 

 

事件の内容 

 

原告シファフォン，シファファン，シリフォン，ソナリー，シダラ及びシソンフォン計６名が

２００５年２月２７日に提出した訴状及び公判におけるその証言によれば，原告らは，被告オン

シー（母）及び訴外トンカム レイアムセイ（父）の間で生まれた。この両名は，原告シファフ

ォン，シファファン，シリフォン，ソナリー，シダラ及びシソンフォン６名の子をもうけ，次の

不動産を取得した： 

土地一区画及びそこに建てられた２階建ての家屋で，トンカム及び被告の名前で１９７９年発

行の土地権利書００８に登記されている。 

１９８０年，トンカムは死亡し，上記不動産は，被告の管理下に入った。 

１９９５年，被告は，１９９５年１１月７日付けの貸金契約及び担保契約に基づき，上記不動

産を担保にして，第三者ポウトンから金を借りた。契約の満期時，被告は返済できず，１９９７

年８月１９日付け不動産譲渡契約書１１５/ＮＢＴに基づいて第三者ポウトンに担保不動産すべ

てを譲渡した。 

しかし，法律によれば，共同取得財産の半分はトンカム（原告の父親）に属していたため，被

告は，上記不動産すべてを第三者ポウトンに譲渡する権利を有しない。 

したがって，原告は，第三者ポウトンに譲渡された不動産について，父トンカムの持分の範囲

内で１９９７年８月１９日付け不動産譲渡契約１１５/ＮＢＴの取消し及び１９７９年に発行さ

れた土地権利書００８に基づく（原告の父親の所有）部分の所有権の再取得を求めて訴えを提起

した。 

 

２００５年５月５日付けの答弁書，２００５年３月１２日付けの供述録取書及び被告オンシー 

レウアムセイの陳述によれば，紛争中の不動産は，被告及びトンカムが真に共同で取得したもの

であり，原告が主張するとおり，被告は，トンカムとの間に，シファフォン，シファファン，シ
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民事事件２ 

リフォン，ソナリー，シダラ及びシソンフォンという名の６名の子をもうけた。１９９５年，被

告は，ソンボウン フェイサンから５００，０００バーツを借り，１９９５年１１月７日付け担

保契約に基づき，１９７９年発行の土地権利書００８の不動産を借金の担保にした。被告は，貸

金の元金及び利子をソンボウンに返済できず，ソンボウンは，上記不動産を担保にして，第三者

ポウトンから２，０００，０００バーツの貸金追加を保障することに合意した。いずれにせよ，

被告は，法律に従って，子に不動産の半分を譲渡することを誓約する。 

 

２００５年５月１０日付けの訴状及び第三者ポウトンの公判における証言によれば，１９７９

年発行の土地権利書００８で登録されている土地及び２階建の家屋は，被告オンシーが貸金の担

保にした。被告は，返済できなかったために，１９９７年８月１９日付け不動産譲渡契約１１５

/ＮＢＴに基づいて同不動産を第三者ポウトンに譲渡した。したがって，被告の子は，不動産の

返還を請求できず，被告の同不動産に対する所有権は既に第三者ポウトンに譲渡されたため，被

告はもはや同不動産を所有していない。したがって，被告は，不動産を子に分割することができ

ない。 

 
評決 

 

事件簿に含まれる文書，情報及び証拠，並びに公判中の審理の詳細かつ徹底的な検討に基づき，

以下が認められた： 

被告オンシーからトンカム（原告の父親）が所有していた不動産の一部返還を求める原告シフ

ァフォン，シファファン，シリフォン，ソナリー，シダラ及びシソンフォンの請求は，トンカム

及び被告の名義になっている１９７９年発行の土地権利書００８に基づいて根拠がある。当不動

産は，トンカム及び被告が所有する婚姻財産と認められる。さらに，２００５年５月５日付けの

答弁書及び２００５年３月２１日の証言で，被告は，当不動産が真にトンカムと共同で取得した

ことを認めた。 

相続及び相続根拠に関する法律第１６条によれば，配偶者及び子がいる者が死亡した場合，そ

の子は，死者が元々所有していた財産を相続する権利を有し，婚姻中に共同で取得した財産は，

半分を死者の配偶者に，もう一方の半分はその子の間で等分割することと定められている。トン

カム（原告の父親）は１９８０年に死亡した。 

したがって，裁判所は，相続及び相続根拠に関する法律第１６条に定めるとおり，１９７９年

発行の土地権利書００８に基づきトンカム及び被告オンシーの名義で登記された２，１００平方

メートルの土地及び２階建のコンクリート製家屋を等分割し，一方は被告オンシーに，もう一方

はトンカムが残した不動産で原告６名に遺産として与えられなければならないと判断する。 

被告が第三者に譲渡した不動産の１９９７年８月１９日付け譲渡契約１１５/ＮＢＴについて，

同不動産は，トンカム（原告の父親）及び被告が共同で取得したものであるため，１９７９年発

行の土地権利書００８で登記されている同不動産を第三者からの貸金の担保とすること及び貸

金の返済の代わりに同不動産すべてを第三者に譲渡することは不適切であり，相続及び相続の根
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拠に関する法律第１６条に基づき，原告の父親が所有していた範囲内でその契約の取消しを求め

る原告の請求は根拠があると認められる。 

したがって，裁判所は，被告及び第三者ポウトンとの間で結ばれた１９９７年８月１９日付け

の不動産譲渡契約書１１５/ＮＢＴを当該不動産のトンカムに属していた部分の範囲内で部分的

に取り消すことは適切であると考える。すなわち，被告は，当該部分を第三者に譲渡する権利を

有しておらず，その範囲内で契約を取り消すべきである。被告が所有する部分は，別部分である

と見なされ，契約法第１５条第２項に基づいた，被告及び第三者間の適切な事項であると認めら

れる。 

 

これに対し，不動産の所有権は，被告から第三者に適切に譲渡されたとする第三者ポウトンの

主張は，当該不動産が被告及びトンカムの共同所有であったため，根拠がない。したがって，１

９９７年に行われた被告から第三者への不動産全体の譲渡は，被告が当該不動産の半分しか所有

しておらず，その半分しか譲渡する権利がなく，もう一方の半分は，トンカムの正当な相続人で

ある原告が１９８０年に所有したものであるため，不適切であった。被告は，土地を担保にした

こと及び原告の持分の第三者への譲渡について原告に通知しなかったため，それを第三者に譲渡

する権利がない。 

したがって，上記の評決に基づき，被告及び第三者間の不動産譲渡契約は部分的に無効である

とする。 

 

被告は敗訴し，税金１００，０００キップを国家に支払い，裁判所の判決執行で発生する経費

すべてを負担する。原告が裁判所に以前支払った２０，０００キップは，２００５年６月１日に

裁判所会計課が作成した支出報告書に示すとおり，手続費用として裁判所がすべて使用しており，

この金額は被告が原告に返金しなければならない。 

敗訴した第三者は，税金１００，０００キップを国家に支払わなければならない。 

契約法第１５条を参照し， 

相続及び相続根拠に関する法律第６条，１６条及び１０条を参照し， 

民事訴訟法第８２条，８４条，８５条及び９９条を参照し， 

裁判費用法第５条（新規），７条，９条及び１２条を参照し， 

 

ビアンチャン首都人民裁判所合議体は，原告，被告及び第三者の出席の下，第一審判決を公開

で言い渡す。 

 
２００５年２月２７日付けの原告の訴えは根拠がある。 

被告及び第三者間の１９９７年８月１９日付け不動産譲渡契約書は，同不動産の半分がトンカ

ムの所有になっており，被告は，その部分を譲渡する権利がないため，その部分の範囲内で部分

的に取り消す。 

トンカム及び被告の名義になっている１９７９年発行の土地権利書００８で登記されている
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ビアンチャン首都セイセッタ地区バン・ノンボン所在の土地２１００平方メートルは，原告及び

被告間の紛争対象物であり，２分割し，一方は被告オンシーが所有し，トンカムが所有していた

もう半分は，トンカムが死亡しているため６等分し，彼の子である原告が相続する。 

第三者ポウトンが２００５年５月１０日に提起した訴えは却下する。 

被告は，国家に税金１００，０００キップを支払え。 

被告は，原告が裁判所に預けた２０，０００キップを返金せよ。 

第三者は，国家に税金１００，０００キップを支払え。 

原告，被告及び第三者は，この判決に不服である場合，判決言渡し後２０日以内に控訴するこ

とができることを告知された。 

 
裁判長 廷吏 
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民事事件３ 

ラオス人民民主共和国 

平和 独立 民主主義 統一 繁栄 

 
ルアンパバーン省 第一審民事事件番号０５－０９ 

第一審裁判所 ２００５年２月１７日 

民事合議体 

 

 
判決 

 
ルアンパバーン省第一審裁判所民事合議体 

 
裁判長 ................................................................................................. 

構成員 ................................................................................................. 

構成員 ................................................................................................. 

 
廷吏  ................................................................................................. 

検察官 ................................................................................................. 

 
２００４年７月３日付け第一審民事合議体民事事件番号２３３を審理するため，２００５年

２月７日午前９時にルアンパバーン省人民裁判所で公判を開廷する。 

 
内容：  雇用契約 

 
原告   ソムサクシー ハッキエット，４４歳（生年月日：１９５１年１月１７日）， 

ラオ国籍，教師，現住所：ルアンパバーン省カンタバウリー地区バン・セイサン

ファン６番地 

被告   ハンサナ，４２歳，実業家 

現住所：ルアンパバーン省カンタバウリー地区バン・フアクワ１２番地 

 
裁判所は 

 
ラオス人民民主共和国に代わり， 

法律がラオス人民民主共和国人民裁判所に与えた義務及び権限に基づき， 

原告，被告に合議体構成員及び廷吏の身元，及び本件を提示し， 

原告，被告及び訴訟参加者に合議体，合議体構成員，廷吏及び検察官を忌避する権利を告知し， 

原告，被告に自らの事件を処理する権利を告知し， 
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公判で原告，被告及び証人の証言を聴取し， 

検察官の意見を考慮した。 

 
事件の内容 

 

労働者の代表者である原告ソムサクシー ハッキエットが２００４年５月３日に提出した訴

状及び公判における原告の陳述によれば，原告は，被告ハンサナに対し，原告及びルアンパバー

ン省文化学校の他の従業員４９名の未払賃金計２２，０００，０００ キップを請求することを，

２００４年４月１０日付けの委任状に基づいて同校の従業員５０名に任命された。この賃金は，

１名当たり日当２２，０００キップで５０名の労働者を採用するという被告の２００４年２月１

日の口約束に基づき，原告及び他の従業員が被告のために長さ２５０メートル，幅４メートルの

排水溝を取り付けた工事代金である。同工事は，２００４年２月２日に開始し，２月２１日に終

了し，計２０日間かかった。未払いの賃金査定額は計２２，０００，０００キップで，被告は，

それを１週間以内に支払うと述べた。しかし，被告は支払を拒否したため，原告は，賃金２２，

０００，０００キップの支払を求めて，被告に対し，訴えを提起した。 

 
被告ハンサナの２００４年５月２７日の答弁書及び公判における被告の陳述によると，被告は，

２００４年２月に排水溝の工事のため，確かに作業員を採用し，１人当たり日当２２，０００キ

ップを支払うことに同意した。労働者は各地から採用され，その賃金は３９，６００，０００キ

ップに上った。しかし，ルアンパバーン省文化学校から採用された労働者は３０名のみで，彼ら

は１５日しか働かず，その未払賃金は，９，９００，０００キップのみである。被告は，チャイ

ケオ建築会社からの被告に対する賃金支払が未払のため，労働者の賃金が未払のままになってい

ることを認める。 

 
評決 

 

事件簿に含まれる文書，情報及び証拠の詳細かつ徹底的な検討及び公判の結果に基づき，以下

が認められた： 

２００４年２月１日，被告ハンサナは，排水溝の工事のためにルアンパバーン省文化学校から

労働者５０名を１人当たりの日当２２，０００キップで採用することに同意し，工事は，２００

４年２月２１日に終了した。 

工事の終了後，労働者の代表である原告ソムサクシー ハッキエット及び被告ハンサナは，共

同で未払賃金を計算した。５０名の労働者の内，２０名が２０日間働き，３０名が１８日間働き，

その結果，未払賃金額は 

２２，０００キップｘ ２０名ｘ ２０日間＝ ８，８００，０００キップ 

２２，０００キップｘ ３０名ｘ １８日間＝１１，８８０，０００キップ 

合計８，８００，０００＋１１，８８０，０００＝２０，６８０，０００キップ 
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になった。 

被告は，計算覚書に署名し，計算した合計額の賃金が未払いであることを認め，２００４年２

月２６日付けの覚書に基づいて１週間以内に賃金を支払うことに同意した。 

１週間後，原告は，支払を請求したが，被告は支払う金を所有していなかったため，原告及び

被告は，２００４年３月１５日付の和解記録を作成し，被告は１か月以内に原告に賃金を支払う

ことに同意した。これらの事実は，覚書２通，及び原告，被告両名の証言によって裏付けられる。 

上記は，すなわち，原告及び被告が，労働法第１２条に定める雇用契約を結び，同契約に基づ

き，原告は，契約に定める排水溝を取り付ける義務を負い，被告は，契約に従って賃金を全額支

払う義務を負うことを意味する。 

これに関し，被告は，原告に賃金を支払わず，２００４年５月１７日付けの答弁書及び２００

４年７月２０日の供述では，９，９００，０００キップの賃金のみが未払であることを認めた。

このような被告の行為は，合意に基づいて義務を適切に履行した原告に損害を与えており，また，

被告は，排水溝の設置のために５０名の労働者を採用したこと及び２００４年２月２６日付けの

賃金覚書に基づいて２０，６８０，０００キップの賃金が未払いであることを認めた。 

したがって，裁判所は，被告について，労働法第１２条に基づき，原告ソムサクシー ハッキ

エットが代表を務めるルアンパバーン省文化学校の従業員５０名に対して２０，６８０，０００

キップの賃金を支払う責任があると判断する。 

 
審理によると，文化学校から採用された労働者は３０名のみであり，彼らは１５日間しか労働

せず，支払うべき賃金は９，９００，０００キップのみであるという被告の主張は，何ら裏付け

証拠がない。 

反対に，２００４年２月２６日付けの未払賃金覚書によると，文化学校の従業員５０名が採用

され，その内，２０名が２０日間働き，３０名は１８日働き，合計２０，６８０，０００キップ

の賃金が未払であるということが明白である。 

被告は，その覚書に署名したこと，また賃金が未払いであることを認めた。 

賃金が原告に支払われていないのは，チャイケオ建設会社が工事費用を被告に支払っていない

からであるという被告の主張は，本件がチャイケオ建設会社と何ら関係がないため，単に責任逃

れと支払延期のための言い訳であると判断する。 

原告及び被告の間で契約が結ばれたため，権利と義務が発生し，原告は，その義務を履行した

ので，原告は被告に賃金を請求する権利を有し，被告は，法律に基づき，２００４年２月２６日

付けの未払賃金覚書で合意したとおり賃金を全額支払う義務を負う。 

 
ルアンパバーン省文化学校の労働者５０名に対する未払賃金２２，０００，０００キップの支

払を求める原告の請求は，部分的に根拠があると認められる。２００４年２月２６日付けの未払

賃金覚書によると，３０名が１８日間働き，原告と被告が共同で計算し，確認した賃金は，計２

０，６８０，０００キップのみであった。この証拠以外に，原告は，被告が２００４年２月２６

日付けの覚書に示す以上の賃金を支払わなければならないということを証明する証拠を有して
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いない。 

したがって，裁判所は，上記の未払賃金覚書に基づいて裁判する。 

 
原告は，訴訟手続費用として裁判所に１００，０００キップを支払った。この前金は，２００

５年１月１５日に裁判所の会計課が発行した支出報告書のとおり，裁判所が全額使用した。した

がって，この金額は，被告が原告に返済しなければならない。 

人民裁判所の費用に関する法律の新しい１１条に定めるとおり，本件は賃金の支払請求という

性質のため，税金の支払は免除される。 

労働法第１２条を参照し， 

契約法第１８条を参照し， 

民事訴訟法第８２条，８４条，８５条及び９９条を参照し， 

裁判費用法新第１１条を参照し， 

 
ルアンパバーン省人民裁判所の民事合議体は，原告，被告の出席の下，第一審の判決を公開で

言い渡す。 

原告の２００４年５月３日付けの訴えは，部分的に認められる。 

被告は，原告に２０，６８０，０００キップの賃金を支払え。 

被告は，原告に１００，０００キップの前金を返金せよ。 

原告及び被告は，この判決に不服である場合，判決言渡し後２０日以内に控訴することができ

ることを告知された。 

 
裁判長 廷吏 
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ラオス人民民主共和国 

平和 独立 民主主義 統一 繁栄 

 
チャンパサック省 第一審民事事件番号０４－４９ 

第一審裁判所 ２００４年１１月１４日 

民事合議体 

 

 
判決 

 
チャンパサック省第一審裁判所民事合議体 

 
裁判長 ................................................................................................. 

構成員 ................................................................................................. 

構成員 ................................................................................................. 

 
廷吏  ................................................................................................. 

検察官 ................................................................................................. 

 
２００４年１０月２１日付け第一審民事合議体民事事件番号５５を審理するため，２００４年

１１月１４日午前９時にチャンパサック省人民裁判所で公判を開廷する。 

 
内容：  販売契約 

 
原告   ニョトサック キエットソン，３５歳（生年月日：１９６９年３月１３日）， 

ラオ国籍，実業家，現住所：チャンパサック省パクセ地区バン・フォクハム３番地 

被告   アコン ロプリ，３８歳（生年月日：１９６６年８月２７日），ラオ国籍，運転手

現住所：チャンパサック省パクセ地区バン・ヤンノイ８番地 

 
裁判所は 

 
ラオス人民民主共和国に代わり， 

法律がラオス人民民主共和国の人民裁判所に与えた義務及び権限に基づき， 

原告及び被告に合議体構成員，廷吏，検察官の身元，及び本件を提示し， 

原告，被告及び訴訟参加者に合議体，合議体構成員，廷吏及び検察官を忌避する権利を告知し， 

公判で原告，被告の証言を聴取し， 

事件を処理する権利を訴訟当事者に告知し， 
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公判で訴訟当事者及び証人の証言を聴取し， 

検察官の意見を考慮した。 

 
事件の内容 

 

２００４年８月２６日に原告ニョトサック キエットソンが提出した訴状及び公判における

原告の証言によれば，２００３年７月１４日，被告アコン ロプリは，車両をクレジットで購入

する契約を原告のトウクトウク組立工場と結んだ。当該車両は，エンジン番号１４７８６８１，

シャーシ番号ＳＳ１０．０００３，青色で，ダイハツ製の乗用車であった。販売契約は，１３０，

０００バーツで結ばれ，被告は，８０，０００バーツを支払い，残額５０，０００バーツは２０

０３年７月１４日から２００３年１２月１４日までの５か月間で支払われる予定であった。 

しかし，上記期間の満了後，被告は，２００４年１月１５日まで残金を支払わなかったため，

訴えが提起された。 

 
被告アコン ロプリが２００４年１０月１１日に提出した答弁書，及び彼の公判における供述

によると，被告は，実際に１３０，０００バーツの価格でトウクトウクを原告の組立工場で購入

した。そして，工場が車両を支給し，後日，事業許可の手続を行い，残額は１２か月間で支払う

ことを条件に，６０，０００バーツが既に支払われたが，工場から車両を受け取った後，原告の

工場が消費税を支払わなかったために，車両は登録できなかった。被告は，工場にこの問題を提

起したが，解決策は見つからず，被告は，税金の支払のために２０，０００バーツを追加で原告

に支払ったが，原告は，このお金を税金の支払いに当てなかったため，被告の商業活動が妨害さ

れた。したがって，被告は収入がなく，原告に残額５０，０００バーツを支払うことができなか

った。 

 
被告アコン ロプリの２００４年９月１５日付けの反訴及びその公判における証言によれば，

被告は，原告が請求する残額５０，０００バーツを支払うことに同意するが，最初に，販売契約

で定めるとおり，被告が車両を登録できるように必要な書類を処理すること，そして残りのスペ

ア部品をすべて被告に手渡すよう原告に命令することを裁判所に請求した。その後であれば，被

告は原告に車両価格の残金を支払う。 

 
原告ニョトサック キエットソンの２００４年９月２５日付けの反訴に対する応訴及び公判

における証言によると，原告は，車両の書類を処理し，被告にスペア部品を提供することに同意

したが，被告は，車両登録に必要な戸籍，申請書，保証書及びその他の書類を提出せず，さらに，

原告が被告に署名するよう書類を送ったにもかかわらず，被告はその書類に署名せず，返送して

こなかったため，原告は，車両の書類をすべて処理することができなかった。スペア部品に関し

ては，被告に適切に供給された。 
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評決 

 

事件簿に含まれる文書，情報及び証拠の詳細かつ徹底的な検討，及び公判の結果に基づき，以

下が認められた： 

原告ニョトサック キエットソンは，２００３年７月１４日付け販売契約０５８/ＡＰに基づ

き，被告アコン ロプリに対し，１３０，０００バーツの車両をクレジットで販売することに同

意した。被告は，８０，０００バーツを支払い，残金の５０，０００バーツは，２００３年７月

１４日から２００３年１２月１４日までの５か月間で支払う予定であった。被告は，満期日まで

に残金を被告に支払わなかった。 

被告に残金５０，０００バーツの支払を求める原告の請求は根拠があると認められる。 

 

原告が国に消費税を支払わなかったために，被告は車両を登録できず，車両を使用できなかっ

たために支払期日まで収入がなかったので支払えなかったという被告の主張は，被告が原告から

車両を購入して上記金額が未払であることを認めたので，単なる言い訳であると裁判所は判断す

る。 

契約法第３７条は，買手は，商品の価格を全額支払う義務を負うと定める。したがって，被告

は，原告による車両の登録に関係なく，全額を支払う義務を履行しなければならない。さらに，

２００３年７月１４日付け販売契約０５８/ＡＰは，原告が車両を登録しない場合，被告は支払

う必要がない，と規定していない。原告が車両を登録しない場合，被告は原告の義務履行を請求

する権利を有するので，裁判所は，被告の主張を認めない。 

 

書類の適切かつ完全な処理及び残りのスペア部品の支給を求めて被告が原告に対して提起し

た反訴は，根拠がある。２００３年７月１４日付け販売契約０５８/ＡＰに，原告は，登録のた

めの必要な書類処理及びスペアタイヤ，クリック，修理キーなどのスペア部品を被告に支給する

義務を負うと規定しているが，原告は，契約に定める条件に従って義務を履行しておらず，これ

は契約違反であり，被告に損害を与えている。したがって，原告は，契約書の条件に従って，必

要な書類を適切に処理し，被告にスペアタイヤ１つ，クリック１つ及び修理キー１セットを支給

しなければならない，と判断する。 

被告は，戸籍，申請書，保証書及びその他の必要な書類を原告に提出しなかった，とする原告

の主張は，単に言い訳であり，当該文書は，販売契約の署名時に，被告がすべて提出し，原告は，

また，２００４年６月４日の証言で原告が述べたとおり書類作成費用という目的で被告から現金

を受け取った。しかしながら，原告は，被告のために文書を処理していないので，上記の理由で

述べるとおり，被告のために必要な車両の書類をすべて処理しなければならない。 

被告に対してスペア部品を既に支給したとする反訴に対する原告の応訴は，単なる言い訳であ

り，そのような主張を裏付ける証拠がないため，根拠がない。 

 

原告の訴え及び被告の反訴は，両方根拠があると認められる。 
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したがって，裁判所は，原告，被告両名がそれぞれ５０，０００キップの税金を支払わなけれ

ばならないと判断する。 

また，原告は，裁判所に３０，０００キップを前払いし，これは全額，訴訟費用として使われ

たので，被告が１５，０００キップを負担すべきである。 

 

したがって， 

 

チャムパサック省人民裁判所の民事合議体は，原告，被告の出席の下，第一審の判決を言い渡す。 

原告の２００４年８月２６日付けの訴えを認める。 

被告は，原告に残金５０，０００キップを支払え。 

被告の２００４年９月１５日付け反訴を認める。 

原告は，被告のために必要な書類すべてを処理し，スペアタイヤ１つ，クリック１つ及び修理

キー１セットを被告に支給せよ。 

原告及び被告は，それぞれ５０，０００キップの税金を支払え。 

被告は，原告が支払った前金に対し，１５，０００キップを返金せよ。 

 

原告及び被告は，この判決に不服である場合，判決言渡し後２０日以内に控訴することができ

ることが告知された。 

 

裁判長 廷吏 
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To : icdmoj@moj.go.jp 
From : Asia 

E ~ MAI L 

 

起訴（prosecution） 
 “prosecution“で英越辞典を引くと，“truy to（チュイ・トー）”というベトナム語が出て

きます。これは，起訴状を裁判所に提出して刑事訴訟を開始する「起訴」を指す言葉で

すが，この“truy to”をそのまま漢字に直すと「追訴」となります。“truy（チュイ；追）”

は，追求する，詳しく尋ねるといった意味を持っています。 
 他方，「起訴」という漢字にそのまま対応するベトナム語もあります。それは“khoi to
（コォイ・トー）”です。“khoi （コォイ；起）”は，始める，起こすという意味を持って

います。 
 実は，この“khoi to”の語は，ベトナム刑事訴訟法においては 100 条以下，捜査段階の

立件手続につき用いられている語です。そのため，この点の理解が不足している日越通

訳を用いると，「起訴」という日本語を“khoi to”と訳してしまい，その結果，捜査段階

の立件手続に関する発言だとベトナム側が誤解して，混乱が生じたりします。 
 職権主義的なベトナム刑事訴訟法では，起訴に伴い事件記録も裁判所に送付されます。

また，起訴便宜主義も採用されていません。それゆえ，捜査手続と公判手続の結びつき

は，極めて強いものといえます。それを考えると，「捜査の開始＝“to（トー；訴）”の開

始」として，その段階が「起」訴，公判の開始段階が「追」訴となるのは，なるほどと

理解できるようにも思われます。ただ，他方で，ふと，こうした用語法自体も，案外，

捜査手続と公判手続の性質の区別や捜査記録と公判記録の区別等に係る意識の深化を阻

む要因となり得るのではと思わされるところです。 
 

（JICA ベトナム長期派遣専門家 中島 朋宏）
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～ 国際研修 ～ 

第３回カンボジア法曹養成支援研修 

 
国際協力部教官 

亀卦川 健 一 
 

１ はじめに 
国際協力部では，平成１９年７月９日から同月２０日までの間，カンボジア王国からの

研修員 16 名に対し，第３回法曹養成支援研修を実施した（研修日程は資料１：日程表，研

修員は資料２：研修員名簿のとおり）。 
本稿が，カンボジア法曹養成支援の現状や今後の課題について検討する一助となれば幸

いである。 
なお，本研修には，カンボジア法曹養成研究会，同民事訴訟法作業部会から多大な御支

援・御協力を頂いており，この場をお借りして関係各位に深甚の謝意を表したい。 
 

２ 研修実施の背景 
法務省では，従前から，カンボジアに対する法整備支援として，独立行政法人国際協力

機構（JICA）の政府開発援助の枠組みの下，民法・民事訴訟法などの起草支援と裁判官な

どの法曹養成支援に取り組んできており，その活動内容は本誌でも度々紹介してきた1。 

平成１８年にカンボジアの国会で可決・公布された民事訴訟法は，本研修後の平成１９

年７月からカンボジアで適用されたが，同法は，従前の職権主義的な公判手続を日本の民

事訴訟法などと同様に当事者主義による公判手続に大転換したものであり，裁判実務に与

える影響は多大なものと制定当時から予想されていた。 

他方，法曹養成支援については，法曹育成カリキュラムをカンボジア人の手で作成する

能力を得させることを最終目標に，当部は，新規裁判官及び検察官の養成，現職裁判官及

び検察官の継続教育等を実施する機関として設立されたカンボジア王立裁判官・検察官養

成校に対して，平成１６年１月から当部教官を JICA 短期専門家として繰り返し派遣し，平

成１８年２月からは，当部教官柴田紀子を JICA 長期専門家として同養成校に派遣（平成２

０年３月までの予定）し，民事科目の教材作成・カリキュラム策定，講義内容の改善や教

官育成などに対する支援を行ってきた。 

上記養成校において，新しい民事訴訟法手続の下での手続を具体的に理解できる教育が

実効的に行われるためには，既に作成されている民事訴訟第一審手続マニュアルに対応す

                                                 
1 三澤あずみ「カンボジアにおける裁判官・検察官養成の動向とその支援」（ICDNEWS18 号１頁），三澤あずみ，

関根澄子，柴田紀子「国際協力部教官座談会・私たちのカンボジア法整備支援」（ICDNEWS25 号３頁），柴田紀

子「カンボジアの法曹養成に向けて～民事模擬裁判～」（同号 33 頁），木内秀行「カンボジア王国王立司法官職養

成校民事模擬裁判に参加しての感想」（同号 56 頁） 
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る第一審の模擬記録の作成が必要不可欠であり，民事訴訟法の普及にも有用であると考え

られた。 
そこで，平成１８年１０月から，上記柴田長期専門家が指導し，これに当部教官が協力

する形で，養成校の教官候補生である裁判官，司法省職員及び弁護士により結成された模

擬記録作成チームによって模擬記録作成作業が開始され，第２回カンボジア法曹養成支援

研修（平成１９年２月実施）において，模擬弁論準備手続や同調書の作成に向けた演習等

を実施した2。 
 
３ 第３回法曹養成支援研修までの活動 

第２回法曹養成支援研修においては，弁論準備手続についてカンボジア人研修生がロー

ルプレイを行い，期日調書などを作成する作業を行ったが，全体として，裁判官役の訴訟

指揮が不慣れで，当事者に対して争点の整理を促さず，証拠の採否が不明瞭なまま，漫然

と期日を進行させており，期日調書についても内容を要約せず当事者の発言をすべて逐語

的に記録する冗長なものを作成していた。 
その背景には，従前，カンボジアにおいては職権主義的民事訴訟が行われていたことや

本人訴訟の割合が極めて高く，当事者が主張・立証するという当事者主義の概念が乏しか

ったことがあると思われた3。 
この点については，研修の実を挙げるために，まず日本側によるロールプレイをカンボ

ジア側に見せることで，弁論準備手続においては，当該事件の紛争の実体を解明するのに

役立つ主要事実，間接事実を明らかにして争点を整理し，主要な争点について裁判所と当

事者双方が共通の認識を持ち，立証を要する事実を明確にした上，これを立証するために

必要かつ適切な証拠を整理するといった同手続の大きな流れについてイメージを持たせる

べきであり，期日調書についてもまず日本の実務で一般に行われている要約式の調書を見

本として配布するなどの工夫が必要である旨の指摘を法曹養成研究会から受けた。 
それを受けて，平成１９年５月２日に，当部教官らによる模擬弁論準備手続のロールプ

レイを行い，JICA-Net によって上記作成チームなどに視聴させたところ，手続について理

解が深まった，具体的イメージが持てたといった声が多く寄せられ好評であり，ロールプ

レイ式による指導方法が有効であることが確認された。 

 
４ 第３回法曹養成支援研修の概要 
（１）来日前の準備について 

本研修においては，第２回法曹養成支援研修に引き続き，模擬記録作成のために，弁論

準備手続の結果陳述及び口頭弁論手続を行い，証人尋問，原告・被告本人尋問を実施し，

                                                 
2 研修に至る経緯や内容については関根澄子「第２回カンボジア法曹養成研修」（ICDNEWS31 号 158 頁）参照。 
3 第３回研修後に判明したことではあるが，カンボジアにおいては，事件記録の綴り方や保管などが日本と大幅

に異なり，事件単位毎に調書を作成し編綴するのではなく，裁判官が個人単位で所持する記録帳のようなノート

に事件内容を記録し当事者が内容を確認して署名するという慣習を有していたことも逐語的調書作成の一因であ

ったと思われる。 
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その結果に基づいて，判決書を起案することを予定していた。 
研修員は，グループ①６名（裁判官２名，司法省２名，弁護士２名），グループ②５名

（裁判官３名，司法省１名，弁護士１名），グループ③５名（裁判官２名，司法省２名，

弁護士１名）の３グループに分け，各グループに順番に裁判官役，原告代理人役，被告代

理人役をさせ，どのグループも裁判官役を務めるようにした。これはカンボジアの新民事

訴訟法においては，人証の尋問の順序について，原則としてまず裁判官が尋問し，必要に

応じて当事者が尋問するという従前の職権主義的運用に配慮した規定を置いているため，

仮に裁判官役を特定の研修員グループに固定すると，裁判官役のみ多く尋問を経験するこ

とになり，教育機会や効果の均等が図れないと考えたためである。 
原告，被告，被告妻は，本職を始め日本人が行うこととした。 
各グループには，あらかじめ，原告代理人役には原告の，被告代理人役には被告及び被

告妻の，というように，それぞれ当事者代理人として尋問を行う対象になる者の供述案の

みを配布し，反対当事者側には配布しないという形式をとった。 
各グループは，来日前に，供述案に基づいて裁判官役を行う際の尋問案，代理人役を行

う際の尋問案を作成した。 
 
（２）事前講義等 

講義１として，弁論準備手続，民事訴訟法の基本理念や全体的な枠組，請求段階・主張

段階・証明段階の各段階において当事者主義等がどのように機能するか，主要事実と間接

事実の区別，弁論準備手続の結果陳述などについて説明した。 
講義１の詳細については，担当当部教官宮﨑朋紀の報告が本誌 99 頁以下にあるので参照

されたい。 
講義１を補足し，その理解を深めるために消費貸借契約について事案に基づいて主要事

実，間接事実，補助事実などを検討させる課題を配布し，翌日の講義２において研修員に

答えさせたところ，おおむね正答しており，この点に関する理解が大分進んできているこ

とがうかがえた。 
ただ，消費貸借契約については再三，本研修以前からカンボジア側に知識をインプット

してきた契約類型であってその成果ともいえ，売買など他の契約類型については今後，同

様に主要事実や間接事実の整理ができるよう指導していく必要があると思われる。 
講義２として，尋問について，民事訴訟における事実認定の手法，供述証拠の信用性判

断の方法を説明した上，効果的な尋問方法について，具体例をあげて説明し，模擬裁判に

おける尋問を工夫するよう指導した。 
 
（３）模擬裁判 

本件事案の概要は，原告が，２００４年６月１日，弁済期日２００６年６月１日，利息

年 10 パーセント，遅延利息年 20 パーセントとの約定で，被告に 8,000 ドルを貸し渡した

ところ，弁済期日を経過しても１ドルも返済されなかったと主張して，被告に対し，元本
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と利息の合計 9,600 ドルと遅延利息の支払いを求めて提訴したのに対し，被告は，弁済期

日に 6,000 ドルを一部弁済し，残債務については免除を受けた旨主張し争っているという

ものである。 

当事者間に，消費貸借契約の成立と金銭の交付については争いがなく，争点は一部弁済

の有無と債務免除の有無である。 

模擬記録の証拠上争いがない事実としては，弁済期日に被告が銀行口座から 5,000 ドル

を引き下ろしたこと，同日付の被告と被告親族間の 1,000 ドルの消費貸借契約書が存在す

ること，同日午後，被告が被告妻を同伴して原告と会ったこと，一部弁済を示す 6,000 ド

ルの領収証が作成されていないこと，２００６年７月ころから原告が被告方を再三訪問し

支払いの督促をしていることである。 

上記事実のうち，領収証が作成されなかった事実について，原告は弁済を受けていない

からである旨主張し，被告は，原告から全額弁済するまで領収証を作成しないと言われ，

友人関係にあったためそれ以上強く求められなかった旨主張している。 

さらに被告の用意した上記 6,000 ドルの使途先について，原告は，被告の父親の病気治

療代である旨主張し，被告は弁済期後に原告が 5,000 ドル程度の中古の日本車を購入した

ことをもって原告に一部弁済したことの証左であり，父親の病気に同情した原告が 3,600

ドルの残債務について免除した旨主張している。 

本件においては，一部弁済・免除を直接認定する書証がないため，弁済期日における原

告・被告の言動が事実認定の柱であり，原告，被告，被告妻の人証による立証の成否が問

われる事案であった。 

 
◎弁論準備手続結果陳述 

カンボジア民事訴訟法 116 条に基づいて，裁判官役の研修員が，原告代理人役の研修員

に請求を明らかにさせて争点を整理させ，被告代理人役の研修員に反論など補充すべき点

を確認するというやり方で，弁論準備手続において行われた手続の内容を陳述させた。 

日本においては，単に弁論準備手続の結果を陳述すると発言する行為のみによって行わ

れるこの手続について，カンボジアにおいては民事訴訟法に忠実に，かつ，傍聴人に裁判

の内容が理解されるようにすべきという考え方から，再度，弁論準備手続で行われた内容

について具体的に各代理人役は陳述したものと思われ主張争点整理は相当であったが，証

拠関係について何ら触れられることは無かった。 

これは弁論準備手続で行った書証の取調べ，人証の採否決定など証拠関係の手続につい

て，結果陳述を行うことで，口頭弁論手続において取り調べられるなどしたことと同様に

なり，初めて判決にも用いることができるという認識が薄かったためと思われる。 

すなわち，カンボジアの従前の実務においては主張と証拠が峻別されておらず，当事者

の行為によって訴訟手続が段階を踏んで進められていくという新しい民事訴訟法の考え方

が厳密には理解されていなかったことが原因と推察された。 
この点については，本研修中に，日本側による弁論準備手続結果陳述のロールプレイを
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見せ，両者の違いを議論させることで，カンボジア人研修員の理解改善を図った。 
 

◎被告本人尋問 
被告役は，法曹養成研究会委員の礒川剛志弁護士が担当した。 
上記のとおり，裁判官の尋問，原告代理人の補充主尋問，被告代理人の反対尋問の順番

で尋問を行った。 
尋問については，時系列ではなく，争点である一部弁済の有無，免除の有無について直

接，「～をしたか」というような事実を正面から尋ねる尋問が多く，「なぜ～をしたのか」，

「なぜ～をしなかったのか」といった理由を尋ねるような尋問はほとんど行われなかった。 
このため，原告の主張を上塗りして確認しているにとどまり，信用性判断に役立つよう

な供述は得られていない印象を受けた。 
時間的にも，３者合わせて極めて短時間で終了しており，判決の基礎とするには不十分

であった。 
これは従前のカンボジアの民事裁判においては本人訴訟が多く当事者による尋問が想定

しにくかったこと，研修員らが供述証拠の信用性判断をどう行うのかについて経験が浅く

判断に有用な尋問を行えないということが主たる原因と思われる。 
加えて，裁判官役の研修員らは，裁判官があまり多く尋問することで中立性を失うので

はないか，当事者の尋問の機会を奪うことになって当事者主義に反するのではないかと危

惧した旨講評時に述べており，当事者主義に忠実であろうとして，研修員らが，新しい民

事訴訟法による具体的な尋問のイメージを描ききれず，極端に裁判官の役割を謙抑的に捉

えてしまったことも理由と考えられた。 
そこで，急きょ，日本側による被告本人尋問のロールプレイを実演して見せ，翌日の原

告本人尋問，被告妻証人尋問に反映されることを期待した。 

 

 ◎原告本人尋問・被告妻証人尋問 

原告役は当部の宮崎教官が，被告妻役は JICA 長期専門家でもある当部の柴田教官がそれ

ぞれ担当した。 

前日とは違い，各役とも，おおむね時系列にしたがって質問し，特に争点に関係する弁

済期日の行動について具体的理由も尋問するなど日本側ロールプレイを参考に尋問内容を

工夫した様子がみられた。 
ただ，いくつか今後の問題点も浮かび上がった。 
まず，争いのない事実について繰り返し尋問し，弁論準備手続で取り調べ済みの証拠に

ついてわざわざ示し，改めて単純にその内容確認する尋問をするなどの問題が認められた。 
これは，研修生が理論では当事者主義を理解していても，従前の職権主義的な真実追究

を主目的とする民事訴訟観の残滓があるため，争いのない事実であっても裁判官に疑問が

あれば質問しようとしたものと思われた。 
次に，裁判官役が原告・被告両代理人の尋問を裁判官役の尋問と同一の重複尋問である
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として制限する場面がやや頻繁に見られ，代理人役が事前に準備した尋問を行えず困惑し

ている様子がうかがえた。 
上記のとおり，カンボジアの新民事訴訟法は当事者主義を基本としつつ，弁護士の絶対

数が少なく本人訴訟が多い現状に配慮するなどして，尋問については原則として裁判官が

先に尋問する方式を定め，場合によっては当事者が先に尋問を行う（交互尋問）ことを認

めているが，裁判官の意識や運用次第で公判運営に相当な影響をもたらすものと思われ，

今後も当事者主義における裁判官，代理人弁護士や当事者の役割についてよく説明してい

く必要があろう。 
また，異議については，あくまで訴訟の進行を円滑・適正に行うためのものであり，ど

ういった場合に異議を誰が申し出るのか，異議を認める基準は何かといった点について，

今後はより具体例に基づいて教えていくのが適当と思われた。 
 

◎最終弁論 
原告被告各代理人役グループがそれぞれ，当事者・証人尋問を基に最終弁論を行った。 
 

◎判決言渡し 
３グループがそれぞれ判決書を起案した。いずれも原告勝訴の判決であった。 
３通の判決書についての問題点の指摘と改善は，法曹養成研究会に諮った上で，本研修

後に行われた JICA-Net セミナーで行われたため本稿では割愛する。 
 

◎模擬裁判講評など 
当部教官に加え，法曹養成研究会委員の上記礒川弁護士，同本間佳子弁護士が参加し，

研修員らと率直な意見交換を行い，模擬裁判においてより改善すべき点を指導した。 
両弁護士からは，豊富な実務経験に裏打ちされた有用な助言が多くなされており，この

場を借りて改めてお礼を申し上げたい。 
両弁護士の講評については，本誌 103 頁以下を参照されたい。 
講評において，重点的に日本側から意見を述べた点は，上記で指摘したとおり，当事者

主義の下で，職権主義的な裁判官主導の尋問規定をどのように運用すべきかという点であ

った。 
この点，カンボジア側からは 

「代理人のいない事件については，事件をスムーズに処理するために，裁判官が先に

尋問した方がいい。カンボジアでは多くの事件は代理人がなく，それに読み書きさえで

きない当事者もいる。代理人のいる事件については，裁判官が先に尋問するが，できる

だけ尋問を少なくし，次に代理人に尋問の時間を取る方式がいい。最後に足りないので

あれば，裁判官がさらに追加尋問を行う。」（裁判官研修員） 
「当事者及び証人の尋問は非常に重要であり，また真実を探るために，当事者・証人

尋問の評価によって心証形成が不可欠である。その目的を効率的に達成するために，尋
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問順番を決めた方がいい。民訴法では，裁判官，主尋問，反対尋問と規定されているた

め，その順番を守った方がいいが，裁判官の尋問は最低限度にし，代理人の尋問をでき

るだけ多くした方がいい。しかし，代理人のいない事件，又は代理人がいても尋問の下

手な代理人の付いた事件については，裁判官の尋問が重要な役割を持っている。また，

もし代理人から先に尋問をしたいという旨の申立があった場合は，代理人から尋問して

もらった方がいい。」（裁判官研修員） 
「裁判官が先に尋問してもいいが，事件の概要にのみ限定する。優先的に当事者側に

詳細にその尋問の機会を与える。足りない部分については裁判官が補足の尋問を行う。

裁判官としてはあまり詳細に尋問しない方がいい。詳細に尋問を行うと当事者がどちら

かに偏るとの印象を受けられてしまう可能性がある為である。裁判官は当事者若しくは

代理人が重複の尋問時にその尋問を止めるのではなく，重複の尋問をしないように注意

を喚起するだけにした方がいい。」（弁護士研修員） 
「口頭弁論において，裁判官は必要最小限の質問を行い，できるだけ当事者を弁護す

る代理人に多くの機会を与えた方がいい。またカンボジアの現状では，弁護士の数が少

なく，一部の州では弁護士が皆無に等しいため，もし裁判官が尋問を主導しなければ審

理が混乱を来し，スムーズに審理が行えなくなるおそれがある。基本的に事件によって，

迅速にかつ公正に処理するために，裁判所は自ら判断し，尋問のやり方を臨機応変に採

用した方がいい。総合的に判断し，弁護士の数が非常に少ない現状において，裁判官が

多く質問するのか，それとも代理人が多く質問するのかは裁判官の裁量に委ねる。」（司

法省研修員） 
などの意見が出され，本人訴訟においては裁判官が積極的に尋問を行うが，代理人が付い

ている訴訟においては，まず代理人に尋問させる方式の方が望ましいというものがほぼ全

員が一致した意見であり，また，カンボジアの実情に即していると思われる。 
 
（４）その他 

◎条文輪読会 
本研修においては，民事訴訟法の訴え提起から判決まで条文ごとに担当者を決め，そ

の日の日程終了後，研修員のみで条文の輪読会を行い，その場で提出された疑問につい

て書面にして翌朝提出させることにした。これは条文の知識理解を深めるとともに研修

員側の関心や理解が不十分な点がどの部分にあるかを教官側が把握するのに有益である

と考えて行ったものである。 
研修員からは，条文が想定する具体的事例や土台になった日本民事訴訟法の実務にお

ける当該条文の運用について送達や欠席判決などを中心に約 50 問ほど質問が出された。 

例えば，条文で用いられている「疎明」とは何か，どういった資料で「疎明」を認め

るのか，「重大な過失」とはどのような場合か，「やむを得ない場合」とはどのような

場合かなど，具体的事案の解決を通じて，カンボジアの国情に応じて決められるべき事

柄，換言すると判例や実務の蓄積によって確立されていくべき事柄について質問がなさ
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れる傾向がある。 
今後は，日本とカンボジアの国情の違いから，日本の解釈論を単純にカンボジアに移

植するだけでは不十分であり，カンボジア人自身の手によって法解釈を行い，判例を蓄

積していく重要性についても自覚させていく必要があるように思われた。 
これらの質問については，後日，当部教官において回答を作成しカンボジアに送付す

ることとなっている。 
 
◎特別講義 

竹下守夫民事訴訟法作業部会長及び上原敏夫委員から，民事訴訟法の基本理念と第一

審手続の流れについて講義を行い，三木浩一委員及び山本和彦委員から，連帯保証の事

案を設例としつつ，公示送達，欠席判決，文書提出命令，鑑定，仮差押え，確定判決の

効力などが争点に含まれる事例問題の指導を行っていただいた。 
事例問題について議論を行うロースクール的ゼミ方式の教育方法は，研修員の参加意

欲を高めるだけでなく，研修員の理解度を測る上でも有用であり，今後の研修において

も積極的活用が望ましいと思われる。 
 

◎東京高等裁判所表敬 
東京高等裁判所に法曹養成研究会参与委員である柳田幸三同高裁部総括判事，南敏文

同高裁部総括判事を表敬訪問した。 
その際，研修員からは，「和解で当事者をどのように説得するか」，「カンボジア民

訴施行において困難が予想される点は何か」など，研修員が実務家の観点から強い関心

を持っていた疑問点について質問がされ，両判事から回答をしていただいた。 
 
５ 研修成果と今後の課題 

本研修は，新民事訴訟法がカンボジア全土に適用される直前に実施しており，研修員ら

の課題や講義に取り組む姿勢や熱意は従来にも増して顕著であり，本職を始め，研修に参

加した日本側関係者全員にとって非常にやりがいを感じることとなった。 
特に，模擬裁判の準備，条文輪読会，特別講義のための事前課題など研修時間外におけ

る作業は，研修員の研修への主体的参加意欲を高めただけでなく，民事訴訟法の一審手続

部分について実務的な理解を深める上で効果的だったと思われる。 
教育方法として，日本側がロールプレイを実演し，それを手本にまねることから始める

というやり方も有用だったと思われる。 
研修員らからは，「民事訴訟法について十分理解しているつもりだったがいまだ不十分

だったことを自覚した。」，「訴訟の手続について具体的イメージが持てた。」など積極

的に評価する声が聞かれた。 
一方，内容的には，判決書の改善や執行・保全分野の教育など積み残している部分も少

なくなく，今後の研修内容を検討する必要がある。 
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また，前回の研修時に比べて研修員らの能力は確実に向上しており，同じ研修員に複数

回連続した研修を行うことの有用性も確認された。反面，日本で研修し能力の認められた

研修員について，カンボジアにおける法曹教育でどのような役割を果たしていってもらう

べきかについて今後検討することは，プロジェクトを運営する上で重要であろう。 

最後に，本研修の成功には，柴田 JICA 長期専門家が参加して研修員らの問題意識を日本

側に橋渡ししたことと研修監理員である天川芳恵氏，スワイ・レン氏（五十音順）が正確

な通訳を行ってくれたことが大きく寄与していることを付言する。 
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第３回カンボジア法曹養成支援研修を担当して 
 

国際協力部教官 
  宮 﨑 朋 紀 

 
１ 私は，２００７年７月９日(月)から２０日(金)まで２週間にわたり，ともに同年４月に

国際協力部に着任したばかりの亀卦川教官と，第３回カンボジア法曹養成支援研修を担当

した。 

私にとっては，カンボジアの研修員らと直接顔を合わせたのは初めてのことであったが，

研修を通じて積極的に質問をする姿や熱心にメモをとる姿が印象的であった。一方，研修

員らにとっては，宿泊場所と研修場所との間の慣れない電車通勤に加え，毎日宿泊場所に

帰ってからの課題（民事訴訟法の条文の輪読会）を与えられるなど，ハードな２週間であ

ったようだが，最後のアンケートや後に伝え聞いたところでは，充実した研修であったと

感じてもらえたようである。改めて，この研修のカリキュラムに参加し，研修員らに対し

て内容の濃い講義やコメントをしていただいた諸先生方に深い感謝の意を表したい。 
以下では，今回の研修のうち，模擬裁判及びそれとともに実施した講義，講評の中で感

じたことを中心にお伝えしたい。 
 

２ 講義の内容について 
模擬裁判に並行して，講義１「民事訴訟の基礎」，講義２「尋問について」，講義３「判

決起案指針」という３つの講義を行った。 
講義１は，今回の模擬裁判で行う「弁論準備手続の結果陳述～尋問～最終弁論～判決起

案」のすべてに関わる前提知識を確認するもので，「請求段階，主張段階，証拠段階の区別」，

「当事者主義の意義」，「主要事実と間接事実の各意義，機能」といったトピックを取り上

げた。なお，「主張責任と証明責任」についても取り上げる予定であったが，時間の関係で

そこまでは進めなかった。 
 

３ 研修員らとのやりとりの中で感じたこと 
（１）請求段階，主張段階，証明段階について 

講義１で，まず請求段階について説明を始めたところ，ある研修員から，カンボジア

民事訴訟法 75 条２項２号の「請求を特定する事実」と同条３項の「請求を理由付ける事

実」の違いは何かという質問がされた（日本民事訴訟法にも同様の規定がある）。すると，

研修員らがみな一斉に何やら発言を始め，この２つの概念の違いについてほぼ全員が理

解できておらず，強い関心を持っていたことがうかがわれた。しかし，しばらく時間を

かけ，具体例も挙げて，前者が請求段階に関するものであり，後者が主張段階に関する

ものであることを説明すると，おおむね納得したようであった。その他の請求段階と主

張段階の区別については，比較的スムーズに理解されたように思われる。 
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一方，主張段階と証明段階の区別，特に「当事者の主張」と「当事者本人尋問の供述」

との違いの話をすると，やはり，研修員らから疑問が呈された。「やはり」と書いたのは，

前任者から「この点は何度説明しても研修員らから繰り返し質問される」旨の引継ぎを

受けていたためである。具体的には「当事者尋問に対し，代理人弁護士が代わって答え

られないのか」などの質問がされた。予め準備していた説明をしたが，その後も延々と

質疑が続き，その中で「これまでのカンボジアの民事訴訟では，当事者は弁護士にすべ

てを任せ，法廷には出てこないのが通常であった。もし，尋問に代理人弁護士が答えら

れないとすれば，当事者本人が法廷に出られないときにはどうなってしまうのか」とい

った問題意識も含まれていることが分かった。そもそも主張段階と証明段階をなぜ分け

るのかという点を含め，主張段階と証明段階の説明にはかなり苦労した。 
今回の研修員らは，実際に模擬裁判で当事者本人尋問を体験してみることにより，双

方に弁護士が付いた訴訟での「当事者の主張」と「当事者本人尋問の供述」の違いにつ

いてはイメージを持つことができたようであるが，弁護士不足のために本人訴訟が多く

の割合を占めるといわれるカンボジアの現状を考えると，上記の点を含めて主張段階と

証明段階の違いをカンボジアの裁判官一般に認識させるまでには，時間がかかるのでは

ないかという感想を抱いた。 
（２）主要事実と間接事実について 

この点の説明をするに先立ち，試みに研修員らに対し，あえて「間接事実」という用

語の説明をせずに「模擬裁判の事案について，取り上げるべき間接事実を挙げてもらい

たい」と順番に尋ねてみた。そうすると，それぞれが特に迷うことなく間接事実を指摘

し，その的確な回答ぶりに感心した。 
主要事実と間接事実に関する研修員らとのやり取りをもう１つ御紹介したい。判決起

案についての事前説明をしていた際，研修員の１人から「事実摘示欄には主要事実だけ

を記載すればよいのか，間接事実も記載すべきなのか」との質問がされたが，よいポイ

ントを突いた質問であり，日本側を喜ばせた。このときは「基本的には主要事実を書く

ことに集中すべきである。間接事実を書いてもよいが，冗長にならないようにすべきで

ある」などと要点だけを伝えるにとどめ，起案に取り掛かってもらった。そして，判決

講評の際に，この点について感想を聞いたところ，「間接事実まで書くことになると裁判

官が忙しくなってしまい，処理が大変なので主要事実のみ書くべきだと思った」という

思わずクスリとする意見が述べられた一方，ある研修員は「主要事実だけ書けばよい。

間接事実は理由欄で触れれば十分であり，事実摘示欄に書くと重複が生じる」との意見

を述べ，別の研修員は「判決の分かりやすさの点からすると，間接事実もある程度記載

した方がよい。理由欄では，事実摘示欄に記載したことを前提に，重複しないように書

けばよい。また，事実摘示欄には重要な間接事実だけ書くことにすればよい」という意

見を述べた。研修員らが非常によい議論をしてくれたと感じ，今回の研修の中で最も強

く印象に残った場面の一つである。 
（３）調書異議について 
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「調書異議の手続について教えてほしい」という質問は，私が着任して以来，講義の

テーマ等に関わりなく，繰り返される質問の一つであったが，今回も同様にその質問が

された。私自身経験がなかったため，日本民事訴訟法の逐条解説等を調べながら回答を

していたが，時間をかけて質問の意図を聞いてみると，「カンボジアでは，当事者が書記

官を信用しておらず，調書に異議が申し立てられることが多いため，従前，期日が終わ

るたびに，書記官が走り書きで作成した調書を当事者双方が確認し，それにそれぞれが

拇印を押すという運用をしていた。ところが，新しい民事訴訟法には当事者が拇印を押

さなければならないという規定がない。それでは調書異議申立てが続出すると思う。規

定にはないが，事実上拇印を押させる運用をしてもよいか」ということを言いたかった

ことが分かった。この質問を始めとして，質問者の意図を十分確認し，カンボジアの従

前の実務を理解しなければ，的確な回答ができないことを研修中繰り返し感じた。 

（４）執行，保全について 

研修中の自由な質問時間の中では，執行，保全に関する質問が多かった。それも，「仮

差押えと仮処分の違いが分からない」とか「勝訴判決を得たが，被告に財産がない場合

はどうしたらよいか」などといった初歩的な質問が多かったため，本研修の２か月後の

９月に行った JICA-Net セミナーのテーマに執行，保全を取り入れた。その後も現地から

執行，保全に関する質問が多数寄せられており，現段階でこれらの分野への対応に苦慮

していることがうかがわれる。 

 

４ 今回の模擬裁判を振り返って 

(１) 今回の模擬裁判を通じて，研修員らが実際に手続を体験しながら，各手続について考

えを深めたということが私たちにも伝わってきた。 

先に触れた「判決書の事実摘示欄に間接事実を書くべきか否か」の点，また，他の方々

の文章で触れられている「尋問の順序は，裁判官が先がよいか，代理人弁護士が先がよ

いか」の点をはじめとして，研修員らが実際にやってみたことにより，体験に基づいた

非常によい議論がされたと感じたことが何度もあった。 

(２) また，今回の模擬裁判を通じて，研修員らが今どのくらいのレベルにいるかというこ

とを把握することができたと感じる。 

争点整理や尋問に関しては，詳しくは他の方々の文章で述べられているとおり，全体

に事前に予想していたよりも高いレベルにあったと思う。 
判決書については，３グループ中１つのグループの事実摘示欄は，主要事実をおおむ

ねもれなく指摘していたほか，「重要な間接事実」を簡潔に指摘しており，驚くほどすっ

きりとまとまったものであった。もっとも，それ以外の部分及び他のグループの判決起

案は，まだまだ改善が必要という印象であったが，私自身が修習生や新任判事補だった

ころの判決起案を思い起こしてみると，彼らの起案についても，現段階ではまだ，特に

悲観的になるほどのことはないように感じた。 
(３) 法曹養成研究会において従前指摘していただいていたことであるが，模擬裁判の前に，
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あるいは，並行して，日本側から「見本をやってみせる」ことにより，手続のイメージ

を持つという効果が更に上がるように思われた。 
弁論準備手続については，本研修に先立つ５月に礒川弁護士と，当部亀卦川教官と私

の３名で，JICA-Net を通じて実演して見せたところ，好評であった。今回の模擬裁判で

は，１人目の人証の尋問はあまりにあっさり終わってしまったが，上記経験もあったの

で，急きょ日本側から尋問の実演をしてみせたところ，翌日行われた人証の尋問は見違

えるように改善した。これらのことは，他の方々の文章に詳しく触れられているとおり

である。 
(４) さらに，今回本間弁護士，礒川弁護士をお呼びし，講評を担当していただくなどした

が，極めて有意義であったと感じる。お二人とも弁護士の立場から，各手続で重視すべ

き点を指摘された上，尋問において細かい事情を丁寧に拾われ，負け筋の側でも決して

あきらめない姿勢，勝ち筋の側でも決して油断しない姿勢を示されていた。このような

姿勢はカンボジアの研修員らに伝わり，当事者主義を支える弁護士がどのような仕事を

しなければならないかというイメージを持ってもらえたと思う。また，カンボジアの法

整備支援に長く携わっているお二人は，今回の模擬裁判を見て研修員らのレベルが向上

したことを実感されたようであり，研修員らに賞賛と激励の言葉をかけておられたが，

これらは研修員らにとって大きな励みになったであろうと思われる。 
 
５ ２００７年１２月に，カンボジア現地において，カンボジア王立裁判官・検察官養成校

の２期生，３期生合同の模擬裁判が行われる。その際は，本研修と同じ記録を用い，今回

の研修員中の教官候補生７名（うち６名は同校１期生）は指導役に回ることになる。この

ように，まず自らが模擬裁判を体験し，その後，後輩が行う同じ事案の模擬裁判の指導役

を担当するというのは，教官養成としてよい手法ではないかと考えられ，今後も続けてい

ければよいと考えている。まずは１期生の教官候補生である彼らが，後輩たちに対し，ど

のような指導をしてくれるかが楽しみである。 
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第３回カンボジア法曹養成支援研修（模擬裁判）に参加しての感想 
 

弁護士 礒 川 剛 志      
 

私は，大阪弁護士会に所属する５１期の弁護士であるが，２００５年１１月以降，国際

協力機構（JICA）より委嘱を受け，カンボジアの裁判官養成のプロジェクトに参加してい

る。主な活動内容は，おおむね３か月に１回開催されるカンボジア法曹養成研究会に委員

として出席することであるが，今回を含め我が国での本邦研修に３回参加し，カンボジア

王立裁判官・検察官養成校でも１度，民法講義を担当したことがある。 
今回の本邦研修では，過去に一度，本邦研修で会ったことのある研修生を対象として，

模擬裁判への協力及び講評を行った。模擬裁判では，被告本人役を担当し，研修生からの

尋問を受けた。通常の弁護士としての仕事の関係もあり，自らが担当する部分以外の模擬

裁判を傍聴することはできなかったが，研修生から自ら受けた尋問につき，日本の弁護士

として，また，被告本人役としてのコメントを講評で行った。 
模擬裁判の事案の詳細は，国際協力部教官のレポートに譲るが，被告は，原告から金員

を借用した事実は認めるものの，その大部分につき返済を行い，残りを免除してもらった

旨の主張を行っている。できるだけ，模擬裁判に臨場感を出すため，メモを見ずに供述で

きるよう，事前に国際協力部から交付を受けた被告本人の供述案を前日に暗記したが，「ソ

ック・ボラー」，「キエウ・アート」といったカンボジア人の人名が覚えられず苦労した。 
カンボジア民事訴訟法の規定により，証人及び本人尋問は，裁判官がまず行い，続いて

被告代理人からの質問，原告代理人からの質問がなされた。裁判官がまず尋問を行うとい

う点が日本の民事訴訟法と大きく異なる点であり，この点，どのような質問を裁判官役が

行うのか，それに応じて，当事者代理人がどの程度の質問を行うのか，多いに興味があっ

たところである。 
結果としては，裁判官からの尋問は，あまり具体的な内容には踏み込まないものであっ

た。そして，それに続く被告代理人からの尋問も突っ込んだ内容ではなく，そのまま原告

代理人からの反対尋問に移行してしまった。我々の感覚からすれば，裁判官からの尋問と

証人申請側の代理人からの尋問を併せて，少なくとも日本の訴訟における主尋問的な内容

がカバーされなければならないという認識があったが，そういう意味では，主尋問的な内

容がカバーされないまま，反対尋問に移ってしまったという印象である。 
この点については，後の講評において問題点を指摘したところ，裁判官役からは，「裁判

官がまず尋問することに法律上なっているが，当事者主義や両当事者に代理人がついてい

ることを意識して敢えてあまり尋問しないことにした。」，被告代理人役からは，「裁判官が

十分尋問してくれると期待していた。」といった趣旨の発言があった。このような結果は，

カンボジア民事訴訟法で，当事者主義を取りつつ，尋問の順序を従来のカンボジア実務に

合わせて，裁判官がまず尋問を行うという規定になっていることから生じたものと思われ，

研修生の説明にむしろ納得させられた感じであった。講評においては，裁判官が日本の証
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人申請側代理人による主尋問のような形で一通りの内容につき尋問を行うことも，あるい

は当事者に代理人がついている場合に，敢えて尋問内容を控える，更には尋問の順序を変

更する，といった対応もいずれも間違いではないと説明した。今後の実務の中で，一定の

スタイルが定着してゆくものと思われ，実務を通じてカンボジア側が独自に決めるべき問

題と考えたからである。一方で，スタイルが定着するまでの間は，今回の模擬裁判のよう

な事態が生じないよう，例えば，弁論準備手続の中である程度，裁判官と当事者代理人が

尋問の順序や役割分担につき協議するといったことが必要ではないかとの指摘を行った。

日本の裁判実務においても，弁論準備手続において，主尋問や反対尋問の時間につき，「主

尋問 20 分，反対尋問 30 分，補充尋問 10 分」といった形で事前協議を行うケースがあると

思うが，同じような形をとって，裁判官がどの程度，最初に尋問を行うか，両当事者代理

人に伝えることは有益であろう。 
これに対して，反対尋問は，上記のような問題と無関係であったこともあり，それなり

のレベルの尋問がなされたように思う。尋問技術として気になり，後に講評でコメントし

た内容としては，①あまり時系列に沿った形で質問がなされておらず，証人が混乱を招く，

②単発的な質問が多く，聴き手が具体性を持ってストーリーをイメージできない，③ある

質問に対する証人の証言を前提とし，さらに突っ込むといった質問が少ない，という点が

あった。もっとも，このような問題点というのは，日本の司法修習生の模擬裁判を見てい

ても感じられるものであり，致命的な問題だとは思わなかった。 
研修生の私に対する証人尋問が終った時点で，前述のとおり，裁判官と被告代理人との

役割分担がなされていないとの危惧を参加した日本側スタッフ全員が持ったことから，急

遽，日本側スタッフによるモデル裁判を見せることにした。国際協力部の宮﨑教官が裁判

官役，柴田長期専門家が被告代理人役，亀卦川教官が原告代理人役を行い，私は引き続き，

被告本人役を行った。予めモデルとなる尋問及び供述内容が記録作成用に用意されていた

ため，台本どおりのモデル裁判を行ったものである。なお，モデル裁判では，カンボジア

の民事訴訟法の規定を重視して，裁判官が最初に突っ込んだ内容の尋問を行い，証人申請

側代理人がこれを補完する形の尋問を行った。 
日本側スタッフが急遽行ったモデル裁判は，研修生にはおおむね好評だったようである。 
日本側スタッフが実演を行うことは，カンボジア民事訴訟法上，解釈に委ねられている

部分に関して，先入観を与えてしまうというリスクがある。しかしながら，一方で，実際

に具体例を目にすることは研修生にとってイメージを持ち易く，極めて有効な研修方法で

ある。実際，私は傍聴することができなかったが，翌日行われた原告本人尋問においては，

研修生の尋問内容，尋問技術ともに格段の進歩があったと聴いている。先入観を与えると

いう問題に関しても，講評に際して，別の解釈の仕方，例えば，当事者代理人から先に尋

問をさせるといった方法もあること，そのメリット・デメリットを指摘することにより，

十分回避可能ではないかと思った。 
講評に際しては，前述のとおり，当方の疑問に対して，研修生から納得のゆく説明があ

ったり，あるいは，研修生からの質問についても，根拠のある質問がなされ，研修生が新
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しい民事訴訟法に対して一定の理解を持っているとの印象を受けた。私が２年前にこのプ

ロジェクトに参加する時点で，前任の教官等から，「カンボジアの研修生からは，とにかく

意味の分からない質問が多い」といった説明を受けていたが，研修生のレベルがある程度

向上し，質問の質が改善されてきているのではないかと思う。 
今般の本邦研修では，私の他に東京の本間弁護士が模擬裁判に参加された。法務省の国

際協力部主導のプロジェクトではあるが，我々日本の弁護士，特に若手の弁護士がどんど

ん参加できる機会があれば良いと思う。単にカンボジアの発展のためという大義だけでは

なく，支援する我々としても異なった文化，考え方に接する良い機会である。先般，カン

ボジアの裁判官・検察官養成校で民法講義を行った際も，生徒から我々日本の法曹が既に

当たり前と思う法哲学的な質問があったりと，指導する立場の我々が考えさせられること

もあった。 
私の場合，このような法整備支援に従前から興味があったわけではなく，留学からの帰

国時に大阪弁護士会を通じての打診がたまたまあったことから，また，通常の弁護士業務

にそれほど支障とならないという説明があったことから，本プロジェクトに参加すること

になった。しかし，現在では，国際的な意義のある活動に関与することができ，また，貴

重な経験を積む機会を与えられたことに感謝しているところである。 
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第３回カンボジア法曹養成支援研修に参加して 
 

弁護士 本 間 佳 子 
 
１ 研修の概要 

２００７年７月９日から２０日にかけて，カンボジア法曹養成支援プロジェクトの本邦

研修が行われた。参加したメンバーは，最年少 24 歳から最年長 37 歳までの，現職若手裁

判官，弁護士，司法省職員合計 16 名であり，そのうちの数名は，カンボジア王立裁判官・

検察官養成校の教官候補者である。 
この研修では，法務省法務総合研究所国際協力部が中心になって模擬裁判を行い，その

前後に法総研教官の皆様並びに竹下守夫先生，上原敏夫先生，三木浩一先生，山本和彦先

生から講義があり，正に，「論理と実践」の両方から「知のシャワー」を浴びるような，充

実した研修が行われた。 
私は，このうち，大阪で行われた模擬裁判の原告本人尋問と証人（被告の妻）の尋問並

びに最終弁論を傍聴し，講評を担当した。なお，被告本人尋問については，弁護士の礒川

剛志さんが傍聴・講評を担当された。 
ここでは，私が模擬裁判傍聴・講評を通じて感じたところを記させていただく。 

 
２ カンボジアメンバーの成長を実感したこと 
（１）主要事実と間接事実の関係について 

模擬裁判を傍聴して，うれしい驚きをもって確認した第一のことは，カンボジアメン

バーが間接事実の機能を理解したということだった。 
これまで，民事訴訟法起草支援のプロジェクトでのワークショップなどにおいて，カ

ンボジアのベテラン裁判官にとって，主要事実と間接事実の違いを理解することが非常

に困難であるという問題があった。そして，間接事実の機能をどうやって理解してもら

ったらよいかということが，常に課題になっていた。 
今回の研修では，模擬裁判において，消費貸借契約の事例で，一部弁済があったかど

うかと残債務の免除があったかどうかが争点となるものを取り上げ，決定的な書証がな

いという状況において，間接事実の積み重ねによって主要事実を推認させる方法で立証

するという手法に取り組んだ。尋問の前後の講義でも，丁寧に，主要事実，間接事実，

補助事実について解説され，正面から，この課題に取り組んでいただいた。 
その結果，模擬裁判では，重要な間接事実がよく拾われた尋問が行われ，後の解説・

講評の議論において，カンボジアメンバーから，争点は一部弁済の事実の有無と債権者

から免除があったかどうかであるという認識を前提にして，証人から引き出した証言は，

「間接事実」を示すものだったこと，それによって主要事実を立証しようとしたことを

確認する発言がなされた。この発言は，間接事実の機能が理解されていることを示すも

のであると評価できた。 
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（２）主張と証拠の関係について－とくに本人尋問の結果が証拠であることについて 
以前の民事訴訟法関係の研修で，もうひとつ大きな課題だったことは，主張と証拠の

峻別が難しいということだった。特に，本人の陳述が証拠になるというのは，何度説明

してもなかなか理解が得られなかった。これは，これまでのカンボジアの民事裁判が，

調査手続を含む，かなり徹底した職権主義・糾問主義の構造をとっており，さらに，ほ

とんどの事案が弁護士のつかない本人訴訟であるという事情が関係していると思われる。

結果的に，民事裁判の経験のあるベテラン裁判官にとって，当事者が法廷で言うことは

「主張」であって証拠とは違うという固定観念から脱却するのはとても困難なことのよ

うだった。 
今回，証人尋問とならんで原告本人及び被告本人の尋問を行うなかで，若いカンボジ

アメンバーは，比較的自然に，本人尋問の結果が証拠になるということを肌で感じたよ

うだった。体験の意味するところは大きく，模擬裁判が新しい民事訴訟法の普及のため

に大変有効な手段であることがよくわかった。 
 

３ 今後の課題が感じられたこと 
（１）争いの無い事実の取扱い－弁論主義との関係 

弁論主義については，すでに何回か，本邦研修や現地ワークショップなどで取り上げ，

自白された事実は立証を要しないこと，争いのある事実についてのみ証拠調べがなされ

るべきことを解説してきた。今回の研修でも，事前の講義で，弁論主義について再度説

明されたと聞いている。 
しかしながら，実際に尋問をやってみると，双方当事者の間で争いの無い事実（今回

の模擬裁判事例では，消費貸借契約の成立など）についても，消費貸借契約書を示して

尋問されるということが一部のメンバーの中に見られた。 
講評における指摘と，その後の研修におけるさらなる講義・解説によって，理解が深

まっていてほしいと期待している。 
この点は，繰り返し研修する必要があり，特にカンボジアの裁判官だけでなく弁護士

が弁論主義の理解を深めることは，今後のカンボジアにおける民事訴訟法手続の発展に

とって重要であると感じた。 
（２）重複尋問と尋問の順序－裁判長の尋問が最初と定められていること 

もうひとつ，今後の課題として気になったことは，重複尋問が多いことだった。この

ことには，カンボジア民事訴訟法の尋問の規定のなかに，現在の日本の民事訴訟法と大

きく異なる規定があることが関連している。カンボジア王国民事訴訟法典では，尋問の

順序について，裁判長からまず尋問することとされている（138 条）。 

この条文は，カンボジアの起草メンバーから「カンボジアではまだ弁護士が少なく，

弁護士がつかない訴訟が非常に多い。そのような場合に，当事者が充実した尋問を行う

のは無理で，裁判所が尋問を主導しないと実質的に公平な裁判は望めない」と指摘され，

その指摘に基づいて，裁判長が最初に尋問を行うと規定された経緯がある。つまり，当
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事者主義を修正して職権主義的な手続きを残したということである。 
私は，この条文を条文として検討しているときには，あまり問題を感じなかった。し

かし，実際に模擬裁判という具体的な場面で見ると，弁護士にとってはやりくいもので

あることが，傍聴している私にも実感された。 
当事者代理人が最初に尋問する場合は，主尋問は準備したとおり行えばよいので比較

的やりやすい。反対尋問は，主尋問で問われた質問と重複しないよう，また先の尋問結

果を前提にして，柔軟に尋問事項を変化させなければならない。ところが，カンボジア

民訴では裁判長が最初に尋問するため，弁護士が尋問するときには，常に反対尋問のよ

うな，柔軟な尋問事項の変更が必要になるのである。 
さらに，弁護士の立場としては，依頼者に「よく働いている」と評価してもらう必要

がある。用意した尋問事項のほとんどを裁判長に言われてしまって，尋問を短くすると，

依頼者から，「うちの弁護士はあまり熱心に尋問してくれない」という印象をもたれるの

ではないかと心配になる。そうすると，重複してもいいからたくさん質問したくなるの

である。私も，弁護士として，その気持ちはよくわかる。 
今回の模擬裁判の講評の際に，参加メンバー（弁護士）から同様の指摘があり，これ

について弁護士としてどう対応すべきか，という質問があった。ひとつの方法として，

民事訴訟法 138 条６項において，裁判所は適当と認めるときは尋問の順序を変更するこ

とができるとされていることを指摘して，弁護士から先に尋問させてもらいたいと述べ

て，裁判所に尋問の順序を変更するよう求めてみたらどうかと提案した。 
今後，カンボジアにおける実際の訴訟の現場でこの条文がどのように運用されていく

のか，興味深いところである。 
 
４ 感謝 

今回の研修に参加して，新しい人材が急速に成長していることを目の当たりにすること

ができて嬉しかった。わずか数年の間に，20 代，30 代のメンバーが急速な成長をとげ，新

しい民事訴訟法普及の中核となりつつあるのを見て，カンボジア司法の明るい未来を予感

することができた。 
この若い人材群の成長は，自然発生的に起きたものではない。法曹養成プロジェクトを

リードしてきてくださった，三澤さんから始まり，関根さん，柴田さんと引き継がれた歴

代専門家の皆様，現在の宮﨑教官，亀卦川教官に至る教官チームの皆様の努力の積み重ね，

そして，いつも細やかな配慮でロジを担当してくださる土屋さんを始めとする専門官の皆

様が支える，法総研の総合力によるところが大きいと感じている。 
法曹養成プロジェクトの立ち上げから関与した者として，深く感謝申し上げたい。 
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2007/12/1 現在

月 曜 10:00 14:00 備考

日 12:30 17:00 （実施場所）

7 13:00～ 14:00～講義１（民事訴訟の基礎）

／ 月 オリエンテーション

9 国際協力部 国際協力部教官 JICA大阪

7 国際協力部長あいさつ 10:30～講義２（尋問について） 模擬裁判１（結果陳述・被告本人尋問）

／ 火

10 国際協力部長 国際協力部教官
国際協力部
国際会議室

7 15:00～最終弁論起案

／ 水
本間佳子弁護士 本間佳子弁護士

11 国際協力部教官
国際協力部
国際会議室

7 模擬裁判４（最終弁論） 講義３続き（判決起案指針) 判決起案１

／ 木
本間佳子弁護士

12 国際協力部教官 国際協力部教官 国際協力部教官
国際協力部
国際会議室

7 判決起案２

／ 金
礒川剛志弁護士 本間佳子弁護士

13 国際協力部教官 国際協力部教官
２階共用会議
室

7 東京へ移動

／ 土

14

7 休日

／ 日

15

7 模擬裁判５ 講評３（判決関係） 日本側の模擬口頭弁論・質疑応答

／ 月 (判決言渡し）

16 国際協力部教官 国際協力部教官 国際協力部教官 JICA東京

7

／ 火

17 国際協力部教官 国際協力部教官 JICA東京

7 特別講義１（民事訴訟法）

／ 水
竹下守夫総長（駿河台大学）　 三木浩一教授（慶応義塾大学法学部）

18 上原敏夫教授（一橋大学大学院法学研究科）　 山本和彦教授（一橋大学大学院法学研究科）
赤れんが棟
第五教室

7

／ 木

19 国際協力部教官
赤れんが棟
第三教室

7 10:00～評価会 11:00～閉講式

／ 金

20 JICA東京

7 帰国

／ 土

21

模擬裁判２（原告本人尋問）

資料整理等

総括質疑応答

11:00～講評１（尋問・弁論関係）

講評４（判決関係）

11:00～講義３（判決起案指針）

研修実施場所：法務総合研究所中之島合同庁舎，JICA大阪（大阪），ＪＩＣＡ東京・法務総合研究所赤れんが棟（東京）

国際協力部教官

特別講義２（民事訴訟法）

講評５（判決関係）

礒川剛志弁護士

模擬裁判３（被告証人尋問）

講評２（尋問・弁論関係）

国際協力部教官

第3回 カンボジア法曹養成支援研修日程表

東京高裁訪問，表敬（10:30～11:30）

国際協力部教官 国際協力部教官

国際協力部教官

JICAオリエンテーション

 　　　              [主任教官：亀卦川教官・宮﨑教官，事務担当：土屋専門官・尾世専門官]
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To : icdmoj@moj.go.jp 
From : Asia 

E ~ MAI L 

 

「あなた」と「私」（１） 
ベトナム語の人称代名詞は，日本人には非常にややこしく思われます。原則として，

①同年代の場合，年上の男性は“anh（アイン）”，年上の女性は“chi（チ）”，年下は男女

問わず“em（エム）”，②１世代隔てた場合，父親と同年代で父親より年上は男女問わず

“bac（バック）”，父親より年下の男性は“chu（チュー）”，女性は“co（コー）”，他方，

子と同年代は“con（コン）”，③２世代隔てた場合，祖父と同年代の男性は“ong（オン）”，

女性は“ba（バー）”，他方，孫と同年代は“chau（チャウ）”といった具合です。 
特に面倒なのは，数の多さだけでなく，上記の関係を前提に１人称や２人称が決定さ

れる点です。例えば，私（男性）が，同年代の年上の男性と話す場合には，相手を“anh”，
自分を“em”と呼ぶ一方，年下の人と話す場合には，相手を“em”，自分を“anh”と呼

ぶことになります。相手との関係次第で，「あなた」や「私」が，それぞれ“anh”にな

ったり“em”になったりするわけです。 
以上に加えて，例えば社会的地位の高い人は“ong”ないし“ba”と呼ぶなど，年齢以

外の要素も加わってきます。 
このように，ベトナム語では，「あなた」と「私」は，年齢等，お互いの関係によって

決まります。私（我）よりもお互いの関係が優先されるというのは，文化的にも興味深

いものに思われます。 
ちなみに，夫婦や恋人同士の間では，いかに女性が年上であっても“anh”と“em”と

呼び合うとか。上記の“anh”と“em”の本来の関係を思うと，甘い雰囲気を感じさせる

ものではないでしょうか。 

（JICA ベトナム長期派遣専門家 中島 朋宏）
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～プロジェクト報告～ 

 

ウズベキスタンで本配り 

 

元 JICA 長期派遣専門家・弁護士     

松 嶋 希 会     

 

１ はじめに 

２００４年１０月頃より開始された JICA（国際協力

機構）技術協力プロジェクト「ウズベキスタン共和国

倒産法注釈書プロジェクト」（以下「本プロジェクト」

という。）は，２００７年９月末をもって，プロジェク

トとしては終了した。筆者は，２００５年４月から，

JICA 研修生として法務省法務総合研究所国際協力部

（以下「国際協力部」という。）において，２００６年

４月から本プロジェクト終了までは，JICA 長期派遣専門家としてウズベキスタン共和国タ

シュケントにおいて，本プロジェクトに従事した。 

本プロジェクトは，これまで何度も ICDNEWS で取り上げられており1，また，プロジェクト

概要は，国際協力部のホームページにおいても紹介されているので2，ここでは，ウズベキス

タン共和国，同国倒産法や本プロジェクトの概要は割愛する。本稿では，ウズベキスタン共和

国倒産法注釈書（以下「注釈書」という。）のロシア語版完成後の普及活動を報告する。もっ

とも，普及活動は，２００７年９月３日，国際協力部「国際会議室」において開催された公開

セミナー「ウズベキスタンにおける倒産制度・実務の現状と今後の課題－倒産法注釈書作成支

援を通じて－」において報告され，当該セミナーは，ICDNEWS 第 32号（２００７年９月号）「－

ウズベキスタン共和国倒産法注釈書の発刊－ ～注釈書発刊の意義と注釈書の普及活動の展

開～」で紹介されている。特に，ウズベキスタン共和国非独占化及び競争・企業活動支援国家

委員会，倒産企業清算・管財人監督部長プラトフ・バハディル・ウトウクロヴィッチ氏による

講演「注釈書活用促進のための具体的取組について－地方セミナーの開催－」，及び，JICA ウ

ズベキスタン事務所所員シャリポフ・シャリフゾダ氏による講演「民間セクターに対する倒産

制度の広報活動とその必要性について」において，詳しく説明されている。本稿は，これらと

重複するが，日本側参加者としてウズベキスタンにおける普及活動を報告するものである。 

２ 「普及活動」の盲点 

注釈書のロシア語版は，２００７年３月末に 3000 部発刊された（本頁写真の右の本であ

る。）。原稿完成が近くなって，ウズベキスタン側からは「後は，配るだけ」という考えが

                                                 
1 ICDNEWS 第４号，第９号，第 15 号，第 16 号，第 18 号，第 19 号，第 24 号，第 32 号等 
2 http://www.moj.go.jp/HOUSO/houkoku/uzproject_1.html 
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感じられ，一方，日本側では，「注釈書を配るだけでは意味がない」と認識されだした。本

プロジェクトの目指すところが，倒産法制の適正な運用，運用の改善であったため，より

多くの人が注釈書を通じて倒産法を理解するようにならなければならないということであ

る。この認識が普及活動に繋がっていった。 

しかし，実際は，普及活動の入口である「配るだけ」で躓いた。まず，配布先を探し当

てるのに時間がかかった。当然，全てを把握する必要もなかったが，判明している機関か

ら配り始め，同時に関係機関を聞き出し，新たな配布先探しにそれなりの時間をかけた。

また，配布の仕方も試行錯誤を繰り返した。配布にあたり念頭においたのは，第一に，倒

産法を運用する側だけではなく，倒産法を利用する側又は適用される側を含めた関係者に

広く配布する（関係者全体の能力向上），第二に，注釈書の存在を知った人が容易に入手で

きるように配布する（入手方法の確保），第三に，例えば，本プロジェクト終了 1 年後に，

倒産事件に関わるようになった裁判官等の実務家や，倒産法の勉強を始めた学生が注釈書

の存在を知ることができるように配布する（存在の周知）ということである。倒産法制を

より深く理解してもらうための取組みの重要性は認識しながらも，現実の普及活動は，注

釈書を物理的に適切に配布することが中心となった。 

 

 

３ 関係者全体の能力向上 

（１）利用者側への配布 

最高経済裁判所側が当初提出してきた配布先リストは，主に，裁判官，管財人（一般

の管財人，税務署職員，非独占化国家委員会職員）3に配布するものであった。これらの

者は倒産事件を運用する者であり，運用者が正しく倒産法を理解することは，運用改善

に不可欠である。しかし，適切な運用のためには，以下の二点も考えなければならない。

まず，運用者が誤った場合，誰が正すのか。例えば，倒産法は，債務者や債権者といっ

た倒産法の被適用者が裁判所の判断や管財人の活動に不服を申し立てることを認めてい

るが，債務者等が倒産制度を知らなければ不服を申し立てることはなく，運用は正され

ない。恣意的な運用も許されることになる。実際に，倒産事件が開始された企業から，

裁判所の決定が適法なのか疑義があるので注釈書を読みたいとの問い合わせもあった。

また，倒産事件を始めるのは裁判官や管財人ではない。倒産事件の多くが時機を逸した

                                                 
3 倒産事件の７割を占めるといわれている簡易倒産事件では，税務署職員や非独占化国家委員会職員が管財人に

任命される。 

タシュケント新市街は，片

側３車線以上の広い道路

が走る。一般人の想像する

シルクロードの面影はな

く，ソ連時代の四角く大き

な建物が並ぶ街である。
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申立て・開始の故に企業に財産もなく，倒産法制，特に再建型倒産制度が利用されてい

ないと言われている。この点の改善には，やはり，企業自身や債権者（税務機関も含む），

金融機関，それらの相談を受ける法律家・弁護士といった利用者の倒産法に対する理解

が進まなければならない。倒産事件を利用したことのない銀行は，「わからないから使え

ない」と話していた。このような視点から，配布先には利用者側も含めた。 

 

（２）将来の実務家への配布 

注釈書協議の過程では，40 代以上の世代は新たに学ぶことが非常に難しく，一方で，

若手には柔軟性・可能性があることが顕著であった。そこで，「急がば回れ」の思いで教

育機関への配布にも力をいれ，法学部を有している大学に限らず，経済，経営や金融を

教えている教育機関にも注釈書を届けた。倒産事件には企業家や金融機関も関与するが，

メイン・プレイヤーとなる管財人の資格取得に経営経験が要求されることもあり，法学

部出身の管財人は圧倒的少数であり，多くが経済・経営学部出身である。 

 

 

地方配布リスト例 

経済裁判所 

民事裁判所 

刑事裁判所 

倒産事件を審理する機関は経済裁判所である。経済裁判所裁判官は全

国で 125 人前後おり，裁判所では，裁判官のほか法律顧問や裁判官候

補も働いている。 

検察庁 検察官には，手続の監督権限のほか，倒産事件の申立権限もある。 

司法省 多くの機関は，全国に 14 箇所の支部を有する（12 州・カラカルパク

スタン自治共和国・タシュケント市）。 

非独占化国家委

員会 

倒産事件を管轄する機関である。管財人の資格審査・監督等を行い，

定款資本に国家の持分が含まれている企業の財務モニタリングも行っ

ている。かかる企業について倒産事件を申し立てる権限も有する。 

税務委員会 簡易倒産事件では，税務機関の職員が管財人となることが多い。 

税務署 各州に税務委員会支部のほかに 10 から 16 の税務署が存在する。 

商工会議所  

管財人協会 2006年 12月に本格的に活動を開始したばかりの任意加入団体である。

弁護士会 

法律事務所 

現在，弁護士会は任意加入であるが，強制加入に変更すべく法改正が

進められている。タシュケントでは 3000 人中 1000 人程が加入してい

ると聞いたが，地方では多くの弁護士が加入していると思われた。 

会計士協会  

公証人協会  

農業協会 州によっては，企業の大半が農産業に従事している。 

国民大学の図書館に 40 冊

を寄贈した。左の写真は，

稲葉一生国際協力部長

（左）と法学部教授であ

る。右の写真は，図書館の

読書スペースである。 
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大学・教育機関 法律，経済，経営，金融を教えている機関に配布した。 

銀行 中央銀行，国立銀行，その他商業銀行 28 行がある。3 分の 1 程度が，

タシュケントにのみ店舗を有している。 

書店展示 印刷会社直営の書店にサンプルを展示してもらった。 

 

タシュケントにおいては，上のリストに揚げられた機関のほかに，経済省，金融省，

国有資産管理国家委員会といった省庁・国家機関，公共の図書館，大学等に設けられた

社会人向けのビジネス・コースにも配布した。ビジネス・コースには，中央・地方から

企業家や非独占化国家委員会職員等が参加していた。また，世界銀行，欧州復興開発銀

行やドイツ援助機関（GTZ）といった機関にも渡した。法整備を支援しているドナーは多

くはないが，中小企業支援や金融関係支援を行っており，倒産法に対する関心は高かっ

た。周辺国の経済事件を扱う裁判所や国家機関，各国の大使館にも届けた。やはり，隣

国カザフスタン共和国が興味を持っていた。 

 

（３）地方への配布・ウズベク語版の配布 

本プロジェクトは，当初，ロシア語版のみの出版を想定していたが，地方や，都市部

でも 20 代前半以下の世代が，ウズベク語で教育を受けておりロシア語の知識に乏しいこ

とから，ウズベク語版も 4000 部発刊した。また，地方セミナーを開催して，地方では倒

産法が理解されていない，理解するための手段がないことを痛感し，ウズベク語版の配

布では，地方配布に重点を置いた。その際，各機関の中央機関を通すのではなく，各州

の州経済裁判所に，配布リストと共に，200 部や 300 部といったまとまった部数を届け，

裁判所から各機関の地方支部に配布してもらった。 

 

 

（４）英語版の配布 

ロシア語版の草案が完成した頃から，日本側で英語版出版の構想もでてきた。ウズベキ

スタン国内にはウズベク語版が，国外には英語版が有益ではないかとの発想である。ウズ

ベキスタンに進出している企業や同国の企業と取引をしているのは，ロシア語を解する

CIS 諸国の企業だけではなく，ヨーロッパやトルコといった国からの企業もある。もしか

したら，ウズベキスタンの法制がわからない故に進出を躊躇している国もあるかもしれな

い。合弁企業からも英語版の有用性が指摘され，利用者側への普及との観点から英語版も

出版することとした。 

左の写真はブハラ州経済裁

判所（建物左半分），右の写

真は同裁判所の前である。

タシュケントからブハラへ

は，車又は電車で 7 時間，

飛行機で 1 時間半かかる。
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４ 入手方法の確保 

（１）有償配布の検討 

注釈書は無償で配布したが，有償配布も検討した。筆者自身が，GTZ の支援により

２００１年に発刊された経済訴訟法注釈書をウズベキスタンの書店で見つけ入手で

きたので，倒産法注釈書の有償配布もウズベキスタン側に提案した。しかし，関係

者が購入しなくてはならないということに抵抗があったようで，ウズベキスタン側

は有償配布に難色を示した。また，販売ルートが発達していないことも問題であっ

た。タシュケントでは，通常，法律書籍も含めた書籍全般が，露天で販売されてお

り，買取販売や委託販売といった販売方法も問題となった。さらに，地方では書籍

の露天販売を見かけることもなく，有償配布をしても普及率は高くならないと思わ

れた。結局，無償で広く多くの機関・組織に配布することにしたが，弁護士や銀行

からは有償販売を望む声もあった。 

 

 

 

 

（２）電子データの配布・ダウンロード 

注釈書を無償で配布することにしたので，電子データも広く配布することとした。最

高経済裁判所のホームページからダウンロードできるようにしたものの，サーバー自体

が落ちていることが多かったので，日本センターの協力を得て，同センターのホームペ

ージ内に注釈書データのダウンロード・ページをロシア語，ウズベク語で設けてもらっ

写真は，左からウルゲンチ国立大学の売店兼書店，タシュケント法科大学の書籍売場，

タシュケント市内の露天での書籍販売の様子である。 

左の写真は，タシュケント市内で最

大のスーパーマーケットである。市

内には，規模は小さいがこのような

店がある。地方では右の写真のよう

なバザール（市場）が一般的である。
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た4。しかし，電話はあるがファックスはないという州経済裁判所もあり，想像以上に，

地方の通信設備は貧弱であった。そこで，電子データを CD で配布し，また，法令データ

会社が，顧客に毎月提供する更新データに注釈書のデータも含めてもらい，インターネ

ットを経由しない方法でも電子データを入手できるようにした。もっとも，そもそも，

タシュケントですら自宅にパソコンがある人は少数で，地方では，職場でもパソコンを

共用することは珍しくはなかった。結局，電子データを読むことができる環境にない人

も多く，電子データによる普及も限度があり，それ故，注釈書の印刷部数を多くした。 

 

 

５ 注釈書の存在の周知 

（１）広報活動 

注釈書の広報活動として，プレスツアーやプレゼンテーションを行った5。ただ，本プ

ロジェクト終了後の周知という点から，教育機関に，宣伝ポスターを張り出してもらう，

推薦図書リストに入れてもらうといった協力をお願いした。 

 

（２）書店での展示 

注釈書の有償配布は，上述のとおり断念したが，

最高経済裁判所内の売店で，どこかの機関に配布し

たはずの注釈書が販売されていた。直ちに，売店の

業者に販売中止を指示したが，後に面会した弁護士

から，この売店で注釈書の存在を知ったと聞かされ，

店頭での宣伝効果を実感した。そこで，印刷会社の

協力を得て，同社が直営する書店に，ロシア語及び

ウズベク語両言語の注釈書を，入手方法を明記した

宣伝ポスターと一緒に展示させてもらうことにした。同社は，各州に直営店を有してい

る（写真はタシュケント店）。別件でフェルガナに出張した JICA ウズベキスタン事務所

スタッフに確認してもらったところでは，確かに書店で展示されており，どこで入手で

きるのか問い合わせが多いとのことであった。 

 

                                                 
4 日本語版及び英語版も電子データが用意され次第，掲載してもらう予定である。 
5 詳細は，ICDNEWS 第 32 号（２００７年９月号）参照 

写真はフェルガナ市内である。フェルガナ地方へ

は，電車はなく，車で 4～5 時間又は飛行機で 1 時

間強の移動となる。山道が悪いため，ミニバスの通

行は認められておらず，冬は頻繁に閉鎖される。政

治的に不安定な地域とされており，他の地方へ入る

場合と比較して，検問が厳しい。 



118 

６ 地方セミナー 

普及活動の一環として地方でセミナーも開催し

た6。近隣州からの参加もあったことや，開催が一

年で一番暑い７月だったこともあり，地方セミナ

ーは午前中の半日とし，昼食も本プロジェクトで

提供した。どのセミナーでも，筆者や講師以外の

スタッフ7は前日に現地に入り，州経済裁判所長と

セミナー会場，配布資料，参加者，昼食提供方法

等を打ち合せ，打合せ前後に，大学等を訪問して

注釈書を配布した。セミナー出張の際には，大学等だけではなく作成した配布リストに含

まれていない弁護士事務所や銀行からの参加者にも配布するため，注釈書を 60 冊から 80

冊持参した。以下は，サマルカンドにおけるセミナーの日程である。このセミナーには，

ジザク州，カシュカダリア州からの参加も募った。 

 

1日目午前 

 

 

  午後 

 

 

 

   

  夕方 

タシュケントからサマルカンドに陸路移動（筆者，最高経済裁判所職員，JICA

現地所員），途中，ジザク工業大学（経済学部 10 冊）を訪問し注釈書を配布 

 

サマルカンド州経済裁判所を訪問し，セミナーについて打合せ 

サマルカンド国立大学（法学部・経済学部 20 冊），サマルカンド経済・サービ

ス大学（経済学部 10 冊），サマルカンド農業大学（経済・経営学部 10 冊）を

訪問し，注釈書を配布  ＊）この時点で配布したのはロシア語版のみ 

 

WG メンバーである講師と合流，打合せ 

2日目午前 

  10:05  

 

 

 

  11:20 

 

 

 

  12:00 

    13:00 

  午後 

  夕方 

市内のホテルにてセミナー開催 

サマルカンド州経済裁判所長による開会挨拶（ウズベク語） 

挨拶（最高経済裁判所副長官，ウ語） 

講演 1（講師 1，ウ語，不服申立等第 3 章） 

講演 2（講師 2，露語，再建手続，財産査定等） 

コーヒーブレイク 

講演 3（JICA 専門家（筆者），露語，債権者の地位） 

補足 1（JICA 事務所現地所員，ウ語，注釈書の構成・配布先・入手方法） 

補足 2（サマルカンド州経済裁判所裁判官，ウ語） 

質疑応答（露語，ウ語） 

閉会，昼食（プロジェクトにおいて，参加者全員に提供） 

サマルカンドからブハラに陸路移動 

ブハラ州経済裁判所長とセミナーの打合せ，会場の確認 

3 日目 午前：ブハラのホキミャット建物にてセミナーを開催 

午後：タシュケントへ移動 

 

                                                 
6 ７月５日フェルガナ市で，７月１２日ウルゲンチ市で，７月１９日サマルカンド市で，７月２０日ブハラ市で
開催した。タシュケント，テルメズにおけるセミナーは，ウズベク語版発刊後の１０月開催を考えていたが，９
月下旬から１１月にかけて，学生だけではなく裁判官を含めた国家機関職員も綿花収穫に送り出されるため，こ
の作業の終わる頃（１２月頭）の開催を予定している。 
7 講師はワーキンググループメンバー（執筆者）が務めた。 
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サマルカンド・セミナーの参加者は 100 名弱であり，裁判官 15 名前後（サマルカ

ンド 10 名前後，他の２州５名），税務機関職員 26 名（サマルカンド 18 名，他の２州

８名），非独占化国家委員会職員 28 名（サマルカンド 14 名，他の２州 14 名），検察

官８名程度（サマルカンド４名，他の２州４名），弁護士数名，銀行２行（地銀１行），

管財人等である。サマルカンド州経済裁判所には，事前に参加してほしい機関のリス

トを提出していたが，前日の打合せ時点では弁護士，銀行，商工会議所といった民間

セクターには全く連絡がされていなかった。民間セクターは参加する必要はないと反

論する経済裁判所に，JICA としては参加してもらわなければならない等強硬に主張し

参加を呼びかけてもらった。この点は，他のセミナーでも同様で，実際，民間セクタ

ーをセミナーに呼ぶことは容易ではなく，どの場合も，前日の打合せにおいて，参加

連絡をしてもらった。 

もっとも，急きょ連絡を受けて参加した弁護士等のセミナーの評判はよく，タシュケン

トにおいて法律事務所を訪問した際も，弁護士から，裁判所主催のこのようなセミナーに

招待されたことがないとの不満が聞かれた。 

 

 

 

 

左上の写真は，フェルガナ

州経済裁判所の外観であ

る。セミナー前日に，同裁

判所長室で，同裁判所長，

JICA 現地所員，最高経済裁

判所国際部長と打合せを行

った（右上の写真）。フェル

ガナ市でのセミナーは，フ

ェルガナ工業大学の教室を

借りて行われ（左下の写

真），セミナー終了後，市内

の食堂で参加者に昼食を提

供した（右下の写真）。 
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７ 残る課題 

「配るだけでは意味がない」。どの関係者も，裁判官はもちろん一般の企業も弁護士も教

育者も，倒産法の内容を理解するようにならなくてはならない。正にそのとおりである。

しかし，本プロジェクトの普及活動は，「配るだけ」でも十分に達成できたかも不確かなま

ま終了し，また，「配るだけでは意味がない」が真に意味するところをウズベキスタン側関

係者と共有できたか，ウズベキスタン側が今後この意味での普及活動を自主的に行うか，

というと，残念ながら肯定することはできない。 

本プロジェクトでは，倒産法に限らず，法令は，国家機関や中央機関といった運用をす

る側，指導をする側が理解していれば十分であるとの考えを，多々感じることがあった。

注釈書の配布先やセミナー参加者が国家機関中心であり，民間セクターが含まれていなか

ったことも，その例と言える。また，地方セミナーでは，参加者に質問用紙を配布し質問

を出してもらい，講師陣がそれに答えるといった質疑応答方法をとった。その際のやり取

りは，ウズベク語も多かったので完全に理解したわけではないが，個々別に「指導」する

だけで，倒産法制全体から説明する，倒産法全体の理解を促進させることに向けられたも

のとは思われず，セミナー後，質問から地方における問題点や理解の不十分な点を分析し

対処することもなかった。 

この点は，法の予測可能性に現される国民の自由・権利の保護という法の役目の理解に

関わることであり，この理解が一般化するにはまだ時間がかかると思われた。 

 

８ おわりに 

言うまでもなく，ウズベキスタンでの普及活動に筆者だけが従事していたわけではない。

まず，ウズベキスタンの最高経済裁判所である。カウンターパート機関であるから，主体

ホレズム・セミナーは，ウル

ゲンチ市所在のホレズム州

経済裁判所の大ホールで開

催された。左上の写真は参加

登録の，右上及び左下の写真

はセミナーの様子である。ホ

レズム地方は，7月は気温が

50度までも上がるので，裁判

所の大ホールには急きょ冷

房が設置された。右下の写真

は，セミナー途中で提供され

た，裁判所中庭でのコーヒー

ブレイクの様子である。 
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的に活動するのは当然といえば当然であり，むしろ「義務」でもあるが，本プロジェクト

では，最高経済裁判所とは別にワーキンググループ（執筆者団）が組織されたため，注釈

書草案作成段階では，最高経済裁判所はプロジェクト活動には全く何もしてくれないとの

感覚があった。しかし，普及活動の段階に入ってからは，ワーキンググループのメンバー

は，執筆の依頼を受けただけだからと本プロジェクトを離れてしまい，地方セミナーの設

営及び注釈書の地方配布では，最高経済裁判所に動いてもらうしかなかった。経済裁判所

は規模の大きい組織ではないが，その分，タシュケントの中央部と地方の州経済裁判所と

の繋がりが強く，最高経済裁判所国際部長を通し，州経済裁判所に早く細かな指示を出す

ことができた。地方の他の国家機関の情報も，州経済裁判所を通し短期間に集めることが

できた。 

JICA ウズベキスタン事務所の協力も大きかった。諸事情により最高経済裁判所ではなく

JICA 事務所内に机をおかせていただいた関係で，所長，担当所員の方のみならず，事務所

内で働く全てのスタッフから協力を得，提供いただいた「経験」や「知恵」は，ウズベキ

スタン側関係者の攻略や活動計画の策定に非常に有益であった。とりわけ，現地担当所員

の方には，通訳としてもアシスタントとしても普及活動に尽力いただいたが，それ以上に，

ウズベキスタンの人として，ウズベキスタン側関係者に，日本が関与する意義，本プロジ

ェクトの意義，また，ウズベキスタンの欠点を伝えてもらえた点が非常に有意であった。

最高経済裁判所といったウズベキスタン側関係者は，とかく，本プロジェクトを通して各

自の組織の利益を図ることに重きを置きがちで，例えば，ウズベキスタンにおける倒産法

制全体の発展といった大局的な視点が欠けていたと言わざるを得ない。日本といった外国

つまり第三者が法制の整備過程に関与する意義は，このような視点からの整備にある。こ

の点をウズベキスタン側と共有するには至らなかったが，現地担当所員の協力もあって，

少なくとも，本プロジェクトの方向はこの点に向けられていたように思われる。 

また，「日本センター」JICA プロジェクト，「企業活動の発展のための民事法令及び行政

法令の改善」JICA プロジェクト，金融関連機関等で活動されていた JICA シニア・ボラン

ティアの方々，教育機関で活動されていた JICA 青年海外協力隊の方々，日本大使館や日本

商社からは，現地の国家機関・民間機関に関する情報や紹介をいただいた。特に，配布先

の割出しや面会の取付けは，これらの方々の協力がなければ非常に困難であった。 

注釈書発刊後は，ウズベキスタンでの活動に比重が移ったが，筆者の現地活動は，日本

において本プロジェクトに従事されていた方々に負うところも大きい。国際協力部，国内

支援委員会，文字どおり「寝食を忘れて」現地活動をサポートしていただいた国際協力部

担当教官・JICA 担当者，発注から納入希望期間が 1 日や半日でも対応していただいた通訳

の方，と多くの方々の支援により現地での活動も可能であった。 

ウズベキスタン及び日本において，本プロジェクトのウズベキスタンでの活動を支えて

くださった方々に，この場を借りて，厚くお礼を申し上げる。 



122 

 
 
 
 
 
 
 

 

To : icdmoj@moj.go.jp 
From : Asia 

E ~ MAI L 

 

「あなた」と「私」（２） 
覚えるのが面倒なベトナム語の人称代名詞ですが，かなり重要な役割を担っています。

人称代名詞がお互いの関係を反映しているということは，裏返せば，適切な人称代名詞

を用いることは，「私はあなたとの関係を分かっています」というメッセージを伝えるこ

とに他ならないからです。 
例えば，目上の相手に対して，きちんと“ong”や“anh”等と呼びかけることは，「あ

なたが目上だということを尊重しています」というメッセージを送ることになります。

すなわち，人称代名詞が「敬語」の役割を果たし得るのです。この点，初対面の年配の

女性に，自分の親より少し年上かと思って“bac”と呼びかけたところ，「どうして“ba”
と呼ばないの！全く近頃の子は礼儀がなってないわ！」と怒られたという話を聞いたこ

ともあります（もっとも，一般的には，“chi”と呼ぶべき人でも“em”と呼ぶなど，や

はり女性は若い目に呼んだ方が無難なようですのでご注意を。）。 
また，例えば感謝を示すにしても，単に“Cam on.（カム・オン）”ではなく，“Cam on

anh.”などと人称代名詞を加えれば，親近感が増し，より気持ちがこもっているように感

じられるのだとか。これは“Chao.（チャオ）”という挨拶についても同じですが，他方，

更に主語も付けて“Em chao anh.”などと言うと，随分丁寧な表現になります。 
なお，一人称として“toi（トイ）”もありますが，話し相手に年上も年下も含むような

場では格別，他の人称代名詞が使える間柄で“toi”を使うと，フォーマルで冷たく聞こ

えるらしいです。 
人称代名詞一つとっても，奥が深いものです。 

（JICA ベトナム長期派遣専門家 中島 朋宏）
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～ 国際協力の現場から ～ 
 

カンボジアとベトナム 
 

統括国際協力専門官      
西 村 人 司     

 
法務総合研究所国際協力部では，独立行政法人国際協力機構（以下「JICA」という。）のプ

ロジェクトの枠組みの下，これまでベトナム，カンボジア，ラオス，インドネシア，ウズベ

キスタンなどの国々に対し，法整備支援活動を行っている。 

特に，カンボジアとベトナムは，JICA 長期専門家として当部の教官を派遣するなど積極的

な法整備支援活動を行ってきた支援対象国である。 

私は，本年８月２２日から同月３０日の間，松永法務総合研究所長のカンボジアとベトナ

ムの司法関係機関や法整備支援関係機関等との協議あるいは表敬訪問に，当部の田中教官と

ともに同行する機会を得ましたので，見て，聞いて，触れてみて，感じたことや思ったこと

を素直に書きたいと思います。  

 

まずはカンボジア 

カンボジアは長い内戦で社会基盤が破壊され，多くの人材を失った国であることは，みな

さんも御存知のことと思いますが，私もカンボジアは内戦で破壊され，いまだ多くの傷を負

ったままの国であると思っていました。しかし，首都プノンペンに到着した私がまず圧倒さ

れたのは，市内を行き交うモトドップと呼ばれるモーターバイクの多さを目にしたときでし

た。さらに，プノンペン市内を移動する車の窓から市内を見ていると，商店には溢れるほど

の商品が並び，行き交う人々の多さと活気が肌に突き刺さるのを感じました。 

カンボジア滞在中，王立司法学院，王立司法官職養成校，司法省，プノンペン市裁判所，

弁護士会弁護士養成校，JICA 事務所及び日本国大使館などを訪問し，司法大臣，学院長，弁

護士会長，校長などと各組織の現状や今後の支援活動の在り方などについて意見交換が行わ

れましたが，お会いしたどの方々も日本の支援を高く評価され感謝の意を述べられたのを聞

くと，地道で長い道のりの活動ではあるけれどやり甲斐のある仕事なんだと改めて感じるこ

とができました。 

特に，アン・ヴォンワッタナ司法大臣への表敬では，同大臣から，民事訴訟法施行に加え，

刑事訴訟法制定・施行により，司法省職員が皆かけずり回っていること，多忙な上に人材が

不足していて更に多忙を来していること，また，民事訴訟法や刑事訴訟法と平行して他の法

令の起草もあることなど，大臣御本人も多忙であるにもかかわらず，時間を大幅に延長して

現状などを熱心にお話されていたことが印象的でした。他の訪問先でもそうでしたが，カン

ボジアにおいて法整備にかかわる人達の熱い思いを感じることができました。 
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司法大臣への表敬（司法省にて）

カンボジアでの滞在は３日間という短いもので，

プノンペン市内を見たといってもほんの少しであ

り，メイン通りを少し外れたり，市街地を少し離

れると，まだまだ恵まれた生活環境であるとはと

ても言えない状況もたくさん存在していますが，

これだけカンボジアの人々に活気があり，内戦終

結後，全くのゼロからのスタートから驚くほどの

復興をなしている現状を目の当たりにすれば，今

後，復興のスピードが加速していくことは明らか

で，法整備も遅れをとることがないようにしなければならないと実感します。 

 

ブレイクタイム 

関係機関の訪問の間に，現地で積極的な法整備支援活動を行っている柴田紀子専門家や森

田業務調整員に街の市場やレストランなどに連れて行ってもらいましたが，街には，カンボ

ジア料理のほか，和（寿司），中華，フレンチ，イタリアンなど各種レストランがあり，食事

はとても美味しかったです。ビールの味は，私には少し薄かったように思いましたが・・・。

市場には大量の商品が並び，大勢の観光客らが土産物の品定めをし，街の人々が生活物資を

買い，とても活気のあるものでした。 

内戦の傷跡や負の遺産にもほんの少し触れることができましたが，山積する問題を一つ一

つ解決し乗り越えていく力がここにはあると感じました。 

 

空路ベトナムへ 

ハノイ市内に入った途端，カンボジアより以上にバイクの数が多い。話には聞いていまし

たが本当にびっくりする多さで，「なんじゃこりゃ」と思うと同時に「どんだけ～！」と声を

出しかけました。バイクや車のクラクションも鳴り響く大洪水です。 

ベトナムは，長年の戦乱を経て成長軌道 

に乗り始めた国であり，法務総合研究所も１０年以上にわたって支援を続けている国です。

ベトナム側も法制度・司法制度改革に力を入れていますが，整備されてきている法令を実務

として遂行する現場においては，制定された法令の趣旨等が十分理解されていない状況にあ

り，裁判実務や法執行実務の改善を図る必要性があるなど，今後も支援を継続していくこと

が必要です。 

ベトナムでは，司法省，最高人民裁判所，最高人民検察院，ハノイ地方裁判所，日本大使

館及び JICA 事務所などを訪問し，次官，副長官，次長検事などと今後の支援の在り方などに

ついて意見交換が行われました。いずれも日本の支援を高く評価され，感謝されていたこと，

計画どおりに進展しないこともあること，まだまだ問題は山積していることから支援の継続

と拡大を熱望していることなどを聞いて，カンボジアと同様，法整備支援は本当に長い道の

りの活動だということを重ねて思いましたし，支援を行う側と支援を受ける側が一つの目標
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に向かって協力し合ってこそ，険しい長い道のりを越えて行けるとの思いを新たにしました。 

 

 

 

 

 

 

 

 
ベトナム最高人民検察院次長検事等との意見交換 

 

ブレイクタイム 

ベトナムの食べ物はカンボジアより美味しかったような。ハーブをよく使用するので，香

りの激しいものもあるが，日本人の味覚にあう美味しい味付けだと感じます。私は，日本で

はあまり果物を食べないほうですが，ベトナムでは結構いろんな種類の果物も口にしました。 

果物も豊富で美味しいものばかりです。 

ベトナムで滞在したホテルの近くに大きな公園があり，ぶらぶらと足を踏み入れたのです

が，その公園では，多くの人達がサッカーやバトミントンなどを楽しんでいたほか，子供か

らお年寄りまで様々な年齢の女性が集団で音楽に合わせてエアロビクスをやっている光景を

目撃し，なぜか意味もなく微笑んでしまいました。 

 

雑感 

カンボジアには，現在，法務総合研究所から柴田紀子専門家（検察官）が JICA 長期専門家

として派遣され，ベトナムには，伊藤文規専門家（検察官）と中島朋宏専門家（裁判官）が

同じく JICA 長期専門家として派遣され，それぞれ現地の状況を把握し，人々と出会い，見て，

聞いて，互いに考え，アドバイスを行っておられます。 

今回，カンボジアとベトナムを訪ねたのですが，日本にいて話を聞いてイメージしている

のと現地で見聞するのとでは，やはり大きく違っていました。現地で人と会い，触れあい，

見て，聞いて，言葉を交わして，互いに考える法整備支援をこれからも続けていくことが，

やがて大きな成果につながっていくと確信しました。 

 

おまけ 

私事ではありますが，私がベトナムから帰国後，１週間して長男がベトナムへ向かいまし

た。ハノイ市内から車で約３時間ほどの所にある施設にいる子供たちを支援するボランティ

ア活動のために約半月間ベトナムに行ったのですが，ベトナムへは私が先に訪問したことか

ら，現地の状況や雰囲気などについて，ちょっと？いや，かなり先輩面をして息子にいろい

ろ話すことができました。いつもは私が息子に話をしてもちゃんと聞いているのかと思うこ
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とがしばしばありましたが，今回，現地を見てきたこともあり，私の話に説得力があったの

か，真剣に私の話を聞き，いろいろと質問され，内心うれしく思ったしだいです。 
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国際協力専門官になるには 
 

主任国際協力専門官 
  島 﨑 幸 英 

 
国際協力専門官になるにはどうしたらいいのだろうと素朴な疑問をお持ちの方もおられる

かと思いますので，個人的な話にはなりますが，私自身が国際協力専門官になった経緯や，

国際協力専門官の仕事の内容，これまで経験し感じたことなどを思いつくままに書かせてい

ただきたいと思います。 
  
私は，法務総合研究所に配属になる前，大阪地方検察庁の検察事務官として，中之島合同

庁舎に勤務しておりました。そのため，大阪地検と法務総合研究所国際協力部（以下，国際

協力部といいます。）が同じ庁舎であることから，平成１３年当時，今以上に知名度の低かっ

た設立間もない協力部の存在を知ることとなりました。しかし，国際協力部の業務について

具体的に何も知らなかったのですが，「国際」という響きの良さと検察出身の先輩方が勤務し

ている姿をお見掛けし，自分の環境を変えて，これまでとは違う職場も経験してみたいと思

い，国際協力部を希望していたところ，法務総合研究所総務課経理係配属となり，その後，

平成１８年４月から国際協力部で勤務することとなりました。総務課経理係では，予算要求

及び経費執行の仕事をしており，国際協力部の予算要求事務を担当させていただいておりま

したので，おおむね国際協力部のことを理解しているつもりでいましたが，国際協力部配属

となってから，私が知る業務以外に様々な業務を行っていることに徐々に気付くことになり

ました。 
 
国際協力専門官の仕事としては，メインである本邦研修の準備以外にも，法整備プロジェ

クトの会合の準備，海外出張準備，外国人専門家の招へい準備，法整備支援連絡会等各種会

議の開催準備，海外に派遣されている専門家との連絡調整，ICD NEWS の発行など多岐にわ

たる仕事があります。これらのことが同時平行に動き，しかも，この準備や手続が一筋縄で

はいかず，紆余曲折ありながら，研修等の実施に至っています。また，本邦研修実施につい

ては，支援対象国が発展途上国であるからか，年度初めには，ほとんどの研修の日程が不確

定で，「○月ころ（２週間）」とアバウトな日程であり，日本人研修のように，年度前に計画

された日程どおりに研修が実施されるということは夢のような話です。私のメインの仕事は

経理事務なので，このような不確定なことが多いほど，経理面でも予定が立てにくく，実は

内心，「早めに決まってほしいなあ」と思っています。それはともかく，おおむね国際協力部

のことを知っているつもりでしたが，実際に国際協力部に来て初めてその実態を知ることが

多くありました。 
この他にも，国際協力部には，霞が関にいる職員と同じような仕事をしている一面があり

ます（法務省の組織ですから当然なのですが）。私が担当している経理事務のうち予算要求事
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務では，教官の要望等を聞きつつ，国際協力部の来年度予算の概要を作成し，また，官房会

計課や財務省等から質問があれば，これに対する回答案を起案したりします（最終的には法

総研総務課において調整しています。）。規模は小さいながらも，国際協力部経費を要求し，

それが財務省に認められ，一般会計予算参考書に経費が記載されているのを見ると，非常に

面白みを感じます。また，法整備支援に関して，各省庁からの照会や国会質問などがあれば，

国際協力部で対応することになります。国際協力部内で起案した内容が，国会関係の書類な

どに反映されているのを見ると，妙に感心してしまいます。このような事務は，検察の現場

では経験することはなく，大阪にいながら，非常に興味深い仕事に携わることができます。 
 

このように，国際的な業務や予算要求事務に携わるということは，検察事務官として入庁

した時には全く考えていませんでしたが，検察の現場を離れてこのような仕事を経験するの

も，非常にいいものだと実感しています。これを読まれている方で，法整備支援に興味のあ

る方，個人的に英語など外国語に興味がある方，外国語が苦手であっても予算要求事務や国

会関係事務に興味のある方，私のように「国際」という響きにピンと来た方，是非，国際協

力部を希望していただければと思います（なお，検察庁，法務局，矯正局，保護局等法務省

の職員であることが前提です。ちなみに今のところ入管局出身の職員はおりません。）。また，

国際協力部の業務に関し何か御質問などありましたら気軽に御連絡ください。お待ちしてい

ます。 
 
 
 
 



 ICD NEWS  第33号（2007.12） 129 

 
 
 
 
 
 
 

 

To : icdmoj@moj.go.jp 
From : Asia 

E ~ MAI L 

 

Quan ho（クアン・ホ） 
ベトナムの現プロジェクトのパイロット地区であるバクニン省の名物といえば，やは

り何よりも民謡（dan ca；ザン・カー；民歌）です。同省の民謡は，特に“quan ho（クア

ン・ホ）”と呼ばれ，男女の掛け合いを中心とするのが特徴です。 
この“quan ho”は，独特の衣装を身につけた男女の歌い手によって歌われるのが典型

的ですが，一般の人々にとってもごく身近なものです。これまで，セミナー等でバクニ

ン省を訪れた際，懇親のために，同省の皆さんと飲食を共にする機会もあったのですが，

その席でも，裁判官や検察官，職員の中に，この“quan ho”の名人というべき人がおり，

その美声を披露していただきました。ある裁判官が，「バクニン省の裁判所職員選考試験

には，歌唱力の試験がある」と笑いながらおっしゃっていたのも，あながち冗談ではな

いのではと思わされたりします。 
かくいう私も，ひょんなことから知った “Beo dat may troi（ベオ・ザッ・メイ・チョ

イ）”というバクニン民謡を少し披露したところ，かなり好評を博し，今ではその歌が重

要な交流手段の１つとなっています。「水草は漂い（beo dat），雲は流れ（may troi），月日

は流れても，私（em）はただあなた（anh）を待っている」といった内容だという以外に

詳しいことは知らず，しかも全部は歌えないものの…音楽の偉大さを思わされます。 
陰暦の１月１３日には，毎年，バクニン省でお祭りがあり“quan ho”が一大イベント

となるそうです。都合がつきそうなら，是非行って，“quan ho”を堪能したいと思ってい

ます。 
 

（JICA ベトナム長期派遣専門家 中島 朋宏）



130 

～国際協力部からのお知らせ～ 

 

 

 

 

法務総合研究所では，アジアの企業法制の専門家を招へいし，日本における企業法制

の専門家を交えた上で，以下のとおり「アジア株主代表訴訟セミナー」を開催いたします。 

是非，多数の方々の御参加をいただきたく，御案内申し上げます。 

 

 

日 時：平成 20 年(2008 年)2 月 18 日（月） 午後 2 時～午後 5 時 30 分 

会 場：法務省 法務総合研究所国際協力部 国際会議室 

案内図： http://www.moj.go.jp/HOUSO/map.html 

主 催：法務省法務総合研究所・財団法人国際民商事法センター 

後 援：独立行政法人日本貿易振興機構（JETRO） 

参加費用：無料 

使用言語：日本語，英語及び中国語の同時通訳付きで実施します。 

参加申込：参加を希望される方は，法務省ウェブサイトに掲載されている本セミナー開催案

内(http://www.moj.go.jp/HOUSO/houso30.html)から参加申込書をダウンロード

いただき必要事項を記載いただくか，氏名，所属先，部署名・役職名，住所及び 

連絡先（電話番号,FAX 番号，E-mail ｱﾄﾞﾚｽ）を御記入の上，平成 20 年(2008 年) 

2 月 8 日(金)までに，FAX 又は E-mail にて下記申込先まで御申込みください。 

いただきました情報は，本セミナーの運営のために利用いたします。 

なお，会場スペースの関係で，満席（約 100 席）になり次第，申込の受付を締め

切らせていただきます。あらかじめ御了承ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

〔申込先〕 

法務省法務総合研究所国際協力部 

〒553-0003 大阪市福島区福島 1－1－60 

TEL：06－4796－2153，2154（代） 

FAX：06－4796－2157 

E-mail：icdmoj@moj.go.jp 

担当：島﨑幸英，九鬼隆史 
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13:30    開場・受付開始 

14:00～14:10 主催者あいさつ 

             法務省法務総合研究所長  松永 榮治 

       財団法人国際民商事法センター理事長  原田 明夫 

 

14:10～14:15 アジアにおける株主代表訴訟制度の研究の意義 

法務省法務総合研究所国際協力部長  稲葉 一生 

 

14:15～16:55 海外招へい者による発表 

「～変革期における株主代表訴訟の沿革と実情～」 

 

14:15～14:45 「中国における株主代表訴訟の歴史と現在」（仮） 

国浩律師集団事務所律師(弁護士)  宣 偉華 

14:45～14:50  日本側コメント 

  関西学院大学法学部教授，弁護士  伊勢田 道仁 

14:50～15:20 「韓国における株主代表訴訟の歴史と現在」（仮） 

 建国大学校法科大学教授  権 鐘浩 

15:20～15:25  日本側コメント 

住友商事株式会社関西ブロック総括部法務チーム長  森川 茂 

 

15:25～15:45  休 憩 

 

15:45～16:15  「シンガポールにおける株主代表訴訟の歴史と現在」（仮） 

シンガポール国立大学法学部准教授  Ewing-Chow Michael 

16:15～16:20  日本側コメント 

  名古屋大学大学院法学研究科教授  中東 正文 

16:20～16:50  「台湾における株主代表訴訟の歴史と現在」（仮） 

中興大学財経法律学系教授  廖 大穎 

16:50～16:55  日本側コメント 

同志社大学大学院司法研究科教授  川口 恭弘 

16:55～17:20  質疑応答 

進行：弁護士法人大江橋法律事務所弁護士  池田 裕彦 

17:20～17:30  総 括 

神戸大学大学院法学研究科教授  近藤 光男 

17:30     閉会 
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～活動報告～ 
  

１ 国内における活動（本邦研修・セミナー等：2007.10.1～2007.12.31） 

インドネシア 

10.22～11.2 第１回インドネシア和解・調停制度強化支援研修(研修員 12 名，大阪) 

中国 

11.12～11.21 中国民事訴訟法・仲裁法改善プロジェクト第１回本邦研修（研修員 8 名，

東京） 

ベトナム 

11.19～11.29 第 27 回ベトナム法整備支援研修(研修員 10 名，東京) 

 

２ 海外における活動（現地セミナー，海外派遣等：2007.10.1～2007.12.31） 

カンボジア 

10.20～10.27 カンボジア法曹養成支援プロジェクト終了時評価調査派遣（プノンペン市）

11.11～11.17 カンボジア現地セミナー（プノンペン市） 

12.11～12.23 カンボジア現地セミナー（プノンペン市） 

ベトナム 

11.4～11.11 ベトナム最高人民検察院派遣(ハノイ市) 

韓国 

11.22～11.1 第９回日韓パートナーシップ研修（韓国セッション）（研修員 10 名，高

陽市） 

 

３ 開催予定セミナー等 

2008.1.18(金) 第 9 回法整備支援連絡会（大阪，東京〔テレビ会議システム使用〕） 

2008.2.18(月) 「アジア株主代表訴訟セミナー」（大阪） 
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――編 集 後 記―― 
 

今年１０月にインドネシア研修が実施され，研修員の休日に京都観光に同行いたしまし

た。研修員 12 名を，角田 JICA 長期専門家と西林主任専門官とともに，金閣寺まで案内し，

清水寺付近にある二年坂・三年坂を散策しました。秋の京都は観光客が多いことから，人込

みの中で見失ってしまうのではないかと心配していたところ，案の定，三年坂付近で，研修

員２名を見失ってしまい，二年坂・三年坂を，西林主任専門官とともに数回ダッシュで往復

し，約 30 分後に坂を上りきった清水寺前で発見するというハプニングもありました（ちな

みに翌日は軽い筋肉痛でした）。また，数名の研修員の方々が，二年坂にあるスタジオで舞

妓変身・侍変身を体験され，意外とというか妙に様になっていたので，他国の研修員の方々

も機会があれば是非体験されてみてはどうかと思いました。その後，京都の繁華街である河

原町で解散する際に，全員と握手をし，「あなた方のおかげで楽しむことができた。ありが

とう。」と丁寧にお礼を言われ，京都観光を喜んでいただき，素直に嬉しい気持ちになりま

した。「国際協力の現場から」で国際協力専門官の仕事を紹介させていただきましたが，こ

のように休日を利用し観光に同行するというボランティア活動もあります。本邦研修の目的

で来日はされていますが，休日を利用して観光案内し日本文化を知っていただくということ

も大切な国際協力の一つだと考えています。 

  

さて，今号の「巻頭言」及び「国際協力の現場から」はカンボジア・ベトナム訪問，「特集」

はラオス判決書マニュアル作成支援，「国際研修」はカンボジア法曹養成支援研修，「プロジ

ェクト報告」はウズベキスタン倒産法注釈書作成・普及支援，E-mail はベトナム現地報告，

編集後記はインドネシア研修番外編（休日観光）と，国際色豊かでバラエティに富んだ内容

となりました。非常に興味深いものばかりで，法整備支援，国際協力の奥の深さを改めて認

識することができ，今号の編集担当者として，とても満足しています。今回御寄稿いただい

た皆様には，業務のお忙しい中，御執筆いただき，誠にありがとうございました。 

また，「活動報告」にもありますように，平成２０年１月１８日には「法整備支援連絡会」，

同年２月１８日には「アジア株主代表訴訟セミナー」が開催され，現在，国際協力部職員一

丸となってこれら会議の開催準備を行っております。また，同連絡会では，大阪と東京をテ

レビ会議で結び，新たに東京会場を設けるなどの試みも予定しています。皆様の御来場を心

からお待ちしております。 

 

主任国際協力専門官 島 﨑 幸 英   
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